


長崎大学大学院学則の変更の事由及び変更点 
 

変更の事由 

医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻（博士前期課程）を廃止し，新たに医歯薬学総合研究科

生命薬科学専攻（修士課程）を設置すること。 

変更点 

(1) 長崎大学大学院に置く研究科の専攻及び課程を定める規定を整備すること。 

(2) 医歯薬学総合研究科の入学定員及び収容定員に関する規定を整備すること。 

 

 

 

 

長崎大学学位規則の変更の事由及び変更点 
 

変更の事由 

医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻（博士前期課程）を廃止し，新たに医歯薬学総合研究科

生命薬科学専攻（修士課程）を設置すること。 

変更点 

医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻に係る学位に付記する専攻分野の名称を整備すること。 

 

 

 

 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科規程の変更の事由及び変更点 
 

変更の事由 

医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻（博士前期課程）を廃止し，新たに医歯薬学総合研究科

生命薬科学専攻（修士課程）を設置すること。 

変更点 

生命薬科学専攻の課程，履修コース，教育研究上の目的，授業科目及び単位数，最低修得単

位数，特別選抜試験，最終試験，課程修了の要件，学位の授与等に関する規定を整備すること。 
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○長崎大学大学院学則（改正案） 

平成１６年４月１日 

学則第２号 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 教育課程等（第８条―第１７条） 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与（第１８条―第２２条） 

第４章 入学，転学，休学，退学，再入学等（第２３条―第３７条） 

第５章 除籍，表彰及び懲戒（第３８条） 

第６章 検定料，入学料及び授業料（第３９条―第４１条） 

第７章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生及び外国人留学生（第４２条―第４

６条） 

第８章 教員の免許状授与の所要資格の取得（第４７条） 

第９章 雑則（第４８条―第５０条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長崎大学大学院（以下「本学大学院」という。）は，国立大学法人長崎大学基本規則（平成

１６年規則第１号）第３条に規定する理念に基づき，実践的問題解決能力と政策立案能力を有し国

際的問題及び地域の諸課題を解決しうる高度専門職業人，並びに豊かな創造的能力を有し先導的知

を創生しうる研究者を養成し，もって広く人類に貢献することを目的とする。 

２ 本学大学院の修業年限，教育課程，教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項については，

この学則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 各研究科は，研究科又は専攻ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研究上の

目的を研究科規程に定め，公表するものとする。 

（課程） 

第２条 本学大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程（学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第９９条第２項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）とする。 

２ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれに加えて

高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

３ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的

とする。 

４ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培

うことを目的とする。  

（研究科，専攻，課程及び収容定員） 

第３条 研究科の専攻及び課程は，次のとおりとする。 

研究科 専攻 課程 

教科実践専攻 修士課程 教育学研究科 

教職実践専攻 専門職学位課程 

経済経営政策専攻 前期２年の課程 経済学研究科 

経営意思決定専攻 後期３年の課程 

博士課程 



 - 2 -

機械システム工学専攻，電気情報工学専

攻，環境システム工学専攻，物質工学専

攻，水産学専攻，環境共生政策学専攻，

環境保全設計学専攻 

前期２年の課程 生産科学研究科 

システム科学専攻，海洋生産科学専攻，

物質科学専攻，環境科学専攻 

後期３年の課程 

博士課程 

医歯薬学総合研究科 熱帯医学専攻，保健学専攻 修士課程 

医療科学専攻，新興感染症病態制御学系

専攻，放射線医療科学専攻 

博士課程 

修士課程 

 

生命薬科学専攻 

後期３年の課程 博士課程 

国際健康開発研究科 国際健康開発専攻 修士課程 

２ 経済学研究科及び生産科学研究科の博士課程は，前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）

及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，修士課程とし

て取り扱うものとする。 

３ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士課程は，博士後期課程のみの課程とする。 

４ 教育学研究科教職実践専攻は，専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準（平成１５年文部科

学省令第１６号）第２６条に規定する教職大学院の課程とする。 

５ 研究科の収容定員は，別表第１のとおりとする。 

（講座） 

第４条 前条第１項に掲げる研究科に，講座等を置く。 

２ 前項の講座等は，別に定める。 

（標準修業年限） 

第５条 教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。ただし，教育研

究上（教職実践専攻にあっては教育上）の必要があると認められる場合は，学生の履修上の区分

に応じ，その標準修業年限は，１年以上２年未満の期間又は２年を超える期間とすることができ

るものとする。 
２ 前項の場合において，１年以上２年未満の期間とすることができるのは，主として実務の経験を

有する者に対して教育を行う場合であって，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期

において授業又は研究指導（教職実践専攻にあっては授業）を行う等の適切な方法により教育上

支障を生じない場合に限る。 
３ 医歯薬学総合研究科保健学専攻及び国際健康開発研究科の修士課程の標準修業年限は２年とし，

医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻の修士課程の標準修業年限は１年とする。 

４ 経済学研究科及び生産科学研究科の博士課程の標準修業年限は５年とし，博士前期課程の標準修

業年限は２年，博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

５ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の修士課程の標準修業年限は２年とし，博士後期課程の標準

修業年限は３年とする。 

６ 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士

課程の標準修業年限は，４年とする。 

（在学期間） 

第６条 本学大学院における在学期間は，前条に規定する標準修業年限の２倍を超えることができな

い。 

（学年，学期及び休業日） 

第７条 本学大学院の学年，学期及び休業日は，長崎大学学則（平成１６年学則第１号。以下「本学

学則」という。）第７条から第９条までの規定を準用する。 
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第２章 教育課程等 

（教育課程の編成方針） 

第７条の２ 各研究科（教育学研究科教職実践専攻を除く。）は，当該研究科及び専攻の教育上の

目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導

（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 前項の教育課程の編成に当たっては，各研究科は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び

能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配

慮しなければならない。 

３ 教育学研究科教職実践専攻は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科

目を自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

（教育方法） 

第８条 各研究科（教育学研究科教職実践専攻を除く。）における教育は，授業科目の授業及び研究

指導により行う。 

２ 前項の授業については，本学学則第３２条の規定を準用する。 
３ 教育学研究科教職実践専攻における教育は，授業科目の授業により行う。この場合において，教

育学研究科は，同専攻の目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，現

地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授

業を行うよう配慮しなければならない。 
４ 前項の授業については，十分な教育効果が得られる専攻分野に関して，当該効果が認められる場

合に限り，本学学則第３２条第２項の規定を準用することができる。 

第８条の２ 前条の授業は，教授，准教授，講師又は助教が担当する。 

２ 前条の研究指導は，教授が担当するものとする。ただし，特に必要があるときは，大学院設置基

準（昭和４９年文部省令第２８号）第９条に掲げる資格を有する准教授，専任の講師又は助教が担

当することができる。 

（単位の計算方法） 

第９条 本学大学院における単位の計算方法については，本学学則第３３条の規定を準用する。 

（履修方法等） 

第１０条 各研究科における授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修

方法については，各研究科において定めるものとする。 

（履修科目の選定） 

第１１条 履修する授業科目の選定は，指導教授の指示に従うものとする。 

（考査及び単位の授与） 

第１２条 本学大学院の学生が一の授業科目を履修した場合には，考査を行い，合格した者に対して

は，単位を与える。 

２ 考査は，試験，研究報告その他の方法により行うものとする。 

第１３条 授業科目の成績は，A，B，C及びDの評語をもって表し，A，B及びCを合格とし，Dを不合格

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，研究科が教育上有益と認めるときは，研究科規程の定めるところによ

り，授業科目の成績を異なる評語で表すことができる。 

３ 不合格の授業科目については，再試験を行うことがある。 

（教育方法の特例） 

第１４条 本学大学院の課程において，教育上特別の必要があると認める場合には，夜間その他特定

の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により，教育を行うことができる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第１４条の２ 各研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業
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及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 各研究科は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び

厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にした

がって適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第１４条の３ 各研究科は，当該研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組

織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（他の研究科等における履修等） 

第１５条 第１１条に規定する履修科目の選定に当たって指導教授が教育上必要と認めるときは，所

属研究科の教授会の議を経て，他の専攻又は研究科の授業科目を指定して，履修させることができ

る。 

２ 前項に規定する他の研究科の授業科目の履修については，あらかじめ当該他研究科と協議の上，

実施するものとする。 

３ 前２項の規定により履修した授業科目の修得単位は，各研究科の定めるところにより，第１８条，

第１９条又は第２０条に規定する単位とすることができる。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 
第１５条の２ 学生が他の大学院の授業科目を履修することが教育上有益であると各研究科におい

て認めるときは，あらかじめ当該他の大学院と協議の上，学生が当該他の大学院の授業科目を履修

することを認めることができる。 
２ 前項の規定に基づき学生が履修した授業科目について修得した単位は，１０単位（教育学研究科

教職実践専攻にあっては，修了要件として定める単位数の２分の１）を超えない範囲で本学大学院

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
３ 前２項の規定は，学生が，第１６条の規定により外国の大学院に留学する場合，外国の大学院が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の教育課程を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣

が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準

用する。ただし，教育学研究科教職実践専攻にあっては，外国の大学院が行う通信教育における授

業科目を我が国において履修する場合については，準用しない。 
（入学前の既修得単位の認定） 

第１５条の３ 学生が本学大学院に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合におい

て，教育上有益であると認めるときは，その単位を入学した後の本学大学院における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 
(1) 大学院（外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位 
(2) 大学院設置基準第１５条の規定により準用する大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）

第３１条第１項に規定する科目等履修生として修得した単位 
２ 前項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学等の場合を

除き，本学大学院において修得した単位以外のものについては，前条第２項及び第３項の規定に

より本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて１０単位を超えないものとする。 
３ 前項の規定にかかわらず，教育学研究科教職実践専攻にあっては，第１項の規定により修得した

ものとみなし，又は与えることのできる単位数は，転入学等の場合を除き，本学大学院において

修得した単位以外のものについては，前条第２項及び第３項の規定により本学大学院において修

得したものとみなす単位数及び第２０条の２第２項の規定により免除する単位数と合わせて修了

要件として定める単位数の２分の１を超えないものとする。 
（留学及び長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 本学大学院の学生の留学及び長期にわたる教育課程の履修については，本学学則第２
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４条及び第３９条の規定を準用する。この場合において，第３９条中「第４条に規定する修業

年限」とあるのは「標準修業年限」と，同条中「卒業」とあるのは「課程を修了」と読み替え

るものとする。 
（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 所属研究科の教授会において教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所等とあら

かじめ協議の上学生が，当該他大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認める

ことができる。ただし，修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には，当該研究指導

を受ける期間は，１年を超えないものとする。 

２ 前項に規定する研究指導が外国において行われる場合は，これを留学として取り扱い，その期間

は第１８条，第１９条又は第２０条に規定する在学期間に算入する。 

（履修科目の登録の上限） 
第１７条の２ 教育学研究科教職実践専攻は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するた

め，学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものと

する。 

 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１８条 教育学研究科，医歯薬学総合研究科保健学専攻及び生命薬科学専攻の修士課程並びに博士

前期課程の修了の要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分

にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受

けた上，当該修士課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，

１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻の修士課程の修了の要件は，当該課程に１年以上在学し，３０

単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，特定の課題についての研究の成果の審査及

び最終試験に合格することとする。 

３ 国際健康開発研究科の修士課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学し，３０単位以上を修

得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に

合格することとする。 

（博士後期課程の修了要件） 

第１９条 博士後期課程の修了の要件は，当該課程に３年（専門職大学院設置基準（平成１５年文部

科学省令第１６号）第１８条第１項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）以上在学

し，経済学研究科にあっては２４単位以上を，生産科学研究科にあっては１５単位以上を，医歯薬

学総合研究科生命薬科学専攻にあっては１６単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業

績を上げた者については，１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 大学院設置基準第１６条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者（前条第

１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者を含む。）に

ついては，前項ただし書中「１年」とあるのは「３年から当該課程における在学期間（２年を限度

とする。）を減じた期間とする。」と読み替えて，同項ただし書の規定を適用する。 

３ 次の各号の一に該当する者については，第１項ただし書中「１年」とあるのは「３年から当該１

年以上２年未満の期間を減じた期間」と読み替えて，同項ただし書の規定を適用する。 
(1) 大学院設置基準第３条第３項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程

（第５条第１項ただし書の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした教育学研究科教

科実践専攻及び医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻の修士課程を含む。）を修了した者 
(2) 専門職大学院設置基準第２条第２項の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした専
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門職学位課程（第５条第１項ただし書の規定により標準修業年限を１年以上２年未満とした教育

学研究科教職実践専攻の専門職学位課程を含む。）を修了した者 

（医歯薬学総合研究科医療科学専攻等の博士課程の修了要件） 

第２０条 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻

の博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格するものとする。ただし，在学期間に関し

ては，優れた研究業績を上げた者については，３年以上在学すれば足りるものとする。 

（教職大学院の課程の修了要件） 
第２０条の２ 教職大学院の課程の修了の要件は，当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定め

る学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，４５単位以上（高度の専門的

な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として幼稚園，小学校，

中学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（以下「小学校等」という。）その他の関係機

関で行う実習に係る１０単位以上を含む。）を修得することとする。ただし，研究科において必要

と認めるときは，在学期間及び修了要件単位に加え，修了の要件を課すことができる。 
２ 教育学研究科教授会において教育上有益であると認めるときは，教職大学院の課程に入学する前

の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について，１０単位を超えない範囲で，前項に規

定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。 
（教職大学院の課程における在学期間の短縮） 

第２０条の３ 教育学研究科教授会において第１５条の３第１項の規定により本学大学院に入学す

る前に修得した単位（学校教育法第１０２条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したも

のに限る。）を教職大学院の課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得によ

り本学大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間そ

の他を勘案して当該課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で本学大学院が定める期間在

学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，当該教職大学院の課程に少なく

とも１年以上在学するものとする。 

（学位の授与） 

第２１条 修士課程，博士課程又は専門職学位課程の修了要件を満たした者には，所属研究科教授会

の議を経て，学長が課程の修了を認定し，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。 

第２２条 前条の学位の授与に関し必要な事項については，長崎大学学位規則（平成１６年規則第１

１号）の定めるところによる。 

 

第４章 入学，転学，休学，退学，再入学等 

（入学の時期） 

第２３条 学生の入学の時期は，学年の始めとする。ただし，後期の始めに入学させることができる。 

（修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第２４条 修士課程（医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻を除く。），博士前期課程及び専門職学位課程

に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 大学を卒業した者 
(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与され

た者 
(3) 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 
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(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了

した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号） 

(8) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，各研究科にお

いて，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 各研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で，２２歳に達したもの 

２ 医歯薬学総合研究科熱帯医学専攻に入学することのできる者は，前項各号のいずれかに該当し，

かつ，医師の免許（外国における医師の免許を含む。）取得後２年以上の臨床経験を有する者又は

これに相当する能力を有すると研究科が認めた者とする。 

３ 国際健康開発研究科に入学することができる者は，第１項各号のいずれかに該当し，かつ，３年

以上の実務経験を有する者又はこれに相当する経験を有すると研究科が認めた者とする。 

４ 第１項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，大学に文部科学大臣の定める

年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）であって，各研究

科において，当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを，本学大学院に入学

させることができる。 

（博士後期課程の入学資格） 

第２５条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号） 

(6) 各研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同

等以上の学力があると認めた者で，２４歳に達したもの 

（医歯薬学総合研究科医療科学専攻等の博士課程の入学資格） 

第２６条 医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻

の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学（医学，歯学又は獣医学を履修する課程に限る。以下この条において同じ。）を卒業した

者 

(2) 外国において，学校教育における１８年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における１８年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 文部科学大臣の指定した者（昭和３０年文部省告示第３９号） 

(6) 学校教育法第１０２条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，研究科におい

て，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(7) 研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で，２４歳に達したもの 

２ 前項の博士課程の入学について，文部科学大臣の定めるところにより，大学に文部科学大臣の定
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める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）であって，医

歯薬学総合研究科において，当該研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるときは，同

項の規定にかかわらず，本学大学院に入学させることができる。 

（入学志願の手続） 

第２７条 入学志願者は，所定の手続により願い出なければならない。 

（選抜試験） 

第２８条 入学志願者に対しては，長崎大学入学者選抜規則（平成１６年規則第１６号）の定めると

ころにより，選抜試験を行う。 

（合格者の決定） 

第２９条 前条の選抜による合格者の決定は，各研究科教授会の議を経て，学長が行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第３０条 第２８条に規定する入学者選抜の結果に基づき，合格の通知を受けた者の入学の手続及び

入学の許可については，本学学則第１８条及び第１９条の規定を準用する。 

（転入学等） 

第３１条 次の各号のいずれかに該当する者が，転入学又は転科を願い出たときは，学期の始めに限

り，選考の上，許可することがある。 

(1) 他の大学院に在学する者又は修了し，若しくは退学した者で転入学を志望するもの 

(2) 他の研究科に在学する者又は修了し，若しくは退学した者で転科を志望するもの 

(3) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学する者

又は当該課程を修了し，若しくは退学した者（第２４条から第２６条に規定する入学資格を有

する者に限る。）で転入学を志望するもの 

２ 前項により転入学又は転科を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位並びに在

学年数の認定は，所属研究科の教授会が決定する。 

３ 前２項の規定は，専攻を変更する場合に準用する。 

第３２条 前条第１項による転入学願又は転科願は，所属の学長又は研究科長の紹介状を添えて，志

願する研究科長に提出するものとする。 

第３３条 本学大学院の学生が，他の大学院に転学しようとするときは，指導教授を経て，研究科長

に転学願を提出するものとする。 

２ 学長は，所属研究科の教授会の議により，転学の事由が適当であると認めたときは，その転学を

許可する。 

３ 前２項の規定は，他の研究科に転科を志望する場合にこれを準用する。 

（休学） 

第３４条 休学に関しては，本学学則第２１条から第２３条までの規定を準用する。 

２ 休学期間は，通算して，標準修業年限を超えることができない。  

（退学） 

第３５条 退学に関しては，本学学則第２５条の規定を準用する。 

（再入学） 

第３６条 再入学に関しては，本学学則第２７条の規定を準用する。ただし，修士課程，博士前期課

程及び専門職学位課程にあっては２年以内に，医歯薬学総合研究科医療科学専攻，新興感染症病態

制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程にあっては４年以内に，博士後期課程にあっては

３年以内に再入学を願い出た場合に限る。 

（進学） 

第３７条 本学の大学院修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程を修了し，引き続き博士課程（経

済学研究科，生産科学研究科及び医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻にあっては，博士後期課程）

に進学を志願する者については，各研究科規程の定めるところにより，選考の上，進学を許可する。 
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第５章 除籍，表彰及び懲戒 

（除籍，表彰及び懲戒） 

第３８条 除籍，表彰及び懲戒に関しては，本学学則第２８条，第４９条及び第５０条の規定を準用

する。 

 

第６章 検定料，入学料及び授業料 

（検定料等の額及びその徴収方法等） 

第３９条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，長崎大学授業料，入学料，検定料及

び寄宿料徴収規程（平成１６年規程第９２号）の定めるところによる。 

（料金の返還） 

第４０条 既納の料金は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当する場合は，当該料金の相当額

（第２号の場合にあっては後期分の授業料相当額，第３号の場合にあっては退学した翌月以降の授

業料相当額をいう。）を返還するものとする。 

(1) 入学を許可されるときに前期分又は前期分及び後期分の授業料を納入した者が，入学年度の

前年度の３月３１日までに入学を辞退し，授業料の返還を申し出たとき。 

(2) 前期分の授業料納入の際に後期分の授業料を併せて納入した者が，後期分の授業料の納入時

期前に休学又は退学したとき。 

(3) 授業料を納入した研究生が，在学期間の中途で退学し，授業料の返還を申し出たとき。 

第４１条 入学料の免除及び徴収猶予，授業料の納期並びに授業料の免除及び徴収猶予並びに休学，

退学，転学等に係る授業料については，本学学則第５３条から第５８条までの規定を準用する。 

 

第７章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別研究学生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第４２条 本学大学院の学生以外の者で，本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科

目について履修を希望するものがあるときは，選考の上，科目等履修生として入学を許可すること

がある。 

２ 科目等履修生に関する規則は，別に定める。 

（研究生） 

第４３条 本学大学院において特殊の事項について研究を希望する者があるときは，選考の上，研究

生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関する規則は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第４４条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学大学院の特定の授業科目を履修する

ことを希望するものがあるときは，当該他大学院との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許

可することがある。 

２ 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別聴講学生に係る授業料については，科目等履修生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が大学間交流協定において授業料を徴収しないこととし

ている外国の大学院の学生又は大学間相互単位互換協定において授業料を徴収しないこととして

いる大学院の学生であるときは，授業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

（特別研究学生） 

第４５条 他の大学院（外国の大学院を含む。）の学生で，本学大学院又は研究所等において研究指

導を受けようとするものがあるときは，当該他大学院との協議に基づき，特別研究学生として入学
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を許可することがある。 

２ 特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別研究学生に係る授業料については，研究生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別研究学生が大学間交流協定において授業料を徴収しないこととし

ている外国の大学院の学生又は大学間特別研究学生交流協定において授業料を徴収しないことと

している大学院の学生であるときは，授業料を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別研究学生の負担とする。 

（外国人留学生） 

第４６条 外国人留学生として本学大学院に入学を志願する者があるときは，選考の上，入学を許可

することがある。 

２ 外国人留学生に関する規則は，別に定める。 

 

第８章 教員の免許状授与の所要資格の取得 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４７条 各研究科の専攻において，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免

許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を取得した者は，教員の免許状

授与の所要資格を取得することができる。 

２ 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表第２のとおりとする。 

 

第９章 雑則 

（補則） 

第４８条 この学則に定めるもののほか，研究科に関し必要な事項は，研究科長が学長の承認を得て，

定めることができる。 

第４９条 この学則に定めるもののほか，本学大学院の学生に関し必要な事項は，本学学則を準用す

る。 

第５０条 本学学則をこの学則に準用する場合は，「学部」を「研究科」，「学部長」を「研究科長」

と，それぞれ読み替えるものとする。 

 

附 則 

 この学則は，平成２２年４月１日から施行する。 

 
別表第１ 

修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程研究科 専攻 

入学 

定員

収容 

定員

入学 

定員

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

教科実践専攻 １８ ３６     

教職実践専攻  ２０ ４０

教育学研究科 

小計 １８ ３６     ２０ ４０

経済経営政策専攻 １５ ３０       

経営意思決定専攻     ３ ９  

経済学研究科 

小計 １５ ３０ ３ ９  

生産科学研究科 機械システム工学専攻 ３０ ６０       
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電気情報工学専攻 ５２ １０４       

環境システム工学専攻 ３６ ７２       

物質工学専攻 ３８ ７６       

水産学専攻 ３７ ７４       

環境共生政策学専攻 ８ １６       

環境保全設計学専攻 １７ ３４       

システム科学専攻     １１ ３３ 

海洋生産科学専攻     １５ ４５ 

物質科学専攻     １４ ４２ 

環境科学専攻     ８ ２４ 

小計 ２１８ ４３６ ４８ １４４ 

熱帯医学専攻 １２ １２   

保健学専攻 １２ ２４   

医療科学専攻     ６２ ２４８ 

新興感染症病態制御学系専攻     ２０ ８０ 

放射線医療科学専攻     ８ ３２ 

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １８ ５４ 

医歯薬学総合研究科 

小計 ６０ １０８ １０８ ４１４ 

国際健康開発研究科 国際健康開発専攻 １０ ２０       

 小計 １０ ２０   

合計 ３２１ ６３０ １５９ ５６７ ２０ ４０

 
別表第２  

研究科 専攻 教員の免許状の種類（免許教科・領域） 

幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 （国語，社会，数学，音楽，美術，

保健体育，技術，家庭） 

教科実践専攻 

 

高等学校教諭専修免許状 （国語，地理歴史，公民，数学，

音楽，美術，書道，保健体育，家

庭，工業） 

幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 （国語，社会，数学，理科，音楽，

美術，保健体育，技術，家庭，英

語） 

教育学研究科 

教職実践専攻 

高等学校教諭専修免許状 （国語，地理歴史，公民，数学，

理科，音楽，美術，書道，保健体

育，家庭，情報，工業，英語） 
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特別支援学校教諭専修免許状 （知的障害者，肢体不自由者，病

弱者） 

経済学研究科 経済経営政策専攻 高等学校教諭専修免許状 （商業） 

機械システム工学専攻 

電気情報工学専攻 

環境システム工学専攻 

物質工学専攻 

高等学校教諭専修免許状 （工業） 生産科学研究科 

水産学専攻 高等学校教諭専修免許状 （水産） 
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長崎大学大学院学則新旧対照表 

新 旧 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長崎大学大学院（以下「本学大学院」と

いう。）は，国立大学法人長崎大学基本規則（平

成１６年規則第１号）第３条に規定する理念に

基づき，実践的問題解決能力と政策立案能力を

有し国際的問題及び地域の諸課題を解決しう

る高度専門職業人，並びに豊かな創造的能力を

有し先導的知を創生しうる研究者を養成し，

もって広く人類に貢献することを目的とする。

２ 本学大学院の修業年限，教育課程，教育研究

組織その他の学生の修学上必要な事項につい

ては，この学則の定めるところによる。 

第１条の２ 略 

（課程） 

第２条 本学大学院の課程は，修士課程，博士課

程及び専門職学位課程（学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第９９条第２項の専門職大学

院の課程をいう。以下同じ。）とする。 

２ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を

授け，専攻分野における研究能力又はこれに加

えて高度の専門性が求められる職業を担うた

めの卓越した能力を培うことを目的とする。 

３ 博士課程は，専攻分野について，研究者とし

て自立して研究活動を行い，又はその他の高度

に専門的な業務に従事するに必要な高度の研

究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う

ことを目的とする。 

４ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められ

る職業を担うための深い学識及び卓越した能

力を培うことを目的とする。  

（研究科，専攻，課程及び収容定員） 

第３条 研究科の専攻及び課程は，次のとおりと

する。 

研究科 専攻 課程 

教科実践専攻 修士課程 教育学研

究科 
教職実践専攻 専門職学位課程 

経済経営政策専攻 前期２年

の課程 

経済学研

究科 

経営意思決定専攻 後期３年

の課程 

博士課程 

生産科学 機械システム工学 前期２年 博士課程 

第１章 総則 

 

第１条 同左 

 

 

 

 

 

 

 

２ 同左 

 

 

第１条の２ 同左 

 

第２条 同左 

 

 

 

２ 同左 

 

 

 

３ 同左 

 

 

 

 

４ 同左 
 
  

（研究科，専攻，課程及び収容定員） 

第３条 同左 

 

研究科 専攻 課程 

教科実践専攻 修士課程 教育学研

究科 
教職実践専攻 専門職学位課程 

経済経営政策専攻 前期２年

の課程 

経済学研

究科 

経営意思決定専攻 後期３年

の課程 

博士課程 

生産科学 機械システム工学 前期２年 博士課程 
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専攻，電気情報工

学専攻，環境シス

テム工学専攻，物

質工学専攻，水産

学専攻，環境共生

政策学専攻，環境

保全設計学専攻 

の課程 研究科 

システム科学専

攻，海洋生産科学

専攻，物質科学専

攻，環境科学専攻 

後期３年

の課程 

熱帯医学専攻，保

健学専攻 

修士課程 

医療科学専攻，新

興感染症病態制御

学系専攻，放射線

医療科学専攻 

博士課程 

修士課程 

 

医歯薬学

総合研究

科 

生命薬科学専攻 

後期３年の

課程 

博士課程 

国際健康

開発研究

科 

国際健康開発専攻 修士課程 

２ 経済学研究科及び生産科学研究科の博士課

程は，前期２年の課程（以下「博士前期課程」

という。）及び後期３年の課程（以下「博士後

期課程」という。）に区分し，博士前期課程は，

修士課程として取り扱うものとする。 

 
３ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の博士

課程は，博士後期課程のみの課程とする。  

４ 略 

５ 研究科の収容定員は，別表第１のとおりとす

る。 

第４条 略 

（標準修業年限） 

第５条 略 
２ 略 
３ 略 

４ 経済学研究科及び生産科学研究科の博士課

程の標準修業年限は５年とし，博士前期課程の

標準修業年限は２年，博士後期課程の標準修業

年限は３年とする。 

 

５ 医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻の修士

専攻，電気情報工

学専攻，環境シス

テム工学専攻，物

質工学専攻，水産

学専攻，環境共生

政策学専攻，環境

保全設計学専攻 

の課程 研究科 

システム科学専

攻，海洋生産科学

専攻，物質科学専

攻，環境科学専攻

後期３年

の課程 

熱帯医学専攻，保

健学専攻 

修士課程 

医療科学専攻，新

興感染症病態制御

学系専攻，放射線

医療科学専攻 

博士課程 

前期２年の

課程 

医歯薬学

総合研究

科 

生命薬科学専攻 

後期３年の

課程 

博士課程 

国際健康

開発研究

科 

国際健康開発専攻 修士課程 

２ 経済学研究科，生産科学研究科及び医歯薬学

総合研究科生命薬科学専攻の博士課程は，前期

２年の課程（以下「博士前期課程」という。）

及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」と

いう。）に区分し，博士前期課程は，修士課程

として取り扱うものとする。 

 
 
３ 同左 
４ 同左 

 

第４条 同左 

（標準修業年限） 

第５条 同左 
２ 同左 
３ 同左 

４ 経済学研究科，生産科学研究科及び医歯薬学

総合研究科生命薬科学専攻の博士課程の標準

修業年限は５年とし，博士前期課程の標準修業

年限は２年，博士後期課程の標準修業年限は３

年とする。 
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課程の標準修業年限は２年とし，博士後期課程

の標準修業年限は３年とする。  

６ 略 

第６条 略 

第７条 略 

 

第２章 略 

 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１８条 教育学研究科，医歯薬学総合研究科保

健学専攻及び生命薬科学専攻の修士課程並び

に博士前期課程の修了の要件は，当該課程に２

年（２年以外の標準修業年限を定める学生の履

修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以

上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要

な研究指導を受けた上，当該修士課程の目的に

応じ，修士論文又は特定の課題についての研究

の成果の審査及び最終試験に合格することと

する。ただし，在学期間に関しては，優れた業

績を上げた者については，１年以上在学すれば

足りるものとする。 

２及び３ 略 

第１９条～第２２条 略 

 

第４章～第９章 略 

 

附 則 

 この学則は，平成２２年４月１日から施行す

る。 

 
別表第１（別紙１）のとおり 
 
別表第２ 略 
 

 

 

５ 同左 

第６条 同左 

第７条 同左 

 

第２章 同左 

 

第３章 課程の修了要件及び学位の授与 

（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 

第１８条 教育学研究科及び医歯薬学総合研究

科保健学専攻の修士課程並びに博士前期課程

の修了の要件は，当該課程に２年（２年以外の

標準修業年限を定める学生の履修上の区分に

あっては，当該標準修業年限）以上在学し，３

０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，当該修士課程の目的に応じ，修士論

文又は特定の課題についての研究の成果の審

査及び最終試験に合格することとする。ただ

し，在学期間に関しては，優れた業績を上げた

者については，１年以上在学すれば足りるもの

とする。 

２及び３ 同左 

第１９条～第２２条 同左 

 

第４章～第９章 同左 

 

 
 
 
 
別表第１（別紙２）のとおり 
 
別表第２ 同左 
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（別紙１） 
（新） 

別表第１ 
修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程研究科 専攻 

入学 

定員

収容 

定員

入学 

定員

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

教科実践専攻 １８ ３６     

教職実践専攻  ２０ ４０

教育学研究科 

小計 １８ ３６     ２０ ４０

経済経営政策専攻 １５ ３０       

経営意思決定専攻     ３ ９  

経済学研究科 

小計 １５ ３０ ３ ９  

機械システム工学専攻 ３０ ６０       

電気情報工学専攻 ５２ １０４       

環境システム工学専攻 ３６ ７２       

物質工学専攻 ３８ ７６       

水産学専攻 ３７ ７４       

環境共生政策学専攻 ８ １６       

環境保全設計学専攻 １７ ３４       

システム科学専攻     １１ ３３  

海洋生産科学専攻     １５ ４５  

物質科学専攻     １４ ４２  

環境科学専攻     ８ ２４  

生産科学研究科 

小計 ２１８ ４３６ ４８ １４４  

熱帯医学専攻 １２ １２   

保健学専攻 １２ ２４   

医療科学専攻     ６２ ２４８  

新興感染症病態制御学系専攻     ２０ ８０  

放射線医療科学専攻     ８ ３２  

生命薬科学専攻 ３６ ７２ １８ ５４  

医歯薬学総合研究科 

小計 ６０ １０８ １０８ ４１４  

国際健康開発研究科 国際健康開発専攻 １０ ２０       

 小計 １０ ２０   

合計 ３２１ ６３０ １５９ ５６７ ２０ ４０
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（別紙２） 
（旧） 

別表第１ 
修士課程及び博

士前期課程 

博士課程及び博

士後期課程 

専門職学位課程研究科 専攻 

入学 

定員

収容 

定員

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員

教科実践専攻 １８ ３６      

教職実践専攻   ２０ ４０

教育学研究科 

小計 １８ ３６     ２０ ４０

経済経営政策専攻 １５ ３０       

経営意思決定専攻     ３ ９ 

経済学研究科 

小計 １５ ３０ ３ ９ 

機械システム工学専攻 ３０ ６０       

電気情報工学専攻 ５２ １０４       

環境システム工学専攻 ３６ ７２       

物質工学専攻 ３８ ７６       

水産学専攻 ３７ ７４       

環境共生政策学専攻 ８ １６       

環境保全設計学専攻 １７ ３４       

システム科学専攻     １１ ３３ 

海洋生産科学専攻     １５ ４５ 

物質科学専攻     １４ ４２ 

環境科学専攻     ８ ２４ 

生産科学研究科 

小計 ２１８ ４３６ ４８ １４４ 

熱帯医学専攻 １２ １２   

保健学専攻 １２ ２４   

医療科学専攻     ６２ ２４８ 

新興感染症病態制御学系専攻     ２０ ８０ 

放射線医療科学専攻     ８ ３２ 

生命薬科学専攻 ５３ １０６ １８ ５４ 

医歯薬学総合研究科 

小計 ７７ １４２ １０８ ４１４ 

国際健康開発研究科 国際健康開発専攻 １０ ２０       

 小計 １０ ２０   

合計 ３３８ ６６４ １５９ ５６７ ２０ ４０
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○長崎大学学位規則（改正案） 
平成16年4月1日 

規則第11号 
 

(目的) 
第1条 この規則は，学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条第1項の

規定に基づき，長崎大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し，必要な事項を

定めるものとする。 
(学位) 

第2条 本学において授与する学位は，学士，修士及び博士の学位並びに専門職学位とする。 
(学士の学位授与の要件) 

第3条 学士の学位は，本学学部を卒業した者に授与する。 
(修士の学位授与の要件) 

第4条 修士の学位は，本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。 
(博士の学位授与の要件) 

第5条 博士の学位は，本学大学院の博士課程又は博士後期課程を修了した者に授与する。 
2 博士の学位は，前項に定めるもののほか，本学大学院の博士課程又は博士後期課程を経ない

者が，本学に学位論文(以下「論文」という。)を提出して，その審査及び試験に合格し，かつ，

本学大学院の博士課程又は博士後期課程を修了した者と同等以上の学力があることを，試問に

より確認された場合にも授与することができる。 
(専門職学位の授与の要件) 

第5条の2 専門職学位は，本学大学院の専門職学位課程を修了した者に授与する。 
(論文の提出) 

第6条 本学大学院修士課程又は博士前期課程の学生は，論文審査願に論文(研究科の教授会(以
下「研究科教授会」という。)が適当と認めた場合は，特定の課題についての研究の成果とす

る。)，論文目録及び論文内容の要旨各2通を添え，在学中に，研究科長を経て，学長に提出し

なければならない。ただし，論文目録については，研究科において必要でないと認めるときは，

提出を省略することができる。 
2 本学大学院の博士課程又は博士後期課程の学生は，論文審査願に論文，論文目録及び論文内

容の要旨各3通を添え，在学中に，研究科長を経て，学長に提出しなければならない。 
3 第5条第2項の規定により，論文を提出して学位を申請しようとする者は，学位申請書に論文，

論文目録，論文内容の要旨及び履歴書各3通を添え，研究科長を経て，学長に提出しなければ

ならない。 
4 前項の論文には，参考として他の論文を添付することができる。 
5 学長は，審査のため必要があるときは，論文(大学院修士課程又は博士前期課程にあっては，

特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)の副本又は訳文，模型，標本等の提出

を求めることができる。 
6 受理した論文は，返還しない。 
7 第3項の学位申請に当たっては，審査手数料5万7千円を納付しなければならない。ただし，

本学大学院の博士課程又は博士後期課程に所定の修業年限以上在学し，所定の単位を修得して

退学した者が，退学後1年以内に論文を提出した場合には，審査手数料を免除する。 
8 既納の審査手数料は，返還しない。 
9 第1項及び第2項の論文等の提出時期は，各研究科において定めるものとする。 

(論文審査並びに最終試験又は試験及び試問) 
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第7条 学長は，論文を受理したときは，研究科教授会にその審査を付託するものとする。 
第8条 研究科教授会は，構成員のうちから論文の審査委員(以下「審査委員」という。)を選出

して，論文の審査並びに本学大学院の学生については最終試験を，第5条第2項の規定による者

については試験及び試問を行う。 
2 審査委員は，主査1人及び副査2人以上とする。 
3 第1項の規定にかかわらず，研究科教授会が必要であると認めるときは，2人を限度として当

該研究科の教員で教授会構成員以外の者(研究指導担当適格者に限る。)を前項の審査委員とす

ることができる。 
4 研究科教授会は，論文の審査に当たり，論文の内容に応じ必要と認めるときは，第2項の審査

委員に，他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を加えることができる。 
5 研究科教授会は，論文の審査に当たり，論文の内容に応じ必要と認めるときは，当該研究科

の教授会構成員以外の教員，他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協

力を得ることができる。 
第9条 最終試験は，論文を中心とし，これに関連ある科目について，口頭又は筆答により，行

うものとする。 
2 第5条第2項の規定による者に対する試験は，前項の最終試験に準じて行い，試問は，口頭又

は筆答により，博士課程又は博士後期課程を終えて学位を授与される者と同等以上の学力を有

し，かつ，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事す

るに必要な高度の研究能力を有するか否かについて行う。 
3 前項の試験又は諮問においては，外国語を課すものとし，当該外国語の種類は，研究科教授

会の定めるところによる。 
4 本学大学院の博士課程又は博士後期課程に所定の年限以上在学し，所定の単位を修得して退

学した者が，退学後4年以内に第5条第2項の規定により論文を提出したときは，前2項の試問を

免除することができる。 
第10条 本学大学院の学生の論文の審査及び最終試験は，論文を受理した後，修士の論文につい

ては在学期間中に，博士の論文については原則として在学期間中に，これを終了するものとす

る。 
2 第5条第2項の規定による者の論文の審査並びに試験及び試問は，論文を受理した後，1年以

内に終了するものとする。 
第11条 審査委員は，論文審査並びに最終試験又は試験及び試問を終了したときは，その結果の

要旨を文書をもって研究科教授会に報告しなければならない。 
第12条 研究科教授会は，前条の報告に基づき，課程修了の可否又は論文審査の合否について議

決する。 
2 前項の議決を行うには，構成員の3分の2以上が出席し，出席者の3分の2以上の賛成を得なけ

ればならない。 
(審査結果の報告) 

第13条 研究科長は，研究科教授会が前条の議決を行ったときは，その氏名，論文審査の要旨，

最終試験又は試験及び試問の成績及び議決の結果を文書をもって学長に報告しなければなら

ない。 
(課程修了の可否及び論文審査の合否) 

第14条 学長は，前条の報告に基づき，課程修了の可否及び論文審査の合否を決定するものとす

る。 
(学士の学位の授与) 

第15条 学長は，長崎大学学則(平成16年学則第1号)第45条及び第46条の規定により卒業した者

に対し，学位記により学士の学位を授与するものとする。 
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(修士又は博士の学位の授与) 
第15条の2 学長は，第14条の決定により課程を修了した者及び論文審査に合格した者に対し，

学位記により修士又は博士の学位を授与するものとする。 
2 学長は，第14条の決定により，学位を授与できない者に対し，その旨を通知するものとする。 

(専門職学位の授与) 
第15条の3 学長は，長崎大学大学院学則(平成16年学則第2号)第21条及び第22条の規定により

専門職学位課程を修了した者に対し，学位記により専門職学位を授与するものとする。 
(専攻分野の名称) 

第16条 学長は，学位を授与するに当たっては，別表により専攻分野の名称を付記するものとす

る。 
(博士の学位授与の報告及び論文要旨等の公表) 

第17条 学長は，第15条第1項により博士の学位を授与したときは，研究科教授会に通知し，か

つ，省令第12条の規定に基づき学位授与報告書を文部科学大臣に提出するとともに，学位を授

与した日から3月以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の要旨及び論文審査の結果の要旨

を公表するものとする。 
(論文の公表) 

第18条 博士の学位を授与された者は，学位を授与された日から1年以内に，その論文を印刷公

表しなければならない。ただし，学位を授与される前に既に印刷公表したときは，この限りで

ない。 
2 前項本文の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合

には，学長の承認を得て，当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表するこ

とができる。この場合，研究科長は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供しなければなら

ない。 
3 第1項本文又は前項の規定により，論文を公表する場合には，本学において審査を受けた学位

論文であることを明記しなければならない。 
(学位の名称を使用する場合の条件) 

第19条 本学の学位を授与された者が学位の名称を用いるときは，「長崎大学」と付記しなけれ

ばならない。 
(学位授与の取消) 

第20条 本学において，学位を授与された者が，不正な方法により学位の授与を受けた事実が判

明したとき，学位の栄誉を汚辱する行為があったとき，又は第18条の規定による義務を怠った

ときは，学長は，学士の学位については関係学部の教授会，修士又は博士の学位については関

係の研究科教授会の議を経て，既に与えた学位を取消し，学位記を返納させ，かつ，その旨を

公表するものとする。 
2 前項の規定による議決を行う場合には，当該教授会の構成員の3分の2以上が出席し，出席者

の4分の3以上の賛成を得なければならない。 
(諸様式) 

第21条 学位記の様式は，別記様式のとおりとする。 
(補則) 

第22条 この規則の実施に必要な細部については，研究科長又は学部長が学長の承認を得て，定

めることができる。 
附 則 

1 この規則は，平成22年4月1日から施行する。 
2 改正後の別表の規定にかかわらず，医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻博士前期課程に係る

学位の授与は，当該課程が存続する間は，なお従前の例による。 
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別表 
学位及び専攻分野の名称 

1 学部 
学部 学位及び専攻分野の名称 

教育学部 学士(教育学) 
経済学部 学士(経済学) 
医学部   

医学科 学士(医学) 
保健学科 学士(看護学)，学士(保健学) 

歯学部 学士(歯学) 
薬学部   

薬学科 学士(薬学) 
薬科学科 学士(薬科学) 

工学部 学士(工学) 
環境科学部 学士(環境科学) 
水産学部 学士(水産学) 

 
 

2 研究科 
研究科 専攻 課程 学位及び専攻分野の名称

教科実践専攻 修士課程 修士(教育学) 教育学研究科 
教職実践専攻 専門職学位課程 教職修士(専門職) 
経済経営政策専攻 博士前期課程 修士(経済学)，修士(経営学)経済学研究科 
経営意思決定専攻 博士後期課程 博士(経営学) 
機械システム工学専攻 

電気情報工学専攻 

環境システム工学専攻 

物質工学専攻 

水産学専攻 

修士(学術)，修士(工学)，修

士(水産学) 

環境共生政策学専攻 

環境保全設計学専攻 

博士前期課程 

修士(環境科学) 

生産科学研究科 

システム科学専攻 

海洋生産科学専攻 

物質科学専攻 

環境科学専攻 

博士後期課程 博士(学術)，博士(工学)，博

士(水産学)，博士(環境科学)

熱帯医学専攻 修士(熱帯医学) 
保健学専攻 

修士課程 
修士(看護学)，修士(理学療

法学)，修士(作業療法学) 
医療科学専攻 博士(学術)，博士(医学)，博

士(歯学) 
新興感染症病態制御学系

専攻 
博士(学術)，博士(医学)，博

士(歯学)，博士(薬学) 

医歯薬学総合研究科 

放射線医療科学専攻 

博士課程 

博士(学術)，博士(医学)，博

士(歯学)，博士(薬学) 
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修士課程 修士(薬科学) 生命薬科学専攻 
博士後期課程 博士(学術)，博士(薬学)，博

士(臨床薬学) 
国際健康開発研究科 国際健康開発専攻 修士課程 修士(公衆衛生学) 
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別記様式 
 ア 第3条該当者 

○第   号

 

  卒業証書・学位記 
大

学

印

Nagasaki University 

This is to certify that 

《Full name》 

has completed the prescribed requirements for 

the course of study 

at the Faculty/School of ○○○○ 

in attestation of the above 

the Bachelor of ○○○○ 

is hereby conferred 

 

   Signature         Signature       

   《Name》         《Name》 

   Dean            President 

   Faculty/School of ○○○○  Nagasaki University

   Nagasaki University 

 

  Recipient's Date of Birth：XX XXX XXXX 

       Serial Number：XXXX 

       Date of Issue：XX XXX XXXX 

  

氏        名 

年  月  日生 

本学○○学部所定の課程を修めたことを認める 

 

  長崎大学○○学部長   (氏名)   印 

 

 

 本学○○学部長の認定により本学を卒業したこ

とを認め，学士(○○)の学位を授与する 

 

 

  

 平成   年   月   日 

長崎大学長   (氏名)   印

 注 学位番号には，当該学部名の首字を付するものとする。 
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 イ 第4条該当者 
修(○)第   号

 

学位記 

 

  

氏      名

年  月  日生

 

 本学大学院○○研究科○○専攻の 修 士 課 程 

博士前期課程 
において所定の単位を修得し学位論文の審査及び最

終試験に合格したので修士(○○)の学位を授与する 

 

Nagasaki University 

on recommendation of the Graduate School of ○○○○ 

has conferred the degree of 

Master of ○○○○ 

In 

《Department》 

upon 

《Full name》 

for having completed a research project  executed under 

proper instruction and having had a dissertation accepted 

after appropriate assessment and successful defense 

  

            Signature         

             《Name》 

             President 

             Nagasaki University 

   

Recipient's Date of Birth：XX XXX XXXX 

      Serial Number：XXXX 

      Date of Issue：XX XXX XXXX 

 

 

  

  

 平成   年   月   日 

長崎大学          印

 注1 様式中の「専攻名」の記載については，研究科において必要がないと認めた場合は，省

略することができるものとする。 
  2 学位番号には，当該研究科の首字を付するものとする。 
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 ウ 第5条第1項該当者 
博(○)甲第   号

 

学位記 

 

  

氏      名

年  月  日生

  

本学大学院○○研究科○○専攻の 博 士 課 程 

博士後期課程 
において所定の単位を修得し学位論文の審査及び最終

Nagasaki University 

on recommendation of the Graduate School of ○○○○ 

has conferred the degree of 

Doctor of ○○○○ 

in 

《Department》 

upon 

《Full name》 

for having completed a research project executed under 

proper instruction and having had a dissertation accepted 

after appropriate assessment and successful defense 

          Signature         

          《Name》 

          President 

          Nagasaki University 

 

  Recipient's Date of Birth：XX XXX XXXX 

       Serial Number：XXXX 

       Date of Issue：XX XXX XXXX 
  

試験に合格したので博士(○○)の学位を授与する 

 

  

  

  

平成   年   月   日 

長崎大学          印

 注1 様式中の「専攻名」の記載については，研究科において必要がないと認めた場合は，省

略することができるものとする。 
  2 学位番号には，当該研究科の首字を付するものとする。 
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 エ 第5条第2項該当者 
Nagasaki University 

The trustees of the University on the recommendation of 

the Graduate School of ○○○○ 

and by virtue of the authority vested in them have 

conferred on 

《Full name》 

who has submitted a dissertation and passed the 

examinations required for the degree of 

Doctor of ○○○○ 

with all the rights, privileges and honors pertaining thereto

            Signature         

            《Name》 

            President 

            Nagasaki University 

  

  Recipient's Date of Birth：XX XXX XXXX 

       Serial Number：XXXX 

       Date of Issue：XX XXX XXXX 
  

博(○)乙第   号

 

学位記 

 

  

  

氏            名

年  月  日生

 

 本学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に合格し

たので博士(○○)の学位を授与する 

 

  

  

   

 平成   年   月   日 

長崎大学          印

 注 学位番号には，当該論文の審査を行った研究科の首字を付するものとする。 
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 オ 第5条の2該当者 
Nagasaki University 

on recommendation of the Graduate School of Education 

has conferred the degree of 

Master of Education(professional) 

In Teacher Training and Practice 

upon 

《Full name》 

for having successfully completed  

the professional degree program 

 

  

            Signature         

            《Name》 

            President 

            Nagasaki University 

 

  Recipient's Date of Birth：XX XXX XXXX 

        Serial Number：M.ed.X 

        Date of Issue：XX XXX XXXX 

修(専)第   号

 

学位記 

 

  

氏            名

年  月  日生

 

  

  

 本学大学院教育学研究科教職実践専攻の専門職学位

課程を修了したので教職修士(専門職)の学位を授与する

 

  

  

   

 平成   年   月   日 

 

長崎大学          印
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長崎大学学位規則新旧対照表 
新 旧 

(目的)  
第 1 条 この規則は，学位規則(昭和 28 年文部省令

第 9 号。以下「省令」という。)第 13 条第 1 項の

規定に基づき，長崎大学(以下「本学」という。)
において授与する学位に関し，必要な事項を定め

るものとする。 

第 1 条 同左 

(学位)  
第 2 条 本学において授与する学位は，学士，修士

及び博士の学位並びに専門職学位とする。 
第 2 条 同左 

(学士の学位授与の要件)  
第 3 条 略 第 3 条 同左 

(修士の学位授与の要件)  
第 4 条 修士の学位は，本学大学院の修士課程又は

博士前期課程を修了した者に授与する。 
第 4 条 同左 

(博士の学位授与の要件)  
第 5 条 博士の学位は，本学大学院の博士課程又は

博士後期課程を修了した者に授与する。 
第 5 条 同左 

2 博士の学位は，前項に定めるもののほか，本学

大学院の博士課程又は博士後期課程を経ない者

が，本学に学位論文(以下「論文」という。)を提

出して，その審査及び試験に合格し，かつ，本学

大学院の博士課程又は博士後期課程を修了した

者と同等以上の学力があることを，試問により確

認された場合にも授与することができる。 

 

第 5 条の 2 略 第 5 条の 2 同左 
第 6 条 略 第 6 条 同左 
2 本学大学院の博士課程又は博士後期課程の学生

は，論文審査願に論文，論文目録及び論文内容の

要旨各 3 通を添え，在学中に，研究科長を経て，

学長に提出しなければならない。 

 

3～6 略  
7 第 3 項の学位申請に当たっては，審査手数料 5

万 7 千円を納付しなければならない。ただし，本

学大学院の博士課程又は博士後期課程に所定の

修業年限以上在学し，所定の単位を修得して退学

した者が，退学後 1 年以内に論文を提出した場合

には，審査手数料を免除する。 

 

8 及び 9 略  
(論文審査並びに最終試験又は試験及び試問)  

第 7 条及び第 8 条 略 第 7 条及び第 8 条 同左 
第 9 条 略 第 9 条 同左 
2 第 5 条第 2 項の規定による者に対する試験は，

前項の最終試験に準じて行い，試問は，口頭又は

筆答により，博士課程又は博士後期課程を終えて

学位を授与される者と同等以上の学力を有し，か

つ，研究者として自立して研究活動を行い，又は

その他の高度に専門的な業務に従事するに必要

な高度の研究能力を有するか否かについて行う。 

 

3 略  
4 本学大学院の博士課程又は博士後期課程に所定

の年限以上在学し，所定の単位を修得して退学し

た者が，退学後 4 年以内に第 5 条第 2 項の規定に

より論文を提出したときは，前 2 項の試問を免除
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することができる。 
第 10 条～第 15 条 略 第 10 条～第 15 条 同左 

(専攻分野の名称)  
第 16 条 学長は，学位を授与するに当たっては，

別表により専攻分野の名称を付記するものとす

る。 

第 16 条 同左 

第 17 条～第 22 条 略 第 17 条～第 22 条 同左 
附 則  

１ この規則は，平成 22 年 4月 1日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定にかかわらず，医歯薬学総

合研究科生命薬科学専攻博士前期課程に係る学

位の授与は，当該課程が存続する間は，なお従前

の例による。 

 

別表 別表 
学位及び専攻分野の名称 学位及び専攻分野の名称 

1 学部 略 1 学部 同左 
2 研究科 2 研究科 

 
研究科 専攻 課程 学位及び専

攻分野の名
称 

教育学研
究科 

略 

経済学
研究科 

略 

生産科学
研究科 

略 

熱帯医
学専攻 

略  

保健学
専攻 

略  

医療科
学専攻 

略  

新興感
染症病
態制御
学系専
攻 

略  

放射線
医療科
学専攻 

略  

修士課
程 

修士(薬科学) 
 
 

医歯薬学
総合研究
科 

生命薬
科学専
攻 

博士後
期課程 

博士(学術)，
博士(薬学)，
博士 (臨床薬
学) 

国際健康
開発研究
科 

略 

 

 
研究科 専攻 課程 学位及び専

攻分野の名
称 

教育学研
究科 

同左 

経済学
研究科 

同左 

生産科学
研究科 

同左 

熱帯医
学専攻 

同左  

保健学
専攻 

同左  

医療科
学専攻 

同左  

新興感
染症病
態制御
学系専
攻 

同左  

放射線
医療科
学専攻 

同左  

博士前
期課程 

修士(薬学)，
修士 (臨床薬
学) 

医歯薬学
総合研究
科 

生命薬
科学専
攻 

博士後
期課程 

同左 
 
 
 

国際健康
開発研究
科 

同左 

 
別記様式 略 別記様式 同左 
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○長崎大学大学院医歯薬学総合研究科規程（改正案） 
 

平成 16 年 4 月 1 日 

医歯薬学総合研究科規程第 1号 

 
 
（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学大学院学則（平成１６年学則第２号。以下「学則」という。）及び

長崎大学学位規則（平成１６年規則第１１号。以下「学位規則」という。）に定めるもののほか，

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（以下「研究科」という。）の教育方法，課程の修了要件等

の教育課程に関し必要な事項を定めるものとする。 
（研究科の目的） 

第２条 研究科は，医学，歯学及び薬学分野における教育研究内容の高度化及び学際化を図るこ

とにより，高度の専門的知識と経験を有し，基礎研究，先端医療，創薬，保健行政，国際貢献

等の各分野において課題探求能力を備えた研究者及び教育者を養成し，もって医療科学の発展

に資することを目的とする。 
（専攻，課程及び履修コース並びに専攻の目的） 

第３条 研究科の専攻及び課程は，次のとおりとする。 
専  攻 課  程 

熱帯医学専攻 
保健学専攻 修士課程 

医療科学専攻 
新興感染症病態制御学系専攻 
放射線医療科学専攻 

博士課程 

修士課程 
生命薬科学専攻 

後期３年の課程 博士課程 
２ 保健学専攻の学生は，遺伝看護について高度の知識と実践能力を有する高度職業専門職者養

成のためのカリキュラムを必修とする遺伝看護・遺伝カウンセリングコースに所属することが

できる。 
３ 医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の学生は，がん医療に

携わる専門医養成のためのカリキュラムを必修とする医学・歯学がんプロフェッショナル養成

コースに所属することができる。 
４ 新興感染症病態制御学系専攻の学生は，感染症研究者又は感染症専門医養成のためのカリ

キュラムを必修とする次のコースに所属することができる。 
（1） 感染症研究者養成コース 
（2） 感染症専門医養成コース 

５ 生命薬科学専攻の修士課程及び生命薬科学専攻の後期３年の課程（以下「生命薬科学専攻博

士後期課程」という。）に，特別コースを置く。 
６ 各専攻の教育研究上の目的は，次のとおりとする。 
（1）  熱帯医学専攻は，熱帯医学専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させると

ともに専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養し，国際性を持つ熱帯医学の高度専門職

業人の育成を行うことを目的とする。 
（2） 保健学専攻は，保健学専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに，

専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養し，保健学の高度専門職業人の育成を行うこと

を目的とする。 
（3） 医療科学専攻は，医療科学分野の研究者として自立して研究活動を行うこと及び疾患の本

質・病態を科学的なロジックで理解することができる学識を養うことを目的とする。 
（4） 新興感染症病態制御学系専攻は，感染症分野の研究者及び専門医として自立して研究活動

を行うこと及び高度の専門性が求められる社会の多様な方面で活躍することができる高度

の研究能力並びにその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
（5） 放射線医療科学専攻は，放射線医療科学分野の研究者として自立して研究活動を行うこと

及び高度の専門性が求められる社会の多様な方面で活躍することができる高度の研究能力
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並びにその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
（6） 生命薬科学専攻の修士課程は，生命薬科学専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を

修得させるとともに，薬科学に関連する分野の基礎的素養を涵養し，高い国際性と倫理観を

備えた創薬研究者及び高度専門職業人の育成を行うことを目的とする。 
（7） 生命薬科学専攻博士後期課程は，生命薬科学研究者として自立して研究活動を行うこと及

び高度の専門性が求められる社会の多様な方面で活躍することができる高度の研究能力並

びにその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 
（入学の時期） 

第４条 学生の入学の時期は，学期の始めとする。 
（教育方法等） 

第５条 研究科の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）により行う。 
２ 医歯薬学総合研究科教授会（以下「教授会」という。）は，授業科目の履修指導及び研究指導

を行うため，学生ごとに主任指導教員及び副指導教員を定める。 
（授業科目，単位数等） 

第６条 研究科における授業科目は，必修科目，選択必修科目及び選択科目に分ける。 
２ 研究科における授業科目，単位数等は，別表第１のとおりとする。 
３ 授業科目の授業は，原則として，前期及び後期にそれぞれ開設する。 
（熱帯医学専攻の最低修得単位数） 

第７条 熱帯医学専攻における最低修得単位数は，別表第２に定めるとおりとする。 
（保健学専攻の最低修得単位数） 

第８条 保健学専攻（遺伝看護・遺伝カウンセリングコースを除く。）における最低修得単位数は

別表第３に，遺伝看護・遺伝カウンセリングコースの最低修得単位数は別表第４に定めるとお

りとする。 
（医療科学専攻等の最低修得単位数） 

第９条 医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻（各専攻の医学・

歯学がんプロフェッショナル養成コース，感染症研究者養成コース及び感染症専門医養成コー

スを除く。）における最低修得単位数は，別表第５に定めるとおりとし，医学・歯学がんプロ

フェッショナル養成コースの最低修得単位数は別表第６に，感染症研究者養成コース及び感染

症専門医養成コースの最低修得単位数は別表第７に定めるとおりとする。 
（生命薬科学専攻の修士課程の最低修得単位数） 

第１０条 生命薬科学専攻の修士課程における最低修得単位数は，別表第８に定めるとおりとす

る。 
（生命薬科学専攻博士後期課程の最低修得単位数） 

第１１条 生命薬科学専攻博士後期課程における最低修得単位数は，別表第９に定めるとおりと

する。 
（指導教員による履修指導等） 

第１２条 学生は，履修する授業科目の選定に当たっては，主任指導教員による履修指導を受け

なければならない。 
２ 学生は，学位論文の作成に当たっては，主任指導教員による必要な研究指導を受けなければ

ならない。 
（履修の手続） 

第１３条 学生は，在学中に履修しようとする授業科目について，入学後所定の期日までに履修

計画表により，主任指導教員の承認を得て，研究科長に提出しなければならない。 
２ 学生の履修計画表に基づく授業科目の履修に関する手続については，別に定める。 
（考査及び単位の授与） 

第１４条 授業科目を履修した学生に対しては，考査を行い，合格した者に対しては，単位を与

える。 
２ 考査は，試験，研究報告その他の方法により行うものとする。 
３ 授業科目の成績は，ＡＡ，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤの評語をもって表し，ＡＡ，Ａ，Ｂ及びＣを合

格とし，Ｄを不合格とする。 
（試験） 

第１５条 試験は，授業科目の筆記試験，口頭試験又は研究報告とし，授業が終了する学期末に
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行う。 
２ 学生が，病気，忌引，事故その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかった

場合には，願い出により追試験を行うことがある。 
３ 試験の結果，不合格となった学生については，再試験を行うことがある。 
（他の研究科及び大学院における履修等） 

第１６条 学則第１５条及び第１６条の規定により学生が履修した授業科目及び修得した単位は，

保健学専攻の修士課程にあっては２単位を，医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び

放射線医療科学専攻の博士課程にあっては１０単位を，生命薬科学専攻の修士課程にあっては

６単位を生命薬科学専攻博士後期課程にあっては４単位を限度として，第７条から第１１条ま

でに規定する修得すべき授業科目及び単位として認定する。 
（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 学則第１７条の規定により，学生が他の大学院又は研究所等（外国の大学院等を含む。）

において，必要な研究指導を受けることを認めることがある。ただし，生命薬科学専攻の修士

課程の学生については，当該研究指導を受ける期間は１年を越えないものとする。 
（転入学及び再入学等） 

第１８条 学則第３１条第1項及び第３６条の規定により，転入学，転科，転専攻又は再入学を願

い出た者の選考は，教授会において行う。 
２ 前項の選考方法については，教授会が別に定める。 
（進学） 

第１９条 学則第３７条の規定により進学を志願する者の選考は，教授会において行う。 
２ 前項の選考方法については，教授会が別に定める。 
（社会人及び外国人留学生のための特別選抜試験） 

第２０条 社会人で入学を志願する者又は外国人留学生として入学を志願する者があるときは，

医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程にあっては学

則第２６条に規定する入学資格を，保健学専攻及び生命薬科学専攻の修士課程にあっては学則

第２４条に規定する入学資格を，生命薬科学専攻博士後期課程にあっては学則第２５条に規定

する入学資格を有すると認められる者に限り，特別の入学者選抜試験（以下「特別選抜試験」

という。）を行い，選抜することができる。 
２ 前項の特別選抜試験に関し必要な事項は，別に定める。 
（教育方法の特例） 

第２１条 社会人特別選抜試験により入学した学生その他教育上特別の必要があると認められる

学生については，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な

方法により教育を行うものとする。 
（長期履修） 

第２１条の２ 学則第１６条の規定により，学生が修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に

履修すること（以下「長期履修」という。）を希望する場合は，これを認めることがある。 
２ 長期履修に関し必要な事項は，別に定める。 
（学位論文の提出） 

第２２条 学生は，学位論文の審査を受けようとするときは，主任指導教員の承認を得て，学位

規則による所定の書類を教授会の指定した期日までに提出しなければならない。 
（最終試験） 

第２３条 熱帯医学専攻の修士課程の最終試験は，第7条に規定する最低修得単位数を修得し，か

つ，特定の課題についての研究の成果を提出した者について行う。 
２ 保健学専攻の修士課程の最終試験は，第８条に規定する最低修得単位数を修得し，かつ，修

士論文を提出した者について行う。 
３ 医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程の最終試験

は，第９条に規定する最低修得単位数を修得し，かつ，博士論文を提出した者について行う。 
４ 生命薬科学専攻の修士課程の最終試験は，第１０条に規定する最低修得単位数を修得し，か

つ，修士論文を提出した者について行う。 
５ 生命薬科学専攻博士後期課程の最終試験は，第１１条に規定する最低修得単位数を修得し，

かつ，博士論文を提出した者について行う。 
（学位論文の審査及び最終試験の方法） 

第２４条 教授会は，学位規則の定めるところにより審査委員を定め，学位論文の審査及び最終
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試験を行う。 
２ 最終試験は，学位論文を中心とし，これに関連のある科目について，口頭又は筆頭により行

う。 
３ 教授会は，審査委員の報告に基づき，学位論文及び最終試験の合否を決定するものとする。 
（課程修了の要件） 

第２５条 熱帯医学専攻の修士課程の修了の要件は，当該課程に１年以上在学し，第７条に定め

る最低修得単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，特定の課題についての研究の成

果の審査及び最終試験に合格することとする。 
２ 保健学専攻の修士課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学し，第８条に定める最低修

得単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最終試験に合格する

こととする。 
３ 医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程の修了の要

件は，当該課程に４年以上在学し，第９条に定める最低修得単位を修得し，かつ，必要な研究

指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関

しては，優れた業績を上げた者については，３年以上在学すれば足りるものとする。 
４ 生命薬科学専攻博士前期課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学し，第１０条に定め

る最低修得単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最終試験に

合格することとする。 
５ 生命薬科学専攻の修士課程の修了の要件は，当該課程に３年以上在学し，第１１条に定める

最低修得単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合

格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，１年以

上在学すれば足りるものとする。 
（学位の授与） 

第２６条 熱帯医学専攻，保健学専攻及び生命薬科学専攻の修士課程，医療科学専攻，新興感染

症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程並びに生命薬科学専攻博士後期課程を

修了した者には，学位規則の定めるところにより，それぞれ修士又は博士の学位を授与する。 
（外国人留学生） 

第２７条 学則第４６条及び長崎大学外国人留学生規則（平成１６年規則第２０号）に定めるも

ののほか，外国人留学生に関し必要な事項は，別に定めることができる。 
（がん専門インテンシブコース） 

第２８条 研究科においては，がんの診断・治療・研究に必要な高度先進的な知識と技術を習得

した専門家の養成のため，研究科の学生以外のがん医療に携わる医師等を対象に，医療科学専

攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻における医学・歯学がんプロフェッ

ショナル養成コースの授業科目の一部を受講することができる，がん医療に携わる医師等の研

修コース（以下「がん専門インテンシブコース」という。）を編成する。 
２ 前項のがん専門インテンシブコースの授業科目について履修を希望する者があるときは，教

授会の議を経て，科目等履修生として入学を許可することができる。 
３ がん専門インテンシブコースの細部については，教授会が別に定める。 
（補則） 

第２９条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施の細部に関し必要な事項は，別に定め

ることができる。 
 

附 則 
１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 
２ 平成２２年３月３１日現在本研究科に在学している者については，改正後の長崎大学大学院

医歯薬学総合研究科規程の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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別表第１ 
 

 

 

 

授業科目及び単位数 
１ 熱帯医学専攻 

単位数 
授業科目 

必修 選択 
必修 選択

熱帯医学特論 24     
熱帯公衆衛生学特論 4     
海外熱帯医学臨床実習 2     

 
 
 
 
２ 保健学専攻 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

生体情報科学特論   2   1 
医療倫理   2   1 
研究方法特論   2   1 
医学関連論文と英語表現   2   1 
人類比較形態学特論   2   1 
保健統計学特論   2   1 
保健医療社会学特論   2   1 
国際保健学特論   2   1 
国際協力特論   2   1 

全分野共通科目 

地域リハビリテーション学特論   2   1 
コンサルテーション特論   2   1 
ヘルスプロモーション特論   2   1 

講座共通科目 

看護管理学特論   2   1 
臨床看護実践特論   2   1 
臨床看護実践セミナー   2   1 
高齢者看護学特論   2   1 
高齢者看護学セミナー   2   1 
精神看護学特論   2   1 
精神看護学セミナー   2   1 
地域看護学特論   2   1 
地域看護学セミナー   2   1 
遺伝看護セミナー  2  1 

健康推進看

護学分野 

健康推進看護学分野特別研究   10   2 
リプロダクティブヘルス特論   2   1 
リプロダクティブヘルスセミ

ナー 
  2   1 

国際看護学特論   2   1 
国際看護学セミナー   2   1 

看
護
学
講
座 分

野
専
門
科
目 

リプロダク

ティブヘル

ス・国際看

護学分野 

リプロダクティブヘルス・国際

看護学分野特別研究 
  10  2 
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リウマチ学特論   2   １ 
機能障害病態学特論  2  1 
生体機能解析・制御学特論   2   1 

講座共通科目 

ライフサイクルリハビリテー

ション学特論 
  2   1 

呼吸器障害理学療法学特論   2   1 
発達障害理学療法学特論   2   1 
基礎理学療法学特論   2   1 
地域理学療法学特論  2  1 
理学療法学セミナー   2   1 

理学療法学

分野 

理学療法学特別研究   10   2 
身体障害作業療法学特論   2   1 
生活障害作業療法学特論   2   1 
精神障害作業療法学特論   2   1 
基礎作業療法学特論  2  1 
発達障害作業療法学特論   2   1 
作業療法学セミナー   2   1 

理
学
・
作
業
療
法
学
講
座 

分
野
専
門
科
目 

作業療法学

分野 

作業療法学特別研究   10   2 
 
 
 
３ 保健学専攻における遺伝看護・遺伝カウンセリングコースの科目 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

保健医療社会学特論 2   1 保健学専攻の全分野

共通科目 医療倫理 2   1 
遺伝看護セミナー 2   1 保健学専攻看護学講

座健康推進看護学分

野の専門科目 
健康推進看護学分野特別研究 10   1 

分子遺伝系 2   1 
基礎遺伝解析学演習 2   1 
遺伝医療学 2   1 
医療情報学 1   1 
遺伝情報学 1   1 
カウンセリング技法 1   1 
遺伝看護実習 1   1 

研究科が開設する遺

伝看護関連科目 

遺伝カウンセリング実習 6   1・2 
 
 
 
 
４ 医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の共通科目 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

生命医療科学セミ

ナー 
生命医療科学トピックス 2   1・2 

生命倫理学  1  1・2 
医療情報学  1  1・2 

生命医療科学概論 

国際・熱帯医学  1  1・2 
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分子細胞生物学  1  1・2 
ゲノム科学  1  1・2 
生体材料科学  1  1・2 
硬組織科学  1  1・2 
医薬品化学  1  1・2 
生体分子解析学  1  1・2 
腫瘍診断治療学  1  1・2 
移植・再生医療学  1  1・2 
先端医療科学特論（基礎編）  1  1・2 
先端医療科学特論（臨床編）  1  1・2 
先端新興感染症病態制御学特論  1  1・2 

生命医療科学特論 

先端放射線医療科学特論  1  1・2 
生命医療科学実習 先端機器実習  1  1・2 

 
 
 
５ 医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻における医学・歯学が

んプロフェッショナル養成コースの科目 
単位数 

区分 授業科目 
必修 選択 

必修 選択 

標準 
履修 
年次 

集学的がん治療学特論 3   1・2 共通科目 
集学的がん治療学実習 2   1・2 
腫瘍外科学演習Ⅰ   2 1・2 
腫瘍外科学演習Ⅱ   2 1・2 
腫瘍外科学演習Ⅲ   2 1・2 
腫瘍外科学演習Ⅳ   2 1・2 
腫瘍外科学実習Ⅰ   2 1・2 
腫瘍外科学実習Ⅱ   2 1・2 
腫瘍外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
腫瘍外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
病態解析・診断学演習Ⅰ   2 1・2 
病態解析・診断学演習Ⅱ   2 1・2 
病態解析・診断学演習Ⅲ   2 1・2 
病態解析・診断学演習Ⅳ   2 1・2 
病態解析・診断学実習Ⅰ   2 1・2 
病態解析・診断学実習Ⅱ   2 1・2 
病態解析・診断学論文研究Ⅰ   4 3・4 
病態解析・診断学論文研究Ⅱ   4 3・4 
腫瘍・診断病理学演習Ⅰ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学演習Ⅱ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学演習Ⅲ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学演習Ⅳ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学実習Ⅰ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学実習Ⅱ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
腫瘍・診断病理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子治療学演習Ⅰ   2 1・2 
分子治療学演習Ⅱ   2 1・2 
分子治療学演習Ⅲ   2 1・2 

研究科が指定するが

ん関連科目 

分子治療学演習Ⅳ   2 1・2 



 - 38 -

分子治療学実習Ⅰ   2 1・2 
分子治療学実習Ⅱ   2 1・2 
分子治療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子治療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子診断学演習Ⅰ   2 1・2 
分子診断学演習Ⅱ   2 1・2 
分子診断学演習Ⅲ   2 1・2 
分子診断学演習Ⅳ   2 1・2 
分子診断学実習Ⅰ   2 1・2 
分子診断学実習Ⅱ   2 1・2 
分子診断学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子診断学論文研究Ⅱ   4 3・4 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅰ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅱ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅲ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅳ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学実習Ⅰ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学実習Ⅱ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学論文研究

Ⅰ   4 3・4 

国際ヒバクシャ医療学論文研究

Ⅱ   4 3・4 

歯学がん治療学特論   2 1・2 
歯学がん治療学演習   2 1・2 
歯学がん治療学実習   4 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学演習Ⅰ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学演習Ⅱ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学演習Ⅲ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学演習Ⅳ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学実習Ⅰ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学実習Ⅱ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頚部外科学論文研

究Ⅰ   4 3・4 

耳鼻咽喉・頭頚部外科学論文研

究Ⅱ   4 3・4 

神経病態制御外科学演習Ⅰ   2 1・2 
神経病態制御外科学演習Ⅱ   2 1・2 
神経病態制御外科学演習Ⅲ   2 1・2 
神経病態制御外科学演習Ⅳ   2 1・2 
神経病態制御外科学実習Ⅰ   2 1・2 
神経病態制御外科学実習Ⅱ   2 1・2 
神経病態制御外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
神経病態制御外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
麻酔・蘇生学演習Ⅰ   2 1・2 
麻酔・蘇生学演習Ⅱ   2 1・2 
麻酔・蘇生学演習Ⅲ   2 1・2 
麻酔・蘇生学演習Ⅳ   2 1・2 
麻酔・蘇生学実習Ⅰ   2 1・2 
麻酔・蘇生学実習Ⅱ   2 1・2 
麻酔・蘇生学論文研究Ⅰ   4 3・4 

研究科が開設するが

ん関連科目 

麻酔・蘇生学論文研究Ⅱ   4 3・4 
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腎泌尿器病態学演習Ⅰ   2 1・2 
腎泌尿器病態学演習Ⅱ   2 1・2 
腎泌尿器病態学演習Ⅲ   2 1・2 
腎泌尿器病態学演習Ⅳ   2 1・2 
腎泌尿器病態学実習Ⅰ   2 1・2 
腎泌尿器病態学実習Ⅱ   2 1・2 
腎泌尿器病態学論文研究Ⅰ   4 3・4 
腎泌尿器病態学論文研究Ⅱ   4 3・4 
移植・消化器外科学演習Ⅰ   2 1・2 
移植・消化器外科学演習Ⅱ   2 1・2 
移植・消化器外科学演習Ⅲ   2 1・2 
移植・消化器外科学演習Ⅳ   2 1・2 
移植・消化器外科学実習Ⅰ   2 1・2 
移植・消化器外科学実習Ⅱ   2 1・2 
移植・消化器外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
移植・消化器外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
産婦人科学演習Ⅰ   2 1・2 
産婦人科学演習Ⅱ   2 1・2 
産婦人科学演習Ⅲ   2 1・2 
産婦人科学演習Ⅳ   2 1・2 
産婦人科学実習Ⅰ   2 1・2 
産婦人科学実習Ⅱ   2 1・2 
産婦人科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
産婦人科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
構造病態整形外科学演習Ⅰ   2 1・2 
構造病態整形外科学演習Ⅱ   2 1・2 
構造病態整形外科学演習Ⅲ   2 1・2 
構造病態整形外科学演習Ⅳ   2 1・2 
構造病態整形外科学実習Ⅰ   2 1・2 
構造病態整形外科学実習Ⅱ   2 1・2 
構造病態整形外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
構造病態整形外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
形成再建外科学演習Ⅰ   2 1・2 
形成再建外科学演習Ⅱ   2 1・2 
形成再建外科学演習Ⅲ   2 1・2 
形成再建外科学演習Ⅳ   2 1・2 
形成再建外科学実習Ⅰ   2 1・2 
形成再建外科学実習Ⅱ   2 1・2 
形成再建外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
形成再建外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
皮膚病態学演習Ⅰ   2 1・2 
皮膚病態学演習Ⅱ   2 1・2 
皮膚病態学演習Ⅲ   2 1・2 
皮膚病態学演習Ⅳ   2 1・2 
皮膚病態学実習Ⅰ   2 1・2 
皮膚病態学実習Ⅱ   2 1・2 
皮膚病態学論文研究Ⅰ   4 3・4 
皮膚病態学論文研究Ⅱ   4 3・4 
消化器病態制御学演習Ⅰ   2 1・2 
消化器病態制御学演習Ⅱ   2 1・2 
消化器病態制御学演習Ⅲ   2 1・2 
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消化器病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
消化器病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
消化器病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
消化器病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
消化器病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
呼吸器病態制御学演習Ⅰ   2 1・2 
呼吸器病態制御学演習Ⅱ   2 1・2 
呼吸器病態制御学演習Ⅲ   2 1・2 
呼吸器病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
呼吸器病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
呼吸器病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
呼吸器病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
呼吸器病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
小児病態制御学演習Ⅰ   2 1・2 
小児病態制御学演習Ⅱ   2 1・2 
小児病態制御学演習Ⅲ   2 1・2 
小児病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
小児病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
小児病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
小児病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
小児病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
放射線診断治療学演習Ⅰ   2 1・2 
放射線診断治療学演習Ⅱ   2 1・2 
放射線診断治療学演習Ⅲ   2 1・2 
放射線診断治療学演習Ⅳ   2 1・2 
放射線診断治療学実習Ⅰ   2 1・2 
放射線診断治療学実習Ⅱ   2 1・2 
放射線診断治療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
放射線診断治療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
感染病態制御学演習Ⅰ   2 1・2 
感染病態制御学演習Ⅱ   2 1・2 
感染病態制御学演習Ⅲ   2 1・2 
感染病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
感染病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
感染病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
感染病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 

 
 
 
 
６ 新興感染症病態制御学系専攻の感染症研究者養成コース及び感染症専門医養成コース科目 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

生命医科学特論A  1  1・2 
生命医科学特論B  1  1・2 
生命医科学特論C  1  1・2 
生命医科学実習A  1  1・2 
生命医科学実習B  1  1・2 

感染症研究者養成

コース 

生命医科学実習C  1  1・2 
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臨床微生物学特論 1   1・2 
感染疫学特論 1   1・2 
臨床感染症学実習 2   1・2 
感染制御学実習 1   1・2 

感染症専門医養成

コース 

短期海外臨床研修   1 3 
 
 
 
７ 医療科学専攻 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

形態制御解析学演習Ⅰ     2 1・2 
形態制御解析学演習Ⅱ     2 1・2 
形態制御解析学演習Ⅲ   2 1・2 
形態制御解析学演習Ⅳ   2 1・2 
形態制御解析学実習Ⅰ   2 1・2 
形態制御解析学実習Ⅱ   2 1・2 
形態制御解析学論文研究Ⅰ   4 3・4 
形態制御解析学論文研究Ⅱ   4 3・4 
肉眼形態学演習Ⅰ     2 1・2 
肉眼形態学演習Ⅱ     2 1・2 
肉眼形態学演習Ⅲ    2 1・2 
肉眼形態学演習Ⅳ   2 1・2 
肉眼形態学実習Ⅰ   2 1・2 
肉眼形態学実習Ⅱ   2 1・2 
肉眼形態学論文研究Ⅰ   4 3・4 
肉眼形態学論文研究Ⅱ   4 3・4 
組織細胞生物学演習Ⅰ     2 1・2 
組織細胞生物学演習Ⅱ     2 1・2 
組織細胞生物学演習Ⅲ    2 1・2 
組織細胞生物学演習Ⅳ   2 1・2 
組織細胞生物学実習Ⅰ   2 1・2 
組織細胞生物学実習Ⅱ   2 1・2 
組織細胞生物学論文研究Ⅰ   4 3・4 
組織細胞生物学論文研究Ⅱ   4 3・4 
顎顔面解剖学演習Ⅰ     2 1・2 
顎顔面解剖学演習Ⅱ     2 1・2 
顎顔面解剖学演習Ⅲ   2 1・2 
顎顔面解剖学演習Ⅳ   2 1・2 
顎顔面解剖学実習Ⅰ   2 1・2 
顎顔面解剖学実習Ⅱ   2 1・2 
顎顔面解剖学論文研究Ⅰ   4 3・4 
顎顔面解剖学論文研究Ⅱ   4 3・4 
細胞生物学演習Ⅰ     2 1・2 
細胞生物学演習Ⅱ     2 1・2 
細胞生物学演習Ⅲ    2 1・2 
細胞生物学演習Ⅳ   2 1・2 
細胞生物学実習Ⅰ   2 1・2 
細胞生物学実習Ⅱ   2 1・2 

生命医科学 

細胞生物学論文研究Ⅰ   4 3・4 
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細胞生物学論文研究Ⅱ   4 3・4 
神経機能学演習Ⅰ     2 1・2 
神経機能学演習Ⅱ     2 1・2 
神経機能学演習Ⅲ    2 1・2 
神経機能学演習Ⅳ   2 1・2 
神経機能学実習Ⅰ   2 1・2 
神経機能学実習Ⅱ   2 1・2 
神経機能学論文研究Ⅰ   4 3・4 
神経機能学論文研究Ⅱ   4 3・4 
内臓機能生理学演習Ⅰ     2 1・2 
内臓機能生理学演習Ⅱ     2 1・2 
内臓機能生理学演習Ⅲ     2 1・2 
内臓機能生理学演習Ⅳ   2 1・2 
内臓機能生理学実習Ⅰ   2 1・2 
内臓機能生理学実習Ⅱ   2 1・2 
内臓機能生理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
内臓機能生理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
生化学演習Ⅰ     2 1・2 
生化学演習Ⅱ     2 1・2 
生化学演習Ⅲ     2 1・2 
生化学演習Ⅳ   2 1・2 
生化学実習Ⅰ   2 1・2 
生化学実習Ⅱ   2 1・2 
生化学論文研究Ⅰ   4 3・4 
生化学論文研究Ⅱ   4 3・4 
生体情報科学演習Ⅰ     2 1・2 
生体情報科学演習Ⅱ     2 1・2 
生体情報科学演習Ⅲ     2 1・2 
生体情報科学演習Ⅳ   2 1・2 
生体情報科学実習Ⅰ   2 1・2 
生体情報科学実習Ⅱ   2 1・2 
生体情報科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
生体情報科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔分子生化学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔分子生化学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔分子生化学演習Ⅲ     2 1・2 
口腔分子生化学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔分子生化学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔分子生化学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔分子生化学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔分子生化学論文研究Ⅱ   4 3・4 
神経薬理学演習Ⅰ     2 1・2 
神経薬理学演習Ⅱ     2 1・2 
神経薬理学演習Ⅲ   2 1・2 
神経薬理学演習Ⅳ   2 1・2 
神経薬理学実習Ⅰ   2 1・2 
神経薬理学実習Ⅱ   2 1・2 
神経薬理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
神経薬理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
内臓薬理学演習Ⅰ     2 1・2 
内臓薬理学演習Ⅱ     2 1・2 
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内臓薬理学演習Ⅲ   2 1・2 
内臓薬理学演習Ⅳ   2 1・2 
内臓薬理学実習Ⅰ   2 1・2 
内臓薬理学実習Ⅱ   2 1・2 
内臓薬理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
内臓薬理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔病態薬理学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔病態薬理学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔病態薬理学演習Ⅲ   2 1・2 
口腔病態薬理学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔病態薬理学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔病態薬理学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔病態薬理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔病態薬理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
病態病理学演習Ⅰ     2 1・2 
病態病理学演習Ⅱ     2 1・2 
病態病理学演習Ⅲ   2 1・2 
病態病理学演習Ⅳ   2 1・2 
病態病理学実習Ⅰ   2 1・2 
病態病理学実習Ⅱ   2 1・2 
病態病理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
病態病理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
探索病理学演習Ⅰ     2 1・2 
探索病理学演習Ⅱ     2 1・2 
探索病理学演習Ⅲ   2 1・2 
探索病理学演習Ⅳ   2 1・2 
探索病理学実習Ⅰ   2 1・2 
探索病理学実習Ⅱ   2 1・2 
探索病理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
探索病理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔病理学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔病理学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔病理学演習Ⅲ   2 1・2 
口腔病理学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔病理学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔病理学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔病理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔病理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
生体材料工学演習Ⅰ     2 1・2 
生体材料工学演習Ⅱ     2 1・2 
生体材料工学演習Ⅲ   2 1・2 
生体材料工学演習Ⅳ   2 1・2 
生体材料工学実習Ⅰ   2 1・2 
生体材料工学実習Ⅱ   2 1・2 
生体材料工学論文研究Ⅰ   4 3・4 
生体材料工学論文研究Ⅱ   4 3・4 
法医学演習Ⅰ     2 1・2 
法医学演習Ⅱ     2 1・2 
法医学演習Ⅲ   2 1・2 
法医学演習Ⅳ   2 1・2 

社会医療科学 

法医学実習Ⅰ   2 1・2 
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法医学実習Ⅱ   2 1・2 
法医学論文研究Ⅰ   4 3・4 
法医学論文研究Ⅱ   4 3・4 
公衆衛生学演習Ⅰ     2 1・2 
公衆衛生学演習Ⅱ     2 1・2 
公衆衛生学演習Ⅲ   2 1・2 
公衆衛生学演習Ⅳ   2 1・2 
公衆衛生学実習Ⅰ   2 1・2 
公衆衛生学実習Ⅱ   2 1・2 
公衆衛生学論文研究Ⅰ   4 3・4 
公衆衛生学論文研究Ⅱ   4 3・4 
総合診療学演習Ⅰ     2 1・2 
総合診療学演習Ⅱ     2 1・2 
総合診療学演習Ⅲ   2 1・2 
総合診療学演習Ⅳ   2 1・2 
総合診療学実習Ⅰ   2 1・2 
総合診療学実習Ⅱ   2 1・2 
総合診療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
総合診療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
医療情報学演習Ⅰ     2 1・2 
医療情報学演習Ⅱ     2 1・2 
医療情報学演習Ⅲ   2 1・2 
医療情報学演習Ⅳ   2 1・2 
医療情報学実習Ⅰ   2 1・2 
医療情報学実習Ⅱ   2 1・2 
医療情報学論文研究Ⅰ   4 3・4 
医療情報学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔保健学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔保健学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔保健学演習Ⅲ     2 1・2 
口腔保健学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔保健学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔保健学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔保健学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔保健学論文研究Ⅱ   4 3・4 
眼科・視覚科学演習Ⅰ     2 1・2 
眼科・視覚科学演習Ⅱ     2 1・2 
眼科・視覚科学演習Ⅲ   2 1・2 
眼科・視覚科学演習Ⅳ   2 1・2 
眼科・視覚科学実習Ⅰ   2 1・2 
眼科・視覚科学実習Ⅱ   2 1・2 
眼科・視覚科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
眼科・視覚科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
耳鼻咽喉・頭頸部外科学演習Ⅰ     2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頸部外科学演習Ⅱ     2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頸部外科学演習Ⅲ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頸部外科学演習Ⅳ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頸部外科学実習Ⅰ   2 1・2 
耳鼻咽喉・頭頸部外科学実習Ⅱ   2 1・2 

展開医療科学 
 

耳鼻咽喉・頭頸部外科学論文研

究Ⅰ 
  4 3・4 
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耳鼻咽喉・頭頸部外科学論文研

究Ⅱ 
  4 3・4 

神経病態制御外科学演習Ⅰ     2 1・2 
神経病態制御外科学演習Ⅱ     2 1・2 
神経病態制御外科学演習Ⅲ   2 1・2 
神経病態制御外科学演習Ⅳ   2 1・2 
神経病態制御外科学実習Ⅰ   2 1・2 
神経病態制御外科学実習Ⅱ   2 1・2 
神経病態制御外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
神経病態制御外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
麻酔・蘇生科学演習Ⅰ     2 1・2 
麻酔・蘇生科学演習Ⅱ     2 1・2 
麻酔・蘇生科学演習Ⅲ   2 1・2 
麻酔・蘇生科学演習Ⅳ   2 1・2 
麻酔・蘇生科学実習Ⅰ   2 1・2 
麻酔・蘇生科学実習Ⅱ   2 1・2 
麻酔・蘇生科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
麻酔・蘇生科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
循環病態制御外科学演習Ⅰ     2 1・2 
循環病態制御外科学演習Ⅱ     2 1・2 
循環病態制御外科学演習Ⅲ   2 1・2 
循環病態制御外科学演習Ⅳ   2 1・2 
循環病態制御外科学実習Ⅰ   2 1・2 
循環病態制御外科学実習Ⅱ   2 1・2 
循環病態制御外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
循環病態制御外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
腎泌尿器病態学演習Ⅰ     2 1・2 
腎泌尿器病態学演習Ⅱ     2 1・2 
腎泌尿器病態学演習Ⅲ   2 1・2 
腎泌尿器病態学演習Ⅳ   2 1・2 
腎泌尿器病態学実習Ⅰ   2 1・2 
腎泌尿器病態学実習Ⅱ   2 1・2 
腎泌尿器病態学論文研究Ⅰ   4 3・4 
腎泌尿器病態学論文研究Ⅱ   4 3・4 
腫瘍外科学演習Ⅰ     2 1・2 
腫瘍外科学演習Ⅱ     2 1・2 
腫瘍外科学演習Ⅲ   2 1・2 
腫瘍外科学演習Ⅳ   2 1・2 
腫瘍外科学実習Ⅰ   2 1・2 
腫瘍外科学実習Ⅱ   2 1・2 
腫瘍外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
腫瘍外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
移植・消化器外科学演習Ⅰ     2 1・2 
移植・消化器外科学演習Ⅱ     2 1・2 
移植・消化器外科学演習Ⅲ     2 1・2 
移植・消化器外科学演習Ⅳ   2 1・2 
移植・消化器外科学実習Ⅰ   2 1・2 
移植・消化器外科学実習Ⅱ   2 1・2 
移植・消化器外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
移植・消化器外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
産科婦人科学演習Ⅰ     2 1・2 
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産科婦人科学演習Ⅱ     2 1・2 
産科婦人科学演習Ⅲ     2 1・2 
産科婦人科学演習Ⅳ   2 1・2 
産科婦人科学実習Ⅰ   2 1・2 
産科婦人科学実習Ⅱ   2 1・2 
産科婦人科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
産科婦人科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
構造病態整形外科学演習Ⅰ     2 1・2 
構造病態整形外科学演習Ⅱ     2 1・2 
構造病態整形外科学演習Ⅲ     2 1・2 
構造病態整形外科学演習Ⅳ   2 1・2 
構造病態整形外科学実習Ⅰ   2 1・2 
構造病態整形外科学実習Ⅱ   2 1・2 
構造病態整形外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
構造病態整形外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
形成再建外科学演習Ⅰ     2 1・2 
形成再建外科学演習Ⅱ     2 1・2 
形成再建外科学演習Ⅲ   2 1・2 
形成再建外科学演習Ⅳ   2 1・2 
形成再建外科学実習Ⅰ   2 1・2 
形成再建外科学実習Ⅱ   2 1・2 
形成再建外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
形成再建外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
精神神経科学演習Ⅰ     2 1・2 
精神神経科学演習Ⅱ     2 1・2 
精神神経科学演習Ⅲ     2 1・2 
精神神経科学演習Ⅳ   2 1・2 
精神神経科学実習Ⅰ   2 1・2 
精神神経科学実習Ⅱ   2 1・2 
精神神経科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
精神神経科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
皮膚病態学演習Ⅰ     2 1・2 
皮膚病態学演習Ⅱ     2 1・2 
皮膚病態学演習Ⅲ     2 1・2 
皮膚病態学演習Ⅳ   2 1・2 
皮膚病態学実習Ⅰ   2 1・2 
皮膚病態学実習Ⅱ   2 1・2 
皮膚病態学論文研究Ⅰ   4 3・4 
皮膚病態学論文研究Ⅱ   4 3・4 
循環病態制御内科学演習Ⅰ     2 1・2 
循環病態制御内科学演習Ⅱ     2 1・2 
循環病態制御内科学演習Ⅲ     2 1・2 
循環病態制御内科学演習Ⅳ   2 1・2 
循環病態制御内科学実習Ⅰ   2 1・2 
循環病態制御内科学実習Ⅱ   2 1・2 
循環病態制御内科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
循環病態制御内科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
消化器病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
消化器病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
消化器病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
消化器病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
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消化器病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
消化器病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
消化器病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
消化器病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
呼吸器病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
呼吸器病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
呼吸器病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
呼吸器病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
呼吸器病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
呼吸器病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
呼吸器病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
呼吸器病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
リウマチ免疫病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
リウマチ免疫病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
リウマチ免疫病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
リウマチ免疫病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
リウマチ免疫病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
リウマチ免疫病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
リウマチ免疫病態制御学論文研

究Ⅰ 
  4 3・4 

リウマチ免疫病態制御学論文研

究Ⅱ 
  4 3・4 

神経病態制御内科学演習Ⅰ     2 1・2 
神経病態制御内科学演習Ⅱ     2 1・2 
神経病態制御内科学演習Ⅲ     2 1・2 
神経病態制御内科学演習Ⅳ   2 1・2 
神経病態制御内科学実習Ⅰ   2 1・2 
神経病態制御内科学実習Ⅱ   2 1・2 
神経病態制御内科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
神経病態制御内科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
病態解析・診断学演習Ⅰ     2 1・2 
病態解析・診断学演習Ⅱ     2 1・2 
病態解析・診断学演習Ⅲ     2 1・2 
病態解析・診断学演習Ⅳ   2 1・2 
病態解析・診断学実習Ⅰ   2 1・2 
病態解析・診断学実習Ⅱ   2 1・2 
病態解析・診断学論文研究Ⅰ   4 3・4 
病態解析・診断学論文研究Ⅱ   4 3・4 
小児病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
小児病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
小児病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
小児病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
小児病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
小児病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
小児病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
小児病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
放射線診断治療学演習Ⅰ     2 1・2 
放射線診断治療学演習Ⅱ     2 1・2 
放射線診断治療学演習Ⅲ     2 1・2 
放射線診断治療学演習Ⅳ   2 1・2 
放射線診断治療学実習Ⅰ   2 1・2 
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放射線診断治療学実習Ⅱ   2 1・2 
放射線診断治療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
放射線診断治療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
歯科麻酔学演習Ⅰ     2 1・2 
歯科麻酔学演習Ⅱ     2 1・2 
歯科麻酔学演習Ⅲ     2 1・2 
歯科麻酔学演習Ⅳ   2 1・2 
歯科麻酔学実習Ⅰ   2 1・2 
歯科麻酔学実習Ⅱ   2 1・2 
歯科麻酔学論文研究Ⅰ   4 3・4 
歯科麻酔学論文研究Ⅱ   4 3・4 
歯科矯正学演習Ⅰ     2 1・2 
歯科矯正学演習Ⅱ     2 1・2 
歯科矯正学演習Ⅲ     2 1・2 
歯科矯正学演習Ⅳ   2 1・2 
歯科矯正学実習Ⅰ   2 1・2 
歯科矯正学実習Ⅱ   2 1・2 
歯科矯正学論文研究Ⅰ   4 3・4 
歯科矯正学論文研究Ⅱ   4 3・4 
小児歯科学演習Ⅰ     2 1・2 
小児歯科学演習Ⅱ     2 1・2 
小児歯科学演習Ⅲ     2 1・2 
小児歯科学演習Ⅳ   2 1・2 
小児歯科学実習Ⅰ   2 1・2 
小児歯科学実習Ⅱ   2 1・2 
小児歯科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
小児歯科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
齲蝕学演習Ⅰ     2 1・2 
齲蝕学演習Ⅱ     2 1・2 
齲蝕学演習Ⅲ     2 1・2 
齲蝕学演習Ⅳ   2 1・2 
齲蝕学実習Ⅰ   2 1・2 
齲蝕学実習Ⅱ   2 1・2 
齲蝕学論文研究Ⅰ   4 3・4 
齲蝕学論文研究Ⅱ   4 3・4 
歯周病学演習Ⅰ     2 1・2 
歯周病学演習Ⅱ     2 1・2 
歯周病学演習Ⅲ     2 1・2 
歯周病学演習Ⅳ   2 1・2 
歯周病学実習Ⅰ   2 1・2 
歯周病学実習Ⅱ   2 1・2 
歯周病学論文研究Ⅰ   4 3・4 
歯周病学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔インプラント学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔インプラント学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔インプラント学演習Ⅲ     2 1・2 
口腔インプラント学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔インプラント学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔インプラント学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔インプラント学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔インプラント学論文研究Ⅱ   4 3・4 
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歯科補綴学演習Ⅰ     2 1・2 
歯科補綴学演習Ⅱ     2 1・2 
歯科補綴学演習Ⅲ     2 1・2 
歯科補綴学演習Ⅳ   2 1・2 
歯科補綴学実習Ⅰ   2 1・2 
歯科補綴学実習Ⅱ   2 1・2 
歯科補綴学論文研究Ⅰ   4 3・4 
歯科補綴学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔顎顔面外科学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔顎顔面外科学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔顎顔面外科学演習Ⅲ     2 1・2 
口腔顎顔面外科学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔顎顔面外科学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔顎顔面外科学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔顎顔面外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔顎顔面外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
顎・口腔再生外科学演習Ⅰ     2 1・2 
顎・口腔再生外科学演習Ⅱ     2 1・2 
顎・口腔再生外科学演習Ⅲ     2 1・2 
顎・口腔再生外科学演習Ⅳ   2 1・2 
顎・口腔再生外科学実習Ⅰ   2 1・2 
顎・口腔再生外科学実習Ⅱ   2 1・2 
顎・口腔再生外科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
顎・口腔再生外科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
頭頸部放射線学演習Ⅰ     2 1・2 
頭頸部放射線学演習Ⅱ     2 1・2 
頭頸部放射線学演習Ⅲ     2 1・2 
頭頸部放射線学演習Ⅳ   2 1・2 
頭頸部放射線学実習Ⅰ   2 1・2 
頭頸部放射線学実習Ⅱ   2 1・2 
頭頸部放射線学論文研究Ⅰ   4 3・4 
頭頸部放射線学論文研究Ⅱ   4 3・4 
放射線生物・防護学演習Ⅰ     2 1・2 
放射線生物・防護学演習Ⅱ     2 1・2 
放射線生物・防護学演習Ⅲ     2 1・2 
放射線生物・防護学演習Ⅳ   2 1・2 
放射線生物・防護学実習Ⅰ   2 1・2 
放射線生物・防護学実習Ⅱ   2 1・2 
放射線生物・防護学論文研究Ⅰ   4 3・4 
放射線生物・防護学論文研究Ⅱ   4 3・4 
比較動物医学演習Ⅰ     2 1・2 
比較動物医学演習Ⅱ     2 1・2 
比較動物医学演習Ⅲ     2 1・2 
比較動物医学演習Ⅳ   2 1・2 
比較動物医学実習Ⅰ   2 1・2 
比較動物医学実習Ⅱ   2 1・2 
比較動物医学論文研究Ⅰ   4 3・4 
比較動物医学論文研究Ⅱ   4 3・4 
ゲノム機能解析学演習Ⅰ     2 1・2 
ゲノム機能解析学演習Ⅱ     2 1・2 

先導生命科学 

ゲノム機能解析学演習Ⅲ     2 1・2 
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ゲノム機能解析学演習Ⅳ   2 1・2 
ゲノム機能解析学実習Ⅰ   2 1・2 
ゲノム機能解析学実習Ⅱ   2 1・2 
ゲノム機能解析学論文研究Ⅰ   4 3・4 
ゲノム機能解析学論文研究Ⅱ   4 3・4 
予防医学演習Ⅰ     2 1・2 
予防医学演習Ⅱ     2 1・2 
予防医学演習Ⅲ     2 1・2 
予防医学演習Ⅳ   2 1・2 
予防医学実習Ⅰ   2 1・2 
予防医学実習Ⅱ   2 1・2 
予防医学論文研究Ⅰ   4 3・4 

予防医学 

予防医学論文研究Ⅱ   4 3・4 
地域医療学演習Ⅰ     2 1・2 
地域医療学演習Ⅱ     2 1・2 
地域医療学演習Ⅲ     2 1・2 
地域医療学演習Ⅳ   2 1・2 
地域医療学実習Ⅰ   2 1・2 
地域医療学実習Ⅱ   2 1・2 
地域医療学論文研究Ⅰ   4 3・4 

地域医療学 

地域医療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
内分泌代謝病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
内分泌代謝病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
内分泌代謝病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
内分泌代謝病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
内分泌代謝病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
内分泌代謝病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
内分泌代謝病態制御学論文研究

Ⅰ 
  4 3・4 

生活習慣病予防診療

学 

内分泌代謝病態制御学論文研究

Ⅱ 
  4 3・4 

腎臓病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
腎臓病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
腎臓病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
腎臓病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
腎臓病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
腎臓病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
腎臓病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 

血液浄化療法学 

腎臓病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
臨床薬物動態学演習Ⅰ     2 1・2 
臨床薬物動態学演習Ⅱ     2 1・2 
臨床薬物動態学演習Ⅲ     2 1・2 
臨床薬物動態学演習Ⅳ   2 1・2 
臨床薬物動態学実習Ⅰ   2 1・2 
臨床薬物動態学実習Ⅱ   2 1・2 
臨床薬物動態学論文研究Ⅰ   4 3・4 

臨床薬物動態学 

臨床薬物動態学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子神経科学演習Ⅰ     2 1・2 
分子神経科学演習Ⅱ     2 1・2 
分子神経科学演習Ⅲ     2 1・2 

臨床神経科学 

分子神経科学演習Ⅳ   2 1・2 
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分子神経科学実習Ⅰ   2 1・2 
分子神経科学実習Ⅱ   2 1・2 
分子神経科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子神経科学論文研究Ⅱ   4 3・4 
免疫神経科学演習Ⅰ     2 1・2 
免疫神経科学演習Ⅱ     2 1・2 
免疫神経科学演習Ⅲ     2 1・2 
免疫神経科学演習Ⅳ   2 1・2 
免疫神経科学実習Ⅰ   2 1・2 
免疫神経科学実習Ⅱ   2 1・2 
免疫神経科学論文研究Ⅰ   4 3・4 
免疫神経科学論文研究Ⅱ   4 3・4 

 
 
 
８ 新興感染症病態制御学系専攻 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

免疫機能制御学演習Ⅰ     2 1・2 
免疫機能制御学演習Ⅱ     2 1・2 
免疫機能制御学演習Ⅲ     2 1・2 
免疫機能制御学演習Ⅳ   2 1・2 
免疫機能制御学実習Ⅰ   2 1・2 
免疫機能制御学実習Ⅱ   2 1・2 
免疫機能制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
免疫機能制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
感染防御因子解析学演習Ⅰ     2 1・2 
感染防御因子解析学演習Ⅱ     2 1・2 
感染防御因子解析学演習Ⅲ     2 1・2 
感染防御因子解析学演習Ⅳ   2 1・2 
感染防御因子解析学実習Ⅰ   2 1・2 
感染防御因子解析学実習Ⅱ   2 1・2 
感染防御因子解析学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染防御因子解析学論文研究Ⅱ   4 3・4 
感染分子解析学演習Ⅰ     2 1・2 
感染分子解析学演習Ⅱ     2 1・2 
感染分子解析学演習Ⅲ     2 1・2 
感染分子解析学演習Ⅳ   2 1・2 
感染分子解析学実習Ⅰ   2 1・2 
感染分子解析学実習Ⅱ   2 1・2 
感染分子解析学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染分子解析学論文研究Ⅱ   4 3・4 
先進感染制御学演習Ⅰ     2 1・2 
先進感染制御学演習Ⅱ     2 1・2 
先進感染制御学演習Ⅲ     2 1・2 
先進感染制御学演習Ⅳ   2 1・2 
先進感染制御学実習Ⅰ   2 1・2 
先進感染制御学実習Ⅱ   2 1・2 
先進感染制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 

感染免疫学 

先進感染制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
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感染病態制御学演習Ⅰ     2 1・2 
感染病態制御学演習Ⅱ     2 1・2 
感染病態制御学演習Ⅲ     2 1・2 
感染病態制御学演習Ⅳ   2 1・2 
感染病態制御学実習Ⅰ   2 1・2 
感染病態制御学実習Ⅱ   2 1・2 
感染病態制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染病態制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子疫学演習Ⅰ     2 1・2 
分子疫学演習Ⅱ     2 1・2 
分子疫学演習Ⅲ     2 1・2 
分子疫学演習Ⅳ   2 1・2 
分子疫学実習Ⅰ   2 1・2 
分子疫学実習Ⅱ   2 1・2 
分子疫学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子疫学論文研究Ⅱ   4 3・4 
口腔病原微生物学演習Ⅰ     2 1・2 
口腔病原微生物学演習Ⅱ     2 1・2 
口腔病原微生物学演習Ⅲ     2 1・2 
口腔病原微生物学演習Ⅳ   2 1・2 
口腔病原微生物学実習Ⅰ   2 1・2 
口腔病原微生物学実習Ⅱ   2 1・2 
口腔病原微生物学論文研究Ⅰ   4 3・4 
口腔病原微生物学論文研究Ⅱ   4 3・4 
感染分子薬学演習Ⅰ     2 1・2 
感染分子薬学演習Ⅱ     2 1・2 
感染分子薬学演習Ⅲ     2 1・2 
感染分子薬学演習Ⅳ   2 1・2 
感染分子薬学実習Ⅰ   2 1・2 
感染分子薬学実習Ⅱ   2 1・2 
感染分子薬学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染分子薬学論文研究Ⅱ   4 3・4 
病原細菌学演習Ⅰ     2 1・2 
病原細菌学演習Ⅱ     2 1・2 
病原細菌学演習Ⅲ     2 1・2 
病原細菌学演習Ⅳ   2 1・2 
病原細菌学実習Ⅰ   2 1・2 
病原細菌学実習Ⅱ   2 1・2 
病原細菌学論文研究Ⅰ   4 3・4 
病原細菌学論文研究Ⅱ   4 3・4 
病原原虫学演習Ⅰ     2 1・2 
病原原虫学演習Ⅱ     2 1・2 
病原原虫学演習Ⅲ     2 1・2 
病原原虫学演習Ⅳ   2 1・2 
病原原虫学実習Ⅰ   2 1・2 
病原原虫学実習Ⅱ   2 1・2 
病原原虫学論文研究Ⅰ   4 3・4 
病原原虫学論文研究Ⅱ   4 3・4 
熱帯ウイルス病学演習Ⅰ     2 1・2 
熱帯ウイルス病学演習Ⅱ     2 1・2 

熱帯感染症学 

熱帯ウイルス病学演習Ⅲ     2 1・2 
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熱帯ウイルス病学演習Ⅳ   2 1・2 
熱帯ウイルス病学実習Ⅰ   2 1・2 
熱帯ウイルス病学実習Ⅱ   2 1・2 
熱帯ウイルス病学論文研究Ⅰ   4 3・4 
熱帯ウイルス病学論文研究Ⅱ   4 3・4 
熱帯寄生虫学演習Ⅰ     2 1・2 
熱帯寄生虫学演習Ⅱ     2 1・2 
熱帯寄生虫学演習Ⅲ     2 1・2 
熱帯寄生虫学演習Ⅳ   2 1・2 
熱帯寄生虫学実習Ⅰ   2 1・2 
熱帯寄生虫学実習Ⅱ   2 1・2 
熱帯寄生虫学論文研究Ⅰ   4 3・4 
熱帯寄生虫学論文研究Ⅱ   4 3・4 
感染病理学演習Ⅰ     2 1・2 
感染病理学演習Ⅱ     2 1・2 
感染病理学演習Ⅲ     2 1・2 
感染病理学演習Ⅳ   2 1・2 
感染病理学実習Ⅰ   2 1・2 
感染病理学実習Ⅱ   2 1・2 
感染病理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染病理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
感染生化学演習Ⅰ     2 1・2 
感染生化学演習Ⅱ     2 1・2 
感染生化学演習Ⅲ     2 1・2 
感染生化学演習Ⅳ   2 1・2 
感染生化学実習Ⅰ   2 1・2 
感染生化学実習Ⅱ   2 1・2 
感染生化学論文研究Ⅰ   4 3・4 
感染生化学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子免疫遺伝学演習Ⅰ     2 1・2 
分子免疫遺伝学演習Ⅱ     2 1・2 
分子免疫遺伝学演習Ⅲ     2 1・2 
分子免疫遺伝学演習Ⅳ   2 1・2 
分子免疫遺伝学実習Ⅰ   2 1・2 
分子免疫遺伝学実習Ⅱ   2 1・2 
分子免疫遺伝学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子免疫遺伝学論文研究Ⅱ   4 3・4 
臨床熱帯医学演習Ⅰ     2 1・2 
臨床熱帯医学演習Ⅱ     2 1・2 
臨床熱帯医学演習Ⅲ     2 1・2 
臨床熱帯医学演習Ⅳ   2 1・2 
臨床熱帯医学実習Ⅰ   2 1・2 
臨床熱帯医学実習Ⅱ   2 1・2 
臨床熱帯医学論文研究Ⅰ   4 3・4 
臨床熱帯医学論文研究Ⅱ   4 3・4 
社会環境学演習Ⅰ     2 1・2 
社会環境学演習Ⅱ     2 1・2 
社会環境学演習Ⅲ     2 1・2 
社会環境学演習Ⅳ   2 1・2 
社会環境学実習Ⅰ   2 1・2 
社会環境学実習Ⅱ   2 1・2 
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社会環境学論文研究Ⅰ   4 3・4 
社会環境学論文研究Ⅱ   4 3・4 
熱帯医学情報学演習Ⅰ     2 1・2 
熱帯医学情報学演習Ⅱ     2 1・2 
熱帯医学情報学演習Ⅲ     2 1・2 
熱帯医学情報学演習Ⅳ   2 1・2 
熱帯医学情報学実習Ⅰ   2 1・2 
熱帯医学情報学実習Ⅱ   2 1・2 
熱帯医学情報学論文研究Ⅰ   4 3・4 
熱帯医学情報学論文研究Ⅱ   4 3・4 
生物環境学演習Ⅰ     2 1・2 
生物環境学演習Ⅱ     2 1・2 
生物環境学演習Ⅲ     2 1・2 
生物環境学演習Ⅳ   2 1・2 
生物環境学実習Ⅰ   2 1・2 
生物環境学実習Ⅱ   2 1・2 
生物環境学論文研究Ⅰ   4 3・4 
生物環境学論文研究Ⅱ   4 3・4 
国際保健学演習Ⅰ   2 1・2 
国際保健学演習Ⅱ   2 1・2 
国際保健学演習Ⅲ   2 1・2 
国際保健学演習Ⅳ   2 1・2 
国際保健学実習Ⅰ   2 1・2 
国際保健学実習Ⅱ   2 1・2 
国際保健学論文研究Ⅰ   4 3・4 
国際保健学論文研究Ⅱ   4 3・4 
臓器統合制御学演習Ⅰ     2 1・2 
臓器統合制御学演習Ⅱ     2 1・2 
臓器統合制御学演習Ⅲ     2 1・2 
臓器統合制御学演習Ⅳ   2 1・2 
臓器統合制御学実習Ⅰ   2 1・2 
臓器統合制御学実習Ⅱ   2 1・2 
臓器統合制御学論文研究Ⅰ   4 3・4 
臓器統合制御学論文研究Ⅱ   4 3・4 
医療政策学演習Ⅰ     2 1・2 
医療政策学演習Ⅱ     2 1・2 
医療政策学演習Ⅲ     2 1・2 
医療政策学演習Ⅳ   2 1・2 
医療政策学実習Ⅰ   2 1・2 
医療政策学実習Ⅱ   2 1・2 
医療政策学論文研究Ⅰ   4 3・4 
医療政策学論文研究Ⅱ   4 3・4 
ウイルス肝炎治療学演習Ⅰ     2 1・2 
ウイルス肝炎治療学演習Ⅱ     2 1・2 
ウイルス肝炎治療学演習Ⅲ     2 1・2 
ウイルス肝炎治療学演習Ⅳ   2 1・2 
ウイルス肝炎治療学実習Ⅰ   2 1・2 
ウイルス肝炎治療学実習Ⅱ   2 1・2 
ウイルス肝炎治療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
ウイルス肝炎治療学論文研究Ⅱ   4 3・4 

肝臓病学 

先端医療学演習Ⅰ     2 1・2 



 - 55 -

先端医療学演習Ⅱ     2 1・2 
先端医療学演習Ⅲ     2 1・2 
先端医療学演習Ⅳ   2 1・2 
先端医療学実習Ⅰ   2 1・2 
先端医療学実習Ⅱ   2 1・2 
先端医療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
先端医療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子免疫学演習Ⅰ     2 1・2 
分子免疫学演習Ⅱ     2 1・2 
分子免疫学演習Ⅲ     2 1・2 
分子免疫学演習Ⅳ   2 1・2 
分子免疫学実習Ⅰ   2 1・2 
分子免疫学実習Ⅱ   2 1・2 
分子免疫学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子免疫学論文研究Ⅱ   4 3・4 
機能形態学演習Ⅰ     2 1・2 
機能形態学演習Ⅱ     2 1・2 
機能形態学演習Ⅲ     2 1・2 
機能形態学演習Ⅳ   2 1・2 
機能形態学実習Ⅰ   2 1・2 
機能形態学実習Ⅱ   2 1・2 
機能形態学論文研究Ⅰ   4 3・4 
機能形態学論文研究Ⅱ   4 3・4 

 
 
 
９ 放射線医療科学専攻 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

放射線生物学演習Ⅰ     2 1・2 
放射線生物学演習Ⅱ     2 1・2 
放射線生物学演習Ⅲ     2 1・2 
放射線生物学演習Ⅳ   2 1・2 
放射線生物学実習Ⅰ   2 1・2 
放射線生物学実習Ⅱ   2 1・2 
放射線生物学論文研究Ⅰ   4 3・4 

放射線生命科学 

放射線生物学論文研究Ⅱ   4 3・4 
腫瘍・診断病理学演習Ⅰ     2 1・2 
腫瘍・診断病理学演習Ⅱ     2 1・2 
腫瘍・診断病理学演習Ⅲ     2 1・2 
腫瘍・診断病理学演習Ⅳ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学実習Ⅰ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学実習Ⅱ   2 1・2 
腫瘍・診断病理学論文研究Ⅰ   4 3・4 
腫瘍・診断病理学論文研究Ⅱ   4 3・4 
放射線応答解析学演習Ⅰ     2 1・2 
放射線応答解析学演習Ⅱ     2 1・2 
放射線応答解析学演習Ⅲ     2 1・2 
放射線応答解析学演習Ⅳ   2 1・2 

放射線障害医療学 

放射線応答解析学実習Ⅰ   2 1・2 
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放射線応答解析学実習Ⅱ   2 1・2 
放射線応答解析学論文研究Ⅰ   4 3・4 
放射線応答解析学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子病態生化学演習Ⅰ     2 1・2 
分子病態生化学演習Ⅱ     2 1・2 
分子病態生化学演習Ⅲ     2 1・2 
分子病態生化学演習Ⅳ   2 1・2 
分子病態生化学実習Ⅰ   2 1・2 
分子病態生化学実習Ⅱ   2 1・2 
分子病態生化学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子病態生化学論文研究Ⅱ   4 3・4 
放射線疫学演習Ⅰ     2 1・2 
放射線疫学演習Ⅱ     2 1・2 
放射線疫学演習Ⅲ     2 1・2 
放射線疫学演習Ⅳ   2 1・2 
放射線疫学実習Ⅰ   2 1・2 
放射線疫学実習Ⅱ   2 1・2 
放射線疫学論文研究Ⅰ   4 3・4 
放射線疫学論文研究Ⅱ   4 3・4 
人類遺伝学演習Ⅰ     2 1・2 
人類遺伝学演習Ⅱ     2 1・2 
人類遺伝学演習Ⅲ     2 1・2 
人類遺伝学演習Ⅳ   2 1・2 
人類遺伝学実習Ⅰ   2 1・2 
人類遺伝学実習Ⅱ   2 1・2 
人類遺伝学論文研究Ⅰ   4 3・4 
人類遺伝学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子治療学演習Ⅰ     2 1・2 
分子治療学演習Ⅱ     2 1・2 
分子治療学演習Ⅲ     2 1・2 
分子治療学演習Ⅳ   2 1・2 
分子治療学実習Ⅰ   2 1・2 
分子治療学実習Ⅱ   2 1・2 
分子治療学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子治療学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子診断学演習Ⅰ     2 1・2 
分子診断学演習Ⅱ     2 1・2 
分子診断学演習Ⅲ     2 1・2 
分子診断学演習Ⅳ   2 1・2 
分子診断学実習Ⅰ   2 1・2 
分子診断学実習Ⅱ   2 1・2 
分子診断学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子診断学論文研究Ⅱ   4 3・4 
分子設計学演習Ⅰ     2 1・2 
分子設計学演習Ⅱ     2 1・2 
分子設計学演習Ⅲ     2 1・2 
分子設計学演習Ⅳ   2 1・2 
分子設計学実習Ⅰ   2 1・2 
分子設計学実習Ⅱ   2 1・2 
分子設計学論文研究Ⅰ   4 3・4 
分子設計学論文研究Ⅱ   4 3・4 
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国際ヒバクシャ医療学演習Ⅰ     2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅱ     2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅲ     2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学演習Ⅳ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学実習Ⅰ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学実習Ⅱ   2 1・2 
国際ヒバクシャ医療学論文研究

Ⅰ 
  4 3・4 

国際ヒバクシャ医療

学 

国際ヒバクシャ医療学論文研究

Ⅱ 
  4 3・4 

 
 
 
１０ 生命薬科学専攻（修士課程） 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

創薬プロセス特論Ⅰ   １ 1・2 
創薬プロセス特論Ⅱ   １ 1・2 
創薬プロセス特論Ⅲ   １ 1・2 
創薬プロセス特論Ⅳ   １ 1・2 
特別薬科学演習Ⅰ   １ 1・2 
特別薬科学演習Ⅱ   １ 1・2 
生命薬科学トピックスⅠ     1 1・2 

共通科目 
 
 
 
 

生命薬科学トピックスⅡ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅰ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅱ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅲ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅳ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅴ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅵ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅰ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅱ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅲ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅳ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅴ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅵ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅶ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅷ     1 1・2 
Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅰ 

    1 1・2 

Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅱ 

    1 1・2 

Cell Biology for Health Science Ⅰ     1 1・2 
Cell Biology for Health Science Ⅱ     1 1・2 
Pharmacology of Pain and Drug  
Abuse Ⅰ 

    1 1・2 

Pharmacology of Pain and Drug   
Abuse Ⅱ 

    1 1・2 

分子創薬科学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmaceutical Organic  
Chemistry for Infectious Diseases 
Ⅰ 

    
1 1・2 
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Pharmaceutical Organic  
Chemistry for Infectious Diseases 
Ⅱ 

    
1 1・2 

Synthesis of Drugs for Infectious  
Diseases Ⅰ 

    1 1・2 

Synthesis of Drugs for Infectious  
Diseases Ⅱ 

    1 1・2 

Biotechnology for Infectious  
Diseases Ⅰ 

    1 1・2 

Biotechnology for Infectious  
Diseases Ⅱ 

    1 1・2 

Molecular Biology of Infectious   
Agents Ⅰ 

    1 1・2 

Molecular Biology of Infectious   
Agents Ⅱ   1 1・2 

分子創薬科学演習Ⅰ 4   1～2 
分子創薬科学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 

天然薬物資源学特論Ⅰ   1 1・2 
天然薬物資源学特論Ⅱ   1 1・2 
天然薬物資源学特論Ⅲ   1 1・2 
天然薬物資源学特論Ⅳ   1 1・2 
Natural Product Chemistry for  
Infectious Diseases Ⅰ   1 1・2 

Natural Product Chemistry for   
Infectious Diseases Ⅱ   1 1・2 

Resources of Marine Natural   
Medicines for Infectious Diseases   0.5 1・2 

Resources of Natural Medicines for 
Infectious Diseases   0.5 1・2 

天然薬物資源学演習Ⅰ 4   1～2 
天然薬物資源学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

天然薬物学 
 

Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 
ヘルスサイエンス特論Ⅰ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅱ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅲ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅳ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅴ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅵ   1 1・2 
Chemistry of Biofunctional  
Molecules for Infectious Diseases  
Ⅰ 

  1 1・2 

Chemistry of Biofunctional  
Molecules for Infectious Diseases  
Ⅱ 

  1 1・2 

Inorganic Chemistry in Health   
and Environmental Sciences Ⅰ   1 1・2 

Inorganic Chemistry in Health and 
Environmental Sciences Ⅱ   1 1・2 

健康薬科学 

Analytical Chemistry in Health    1 1・2 



 - 59 -

and Environmental Sciences Ⅰ 
Analytical Chemistry in Health  
and Environmental Sciences Ⅱ   1 1・2 

健康薬科学演習Ⅰ 4   1～2 
健康薬科学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 
Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 
臨床応用薬学特論Ⅰ   1 1・2 
臨床応用薬学特論Ⅱ   1 1・2 
臨床応用薬学特論Ⅲ   1 1・2 
臨床応用薬学特論Ⅳ   1 1・2 
臨床薬学演習Ⅰ 4   1～2 
臨床薬学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

臨床薬学 
 
 
 
 
 

Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 
 
 
 
１１ 生命薬科学専攻（博士後期課程） 

単位数 
講座等区分 科目 

区分 授業科目 
必修 選択必

修 選択 

標準 
履修 
年次 

 分子創薬科学演習Ⅱ 2    1 
 分子創薬科学演習Ⅲ 2    2 
 分子創薬科学演習Ⅳ    2 2・3 
 分子創薬科学論文研究Ⅰ 4    2 
 分子創薬科学論文研究Ⅱ    2 2・3 

E Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅲ 

   1 1・2・3

E Bioorganic Chemistry for  
Environmental Science Ⅳ 

   1 1・2・3

E Cell Biology for Health  
Science Ⅲ 

   1 1・2・3

E Cell Biology for Health  
Science Ⅳ 

   1 1・2・3

E Pharmacology of Pain and  
Drug Abuse Ⅲ 

   1 1・2・3

E Pharmacology of Pain and  
Drug Abuse Ⅳ 

   1 1・2・3

E 
Pharmaceutical Organic  
Chemistry for Infectious  
Diseases Ⅲ 

   1 1・2・3

E 
Pharmaceutical Organic  
Chemistry for Infectious  
Diseases Ⅳ 

   1 1・2・3

E Synthesis of Drugs for  
Infectious Diseases Ⅲ 

   1 1・2・3

E Synthesis of Drugs for  
Infectious Diseases Ⅳ 

   1 1・2・3

E Natural Product Chemistry 
for Infectious Diseases Ⅲ 

   1 1・2・3

分子創薬科学 

E Natural Product Chemistry    1 1・2・3
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for Infectious Diseases Ⅳ 

E Biotechnology for Infectious 
Diseases Ⅲ 

   1 1・2・3

E Biotechnology for Infectious 
Diseases Ⅳ 

   1 1・2・3

E Molecular Biology of  
Infectious Agents Ⅲ 

   1 1・2・3

E Molecular Biology of  
Infectious Agents Ⅳ 

   1 1・2・3

 Exercise Biomedical  
Sciences 

6    1～3 

 Experiment Biomedical  
Sciences 

4    1～3 

 環境薬科学演習Ⅱ 2    1 
 環境薬科学演習Ⅲ 2    2 
 環境薬科学演習Ⅳ    2 2・3 
 環境薬科学論文研究Ⅰ 4    2 
 環境薬科学論文研究Ⅱ    2 2・3 

E 
Chemistry of Biofunctional 
Molecules for Infectious  
Diseases Ⅲ 

   1 1・2・3

E 
Chemistry of Biofunctional 
Molecules for Infectious  
Diseases Ⅳ 

   1 1・2・3

E 
Inorganic Chemistry in  
Health and Environmental 
Sciences Ⅲ 

   1 1・2・3

E 
Inorganic Chemistry in  
Health and Environmental 
Sciences Ⅳ 

   1 1・2・3

E 
Analytical Chemistry in  
Health and Environmental 
Sciences Ⅲ 

   1 1・2・3

E 
Analytical Chemistry in  
Health and Environmental 
Sciences Ⅳ 

   1 1・2・3

 Exercise Biomedical  
Sciences 

6    1～3 

環境薬科学 

 Experiment Biomedical  
Sciences 

4    1～3 

 臨床薬学演習Ⅱ 2    1 
 臨床薬学演習Ⅲ 2    2 
 臨床薬学演習Ⅳ    2 2・3 
 臨床薬学論文研究Ⅰ 4    2 
 臨床薬学論文研究Ⅱ    2 2・3 

 Exercise Biomedical  
Sciences 

6    1～3 

臨床薬学 

 Experiment Biomedical  
Sciences 

4    1～3 

 薬用資源学演習Ⅱ 2    1 
 薬用資源学演習Ⅲ 2    2 
 薬用資源学演習Ⅳ    2 2・3 
 薬用資源学論文研究Ⅰ 4    2 

薬用資源学 

 薬用資源学論文研究Ⅱ    2 2・3 
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 Exercise Biomedical  
Sciences 

6    1～3 

 Experiment Biomedical  
Sciences 

4    1～3 

 医療薬学演習Ⅱ 2    1 
 医療薬学演習Ⅲ 2    2 
 医療薬学演習Ⅳ    2 2・3 
 医療薬学論文研究Ⅰ 4    2 

医療薬学 

 医療薬学論文研究Ⅱ    2 2・3 
 

 

別表第２ 

熱帯医学専攻の最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 

熱帯医学特論 24単位 
熱帯公衆衛生学特論 4単位 
海外熱帯医学臨床実習 2単位 

合計 30単位 
 
別表第３ 

保健学専攻（遺伝看護・遺伝カウンセリングコースを除く。）の最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 

全分野共通科目 6単位以上 
講座共通科目 4単位以上 
分野専門科目（備考1） 14単位以上 
その他（備考2） 6単位以上 

合計 30単位以上 
備考 

1 指導教員が指定する分野専門科目14単位（特論2単位，セミナー2単位及び特別研究10単位）

以上を履修する。 
2 全分野共通科目，講座共通科目及び分野専門科目のうち指導教員と相談の上，選択履修する。

この場合において，他の講座が開設する授業科目2単位までをこれに代えることができる。 
 

別表第４ 

保健学専攻における遺伝看護・遺伝カウンセリングコースの最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 

保健医療社会学特論 2単位 
保健学専攻の全分野共通科目 

医療倫理 2単位 
遺伝看護セミナー 2単位 保健学専攻看護学講座健康推進看護

学分野の専門科目 健康推進看護学分野特別研究 10単位 
分子遺伝系 2単位 
基礎遺伝解析学演習 2単位 
遺伝医療学 2単位 
医療情報学 1単位 
遺伝情報学 1単位 
カウンセリング技法 1単位 
遺伝看護実習 1単位 

研究科が開設する遺伝看護関連科目

遺伝カウンセリング実習 6単位 
合計 32単位 

備考 遺伝看護・遺伝カウンセリングコースの学生は，必修科目の他に保健学専攻の全分野共通

科目及び看護学講座の授業科目を履修することができる。 
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別表第５ 

医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻（各専攻の医学・歯学が

んプロフェッショナル養成コース，感染症研究者養成コース及び感染症専門医養成コースを除

く。）の最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 
生命医療科学セミナー 2単位 
生命医療科学概論 2単位以上 
生命医療科学特論 
生命医療科学実習 4単位以上 共通科目 

小計 8単位以上 
主科目 所属専攻が開設する授業科目（備考1） 16単位以上 
副科目 研究科が開設する授業科目（備考2） 6単位以上 

合計 30単位以上 
備考 

1 学生が所属する専攻が開設する演習，実習及び論文研究から，16単位以上を主科目として選

択する。 
2 研究科が開講するすべての専門科目から，6単位以上を選択する。 

 

 

別表第６ 

医療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学専攻の医学・歯学がんプロ

フェッショナル養成コースの最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 
生命医療科学セミナー 2単位 
生命医療科学概論 共通科目 
生命医療科学特論 

1単位以上 

集学的がん治療学特論 3単位 
集学的がん治療学実習 2単位 
研究科が指定するがん関連科目 8単位以上 

医学・歯学がんプロフェッ

ショナル養成コースの科目 
研究科が開設するがん関連科目 8単位以上 

主科目 所属専攻が開設する授業科目 8単位以上 
合計 32単位以上 

 
 
別表第７ 

新興感染症病態制御学系専攻の感染症研究者養成コース及び感染症専門医養成コースの最低修

得単位数 
コース 講座等区分 修得単位数 

生命医療科学セミナー 2単位 
生命医療科学概論 

 
共通科目 

生命医療科学特論 
1単位以上 

コース科目 感染症研究者養成コース（備考1） 4単位以上 
主科目 所属専攻が開設する授業科目（備考2） 16単位以上 

感染症研究

者養成コー

ス 

副科目 研究科が開設する授業科目（備考3） 8単位以上 
合計 31単位以上 

生命医療科学セミナー 2単位 
生命医療科学概論 

 
共通科目 

生命医療科学特論 
1単位以上 

コース科目 感染症専門医養成コース 5単位以上 
主科目 所属専攻が開設する授業科目（備考2） 16単位以上 

感染症専門

医養成コー

ス 

副科目 研究科が開設する授業科目（備考3） 8単位以上 
合計 32単位以上 
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備考 
１ 感染症研究者養成コースが開設する特論及び実習からそれぞれ2単位以上を選択する。 
２ 新興感染症病態制御学系専攻が開設する特論，演習及び実習から，16単位以上を主科目と

して選択する。ただし，その場合であっても，主科目のうち8単位を学生の選んだ専門分野に

関連の深い副科目を履修して主科目の単位に代えることができる。 
３ 研究科が開講するすべての専門科目から，8単位以上を選択する。 

 
 
別表第８ 

１ 生命薬科学専攻（修士課程）（特別コースを除く。）の最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 

特論（特別薬科学演習を含む。） 10単位以上 
所属講座が開設する演習 4単位 
所属講座が開設する特別実験 16単位 

合計 30単位以上 
 
２ 生命薬科学専攻（修士課程）特別コースの最低修得単位数 

コース 講座等区分 修得単位数 
Exercise Biomedical Sciences 4単位 
Experiment Biomedical Sciences 16単位 
他の授業科目 14単位以上 特別コース 

合計 34単位以上 
 
 
別表第９ 

１ 生命薬科学専攻（博士後期課程）（特別コースを除く。）の最低修得単位数 
講座等区分 修得単位数 

生命医療科学セミナー 2単位 
生命医療科学概論 2単位以上 
生命医療科学特論 2単位以上 共通科目 

小計 6単位以上 
主科目 所属専攻が開設する授業科目（備考1） 8単位以上 
副科目 研究科が開設する授業科目（備考2） 2単位以上 

合計 16単位以上 
備考 

１ 学生が所属する専攻が開設する演習及び論文研究（「Exercise Biomedical Sciences」及び

「Experiment Biomedical Sciences」を除く。）から，8単位以上を主科目として選択する。

ただし，その場合であっても，主科目のうち2単位を学生の選んだ専門分野に関連の深い副科

目を履修して主科目の単位に代えることができる。 
２ 研究科が開講するすべての専門科目（科目区分Eの授業科目，「Exercise Biomedical 

Sciences」及び「Experiment Biomedical Sciences」を除く。）から，2単位以上を選択する。 
 

２ 生命薬科学専攻（博士後期課程）特別コースの最低修得単位数 
コース 講座等区分 修得単位数 

科目区分Eの授業科目 6単位以上 
Exercise Biomedical Sciences 6単位 
Experiment Biomedical Sciences 4単位 特別コース 

合計 16単位以上 
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長崎大学大学院医歯薬学総合研究科規程新旧対照表 
 

新 旧 
（趣旨） 

第１条 この規程は，長崎大学大学院学則（平

成１６年学則第２号。以下「学則」という。）

及び長崎大学学位規則（平成１６年規則第１

１号。以下「学位規則」という。）に定めるも

ののほか，長崎大学大学院医歯薬学総合研究

科（以下「研究科」という。）の教育方法，課

程の修了要件等の教育課程に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（研究科の目的） 

第２条 研究科は，医学，歯学及び薬学分野に

おける教育研究内容の高度化及び学際化を図

ることにより，高度の専門的知識と経験を有

し，基礎研究，先端医療，創薬，保健行政，

国際貢献等の各分野において課題探求能力を

備えた研究者及び教育者を養成し，もって医

療科学の発展に資することを目的とする。 

 

（専攻，課程及び履修コース並びに専攻の目

的） 

第３条 研究科の専攻及び課程は，次のとおり

とする。 

専  攻 課  程 

熱帯医学専攻 

保健学専攻 
修士課程 

医療科学専攻 

新興感染症病態制

御学系専攻 

放射線医療科学専

攻 

博士課程 

修士課程 

 
生命薬科学専攻 

後期３年の課

程 

博士課程 

２～４ 略  

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 生命薬科学専攻の修士課程及び生命薬科学

専攻の後期３年の課程（以下「生命薬科学専

攻博士後期課程」という。）に，特別コースを

置く。 

６ 各専攻の教育研究上の目的は，次のとおり

とする。 

（1）～（5） 略  

 

第１条 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 同左 

 

 

 

 

 

 

 

（専攻，課程及び履修コース並びに専攻の目

的） 

第３条 同左 

 

専  攻 課  程 

熱帯医学専攻 

保健学専攻 
修士課程 

医療科学専攻 

新興感染症病態制

御学系専攻 

放射線医療科学専

攻 

博士課程 

前期２年の課

程 
生命薬科学専攻 

後期３年の課

程 

博士課程 

２～４ 同左  

５ 生命薬科学専攻の前期２年の課程（以下「生

命薬科学専攻博士前期課程」という。）に，薬

科学コース，臨床薬学コース及び特別コース

を置き，薬剤師の資格を有する臨床薬学コー

スの学生は，がん医療に携わる専門薬剤師養

成のためのカリキュラムを必修とするがん専

門薬剤師養成コースに所属することができ

る。 

６ 生命薬科学専攻の後期３年の課程（以下「生

命薬科学専攻博士後期課程」という。）に，特

別コースを置く。 

 

７ 同左 

 

（1）～（5） 同左  
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（6） 生命薬科学専攻の修士課程は，生命薬科

学専攻分野に関する高度の専門的知識及

び能力を修得させるとともに，薬科学に関

連する分野の基礎的素養を涵養し，高い国

際性と倫理観を備えた創薬研究者及び高

度専門職業人の育成を行うことを目的と

する。 

（7） 略 

第４条及び第５条 略 

（授業科目，単位数等） 

第６条 研究科における授業科目は，必修科目，

選択必修科目及び選択科目に分ける。 

２ 研究科における授業科目，単位数等は，別

表第１のとおりとする。 

３ 授業科目の授業は，原則として，前期及び

後期にそれぞれ開設する。 

第７条～第９条 略 

（生命薬科学専攻の修士課程の最低修得単位

数） 

第１０条 生命薬科学専攻の修士課程における

最低修得単位数は，別表第８に定めるとおり

とする。 

第１１条～第１５条 略 

（他の研究科及び大学院における履修等） 

第１６条 学則第１５条及び第１６条の規定に

より学生が履修した授業科目及び修得した単

位は，保健学専攻の修士課程にあっては２単

位を，医療科学専攻，新興感染症病態制御学

系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程に

あっては１０単位を，生命薬科学専攻の修士

課程にあっては６単位を，生命薬科学専攻博

士後期課程にあっては４単位を限度として，

第７条から第１１条までに規定する修得すべ

き授業科目及び単位として認定する。 

 

 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 学則第１７条の規定により，学生が

他の大学院又は研究所等（外国の大学院等を

含む。）において，必要な研究指導を受けるこ

とを認めることがある。ただし，生命薬科学

専攻の修士課程の学生については，当該研究

指導を受ける期間は１年を越えないものとす

る。 

第１８条及び第１９条 略 

（社会人及び外国人留学生のための特別選抜

試験） 

第２０条 社会人で入学を志願する者又は外国

人留学生として入学を志願する者があるとき

は，医療科学専攻，新興感染症病態制御学系

専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程に

あっては学則第２６条に規定する入学資格

を，保健学専攻及び生命薬科学専攻の修士課

（6） 生命薬科学専攻博士前期課程は，生命薬

科学専攻分野に関する高度の専門的知識

及び能力を修得させるとともに，薬科学及

び臨床薬学に関連する分野の基礎的素養

を涵養し，創薬及び環境の高度専門職業人

の育成を行うことを目的とする。 

 

（7） 同左 

第４条及び第５条 同左 

 

第６条 同左 

 

２ 同左 

 

３ 同左 

 

第７条～第９条 同左 

（生命薬科学専攻博士前期課程の最低修得単

位数） 

第１０条 生命薬科学専攻博士前期課程におけ

る最低修得単位数は，別表第８に定めるとお

りとする。 

第１１条～第１５条 同左 

（他の研究科及び大学院における履修等） 

第１６条 学則第１５条及び第１６条の規定に

より学生が履修した授業科目及び修得した単

位は，保健学専攻の修士課程にあっては２単

位を，医療科学専攻，新興感染症病態制御学

系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程に

あっては１０単位を，生命薬科学専攻博士前

期課程及び生命薬科学専攻博士後期課程に

あっては両課程を合わせて１０単位（うち生

命薬科学専攻博士後期課程は４単位以内）を

限度として，第７条から第１１条までに規定

する修得すべき授業科目及び単位として認定

する。 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 学則第１７条の規定により，学生が

他の大学院又は研究所等（外国の大学院等を

含む。）において，必要な研究指導を受けるこ

とを認めることがある。ただし，生命薬科学

専攻博士前期課程の学生については，当該研

究指導を受ける期間は１年を越えないものと

する。 

第１８条及び第１９条 同左 

（社会人及び外国人留学生のための特別選抜

試験） 

第２０条 社会人で入学を志願する者又は外国

人留学生として入学を志願する者があるとき

は，医療科学専攻，新興感染症病態制御学系

専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程に

あっては学則第２６条に規定する入学資格

を，保健学専攻の修士課程及び生命薬科学専
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程にあっては学則第２４条に規定する入学資

格を，生命薬科学専攻博士後期課程にあって

は学則第２５条に規定する入学資格を有する

と認められる者に限り，特別の入学者選抜試

験（以下「特別選抜試験」という。）を行い，

選抜することができる。 

２ 前項の特別選抜試験に関し必要な事項は，

別に定める。 

第２１条及び第２２条 略 

（最終試験） 

第２３条 略 

２ 略 

３ 略 

４ 生命薬科学専攻の修士課程の最終試験は，

第１０条に規定する最低修得単位数を修得

し，かつ，修士論文を提出した者について行

う。 

５ 略 

第２４条 略 

（課程修了の要件） 

第２５条 略 

２ 略 

３ 略 

４ 生命薬科学専攻の修士課程の修了の要件

は，当該課程に２年以上在学し，第１０条に

定める最低修得単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最

終試験に合格することとする。 

５ 略 

（学位の授与） 

第２６条 熱帯医学専攻，保健学専攻及び生命

薬科学専攻の修士課程，医療科学専攻，新興

感染症病態制御学系専攻及び放射線医療科学

専攻の博士課程並びに生命薬科学専攻博士後

期課程を修了した者には，学位規則の定める

ところにより，それぞれ修士又は博士の学位

を授与する。 

第２７条 略 

（がん専門インテンシブコース） 

第２８条 研究科においては，がんの診断・治

療・研究に必要な高度先進的な知識と技術を

習得した専門家の養成のため，研究科の学生

以外のがん医療に携わる医師等を対象に，医

療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及

び放射線医療科学専攻における医学・歯学が

んプロフェッショナル養成コースの授業科目

の一部を受講することができる，がん医療に

携わる医師等の研修コース（以下「がん専門

インテンシブコース」という。）を編成する。

 

 

２及び３ 略 

第２９条 略 

攻博士前期課程にあっては学則第２４条に規

定する入学資格を，生命薬科学専攻博士後期

課程にあっては学則第２５条に規定する入学

資格を有すると認められる者に限り，特別の

入学者選抜試験（以下「特別選抜試験」とい

う。）を行い，選抜することができる。 

２ 同左 

 

第２１条及び第２２条 同左 

（最終試験） 

第２３条 同左  

２ 同左 

３ 同左 

４ 生命薬科学専攻博士前期課程の最終試験

は，第１０条に規定する最低修得単位数を修

得し，かつ，修士論文を提出した者について

行う。 

５ 同左 

第２４条 同左 

（課程修了の要件） 

第２５条 同左 

２ 同左 

３ 同左 

４ 生命薬科学専攻博士前期課程の修了の要件

は，当該課程に２年以上在学し，第１０条に

定める最低修得単位を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最

終試験に合格することとする。 

５ 同左 

（学位の授与） 

第２６条 熱帯医学専攻及び保健学専攻の修士

課程，医療科学専攻，新興感染症病態制御学

系専攻及び放射線医療科学専攻の博士課程並

びに生命薬科学専攻博士前期課程及び博士後

期課程を修了した者には，学位規則の定める

ところにより，それぞれ修士又は博士の学位

を授与する。 

第２７条 同左 

（がん専門インテンシブコース） 

第２８条 研究科においては，がんの診断・治

療・研究に必要な高度先進的な知識と技術を

習得した専門家の養成のため，研究科の学生

以外のがん医療に携わる医師等を対象に，医

療科学専攻，新興感染症病態制御学系専攻及

び放射線医療科学専攻における医学・歯学が

んプロフェッショナル養成コース並びに生命

薬科学専攻博士前期課程がん専門薬剤師養成

コースの授業科目の一部を受講することがで

きる，がん医療に携わる医師等の研修コース

（以下「がん専門インテンシブコース」とい

う。）を編成する。 

２及び３ 同左 

第２９条 同左 
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附 則 

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行

する。 

２ 平成２２年３月３１日現在本研究科に在学

している者については，改正後の長崎大学大

学院医歯薬学総合研究科規程の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

 

別表第１ 

 

授業科目及び単位数 

１～９ 略 

（削る。） 

１０ （別紙２）のとおり 

１１ 生命薬科学専攻（博士後期課程） 略 

 

別表第２～別表第７ 略 

 

別表第８ （別紙４）のとおり 

 

別表第９ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ 

 

授業科目及び単位数 

１～９ 同左 

１０ （別紙１）のとおり 

１１ （別紙３）のとおり 

１２ 生命薬科学専攻（博士後期課程） 同左

 

別表第２～別表第７ 同左 

 

別表第８ （別紙４）のとおり 

 

別表第９ 同左 
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（別紙１） 

（旧） 

別表第１ 

 

授業科目及び単位数 
 
１０ 生命薬科学専攻（博士前期課程）におけるがん専門薬剤師養成コースの科目 

単位数 
区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

集学的がん治療学特論 3   1・2 共通科目 
集学的がん治療学実習   2 1・2 
基礎がん薬物治療学特論Ⅰ   1 1・2 
基礎がん薬物治療学特論Ⅱ   1 1・2 
薬物治療学特論   2 1・2 
医療情報解析学特論   2 1・2 
生物薬剤学特論   2 1・2 
臨床薬学特論   2 1・2 
病院薬学特論   2 1・2 
臨床薬学演習Ⅰ 4   1～2 
臨床薬学特別実験 8   1～2 

研究科が開設するが

ん関連科目 

臨床薬学実習 6   1 
研究科が開設するが

ん拠点病院における

実習 

がん薬物治療学基礎実習 
4   2 
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（別紙２） 

（新） 
１０ 生命薬科学専攻（修士課程） 

単位数 
講座等区分 授業科目 

必修 選択 
必修 選択 

標準 
履修 
年次 

創薬プロセス特論Ⅰ   １ 1・2 
創薬プロセス特論Ⅱ   １ 1・2 
創薬プロセス特論Ⅲ   １ 1・2 
創薬プロセス特論Ⅳ   １ 1・2 
特別薬科学演習Ⅰ   １ 1・2 
特別薬科学演習Ⅱ   １ 1・2 
生命薬科学トピックスⅠ     1 1・2 

共通科目 
 
 
 
 

生命薬科学トピックスⅡ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅰ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅱ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅲ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅳ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅴ     1 1・2 
メディシナルケミストリー特論Ⅵ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅰ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅱ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅲ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅳ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅴ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅵ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅶ     1 1・2 
メディカルバイオ特論Ⅷ     1 1・2 
Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅰ 

    1 1・2 

Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅱ 

    1 1・2 

Cell Biology for Health Science Ⅰ     1 1・2 
Cell Biology for Health Science Ⅱ     1 1・2 
Pharmacology of Pain and Drug 
Abuse Ⅰ 

    1 1・2 

Pharmacology of Pain and Drug 
Abuse Ⅱ 

    1 1・2 

Pharmaceutical Organic 
Chemistry for Infectious Diseases 
Ⅰ 

    
1 1・2 

Pharmaceutical Organic 
Chemistry for Infectious Diseases 
Ⅱ 

    
1 1・2 

Synthesis of Drugs for Infectious 
Diseases Ⅰ 

    1 1・2 

Synthesis of Drugs for Infectious 
Diseases Ⅱ 

    1 1・2 

Biotechnology for Infectious 
Diseases Ⅰ 

    1 1・2 

分子創薬科学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biotechnology for Infectious 
Diseases Ⅱ 

    1 1・2 
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Molecular Biology of Infectious 
Agents Ⅰ 

    1 1・2 

Molecular Biology of Infectious 
Agents Ⅱ   1 1・2 

分子創薬科学演習Ⅰ 4   1～2 
分子創薬科学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 

天然薬物資源学特論Ⅰ   1 1・2 
天然薬物資源学特論Ⅱ   1 1・2 
天然薬物資源学特論Ⅲ   1 1・2 
天然薬物資源学特論Ⅳ   1 1・2 
Natural Product Chemistry for 
Infectious Diseases Ⅰ   1 1・2 

Natural Product Chemistry for 
Infectious Diseases Ⅱ   1 1・2 

Resources of Marine Natural 
Medicines for Infectious Diseases   0.5 1・2 

Resources of Natural Medicines for 
Infectious Diseases   0.5 1・2 

天然薬物資源学演習Ⅰ 4   1～2 
天然薬物資源学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

天然薬物学 
 

Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 
ヘルスサイエンス特論Ⅰ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅱ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅲ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅳ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅴ   1 1・2 
ヘルスサイエンス特論Ⅵ   1 1・2 
Chemistry of Biofunctional 
Molecules for Infectious Diseases 
Ⅰ 

  1 1・2 

Chemistry of Biofunctional 
Molecules for Infectious Diseases 
Ⅱ 

  1 1・2 

Inorganic Chemistry in Health 
and Environmental Sciences Ⅰ   1 1・2 

Inorganic Chemistry in Health and 
Environmental Sciences Ⅱ   1 1・2 

Analytical Chemistry in Health 
and Environmental Sciences Ⅰ   1 1・2 

Analytical Chemistry in Health  
and Environmental Sciences Ⅱ   1 1・2 

健康薬科学演習Ⅰ 4   1～2 
健康薬科学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

健康薬科学 

Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 
臨床応用薬学特論Ⅰ   1 1・2 
臨床応用薬学特論Ⅱ   1 1・2 
臨床応用薬学特論Ⅲ   1 1・2 

臨床薬学 
 
 
 臨床応用薬学特論Ⅳ   1 1・2 
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臨床薬学演習Ⅰ 4   1～2 
臨床薬学特別実験 16   1～2 
Exercise Biomedical Sciences 4   1～2 

 
 

Experiment Biomedical Sciences 16   1～2 
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（別紙３） 

（旧） 
１１ 生命薬科学専攻（博士前期課程） 

単位数 
講座等区分 科目 

区分 授業科目 
必修 選択 

必修 選択 

標準 
履修 
年次 

A 医薬知財特論     1 1・2 共通科目 
A 特別薬科学演習     1 1・2 
A 生物有機化学特論Ⅰ     1 1・2 
A 生物有機化学特論Ⅱ     1 1・2 
A 細胞制御学特論Ⅰ     1 1・2 
A 細胞制御学特論Ⅱ     1 1・2 
A 分子薬理学特論Ⅰ     1 1・2 
A 分子薬理学特論Ⅱ     1 1・2 
A 薬品製造化学特論Ⅰ     1 1・2 
A 薬品製造化学特論Ⅱ     1 1・2 
A 医薬分子合成化学特論Ⅰ     1 1・2 
A 医薬分子合成化学特論Ⅱ     1 1・2 
A 天然物化学特論Ⅰ     1 1・2 
A 天然物化学特論Ⅱ     1 1・2 
A 薬品生物工学特論Ⅰ     1 1・2 
A 薬品生物工学特論Ⅱ     1 1・2 
A 分子病態学特論Ⅰ     1 1・2 
A 分子病態学特論Ⅱ     1 1・2 

D Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅰ 

    1 1・2 

D Bioorganic Chemistry for 
Environmental Science Ⅱ 

    1 1・2 

D Cell Biology for Health 
Science Ⅰ 

    1 1・2 

D Cell Biology for Health 
Science Ⅱ 

    1 1・2 

D Pharmacology of Pain and 
Drug Abuse Ⅰ 

    1 1・2 

D Pharmacology of Pain and 
Drug  Abuse Ⅱ 

    1 1・2 

D 
Pharmaceutical Organic 
Chemistry for Infectious 
Diseases Ⅰ 

    
1 1・2 

D 
Pharmaceutical Organic 
Chemistry for Infectious 
Diseases Ⅱ 

    
1 1・2 

D Synthesis of Drugs for 
Infectious Diseases Ⅰ 

    1 1・2 

D Synthesis of Drugs for 
Infectious Diseases Ⅱ 

    1 1・2 

D Natural Product Chemistry 
for Infectious Diseases Ⅰ 

    1 1・2 

D Natural Product Chemistry 
For Infectious Diseases Ⅱ 

    1 1・2 

分子創薬科学 

D Biotechnology for Infectious
Diseases Ⅰ 

    1 1・2 
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D Biotechnology for Infectious
Diseases Ⅱ 

    1 1・2 

D Molecular Biology of 
Infectious  Agents Ⅰ 

    1 1・2 

D Molecular Biology of 
Infectious  Agents Ⅱ   1 1・2 

D 
Resources of Marine 
Natural Medicines for 
Infectious Diseases 

  0.5 1・2 

D 
Resources of Natural 
Medicines for Infectious 
Diseases 

  0.5 1・2 

 分子創薬科学演習Ⅰ 4   1～2 
 分子創薬科学特別実験 16   1～2 

 Exercise Biomedical 
Sciences 4   1～2 

 Experiment Biomedical 
Sciences 16   1～2 

A 機能分子計測学特論Ⅰ   1 1・2 
A 機能分子計測学特論Ⅱ   1 1・2 
A 衛生化学特論Ⅰ   1 1・2 
A 衛生化学特論Ⅱ   1 1・2 
A 生体分析化学特論Ⅰ   1 1・2 
A 生体分析化学特論Ⅱ   1 1・2 
A 放射線影響学特論Ⅰ   1 1・2 
A 放射線影響学特論Ⅱ   1 1・2 

D 
Chemistry of Biofunctional 
Molecules for Infectious 
Diseases Ⅰ 

  1 1・2 

D 
Chemistry of Biofunctional 
Molecules for Infectious 
Diseases Ⅱ 

  1 1・2 

D 
Inorganic Chemistry in 
Health and Environmental 
Sciences Ⅰ 

  1 1・2 

D 
Inorganic Chemistry in 
Health and Environmental 
Sciences Ⅱ 

  1 1・2 

D 
Analytical Chemistry in 
Health and Environmental 
Sciences Ⅰ 

  1 1・2 

D 
Analytical Chemistry in 
Health and Environmental 
Sciences Ⅱ 

  1 1・2 

 環境薬科学演習Ⅰ 4   1～2 
 環境薬科学特別実験 16   1～2 

 Exercise Biomedical 
Sciences 4   1～2 

環境薬科学 

 Experiment Biomedical 
Sciences 16   1～2 

B 薬物治療学特論   2 1・2 
C 薬物相互作用学特論   2 1・2 
B 医療情報解析学特論   2 1・2 

臨床薬学 

C 臨床薬理学特論   2 1・2 
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C 臨床化学特論   2 1・2 
C 医療薬事行政論   1 1・2 
C 医療英語   1 1・2 
B 生物薬剤学特論   2 1・2 
B 臨床薬学特論   2 1・2 
B 病院薬学特論   2 1・2 
 臨床薬学演習Ⅰ 4   1～2 
 臨床薬学特別実験 8   1～2 
 臨床薬学実習 6   1～2 

 Exercise Biomedical 
Sciences 4   1～2 

 Experiment Biomedical 
Sciences 16   1～2 

A 生薬資源学特論   1 1・2 
A 薬品構造解析学特論   1 1・2 
 薬用資源学演習Ⅰ 4   1～2 
 薬用資源学特別実験 16   1～2 
 Exercise Biomedical 

Sciences 
4   1～2 

薬用資源学 

 Experiment Biomedical 
Sciences 

16   1～2 

C 臨床医学特論   2 1・2 
B 治療薬剤学特論   2 1・2 
B 感染症予防治療学特論   2 1・2 
 医療薬学演習Ⅰ 4   1～2 

医療薬学 

 医療薬学特別実験 8   1～2 
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（別紙４） 

（新） 

別表第８ 

 
１ 生命薬科学専攻（修士課程）（特別コースを除く。）の最低修得単位数 

講座等区分 修得単位数 
特論（特別薬科学演習を含む。） 10単位以上 
所属講座が開設する演習 4単位 
所属講座が開設する特別実験 16単位 

合計 30単位以上 
 
２ 生命薬科学専攻（修士課程）特別コースの最低修得単位数 

コース 講座等区分 修得単位数 
Exercise Biomedical Sciences 4単位 
Experiment Biomedical Sciences 16単位 
他の授業科目 14単位以上 特別コース 

合計 34単位以上 
 
 
 

 

（旧） 

別表第８ 

 
１ 生命薬科学専攻（博士前期課程）（がん専門薬剤師養成コースを除く。）の最低修得単位数 

コース 講座等区分 修得単位数 
科目区分Aの授業科目 14単位以上 
所属講座が開設する演習Ⅰ 4単位 
所属講座が開設する特別実験 16単位 薬科学コース 

合計 34単位以上 
科目区分Aの授業科目 2単位以上 
科目区分Bの授業科目 8単位以上 
科目区分Cの授業科目 4単位以上 
所属講座が開設する演習Ⅰ 4単位 
所属講座が開設する特別実験 8単位 
臨床薬学実習 6単位 

臨床薬学コース 

合計 32単位以上 
科目区分Dの授業科目 14単位以上 
Exercise Biomedical Sciences 4単位 
Experiment Biomedical Sciences 16単位 特別コース 

合計 34単位以上 
 
 
２ 生命薬科学専攻（博士前期課程）がん専門薬剤師養成コースの最低修得単位数 

講座等区分 修得単位数 
集学的がん治療学特論 

共通科目 
集学的がん治療学実習 3単位以上 

研究科が開設するがん関連科目 24単位以上 
がん専門薬剤師養成

コースの科目 
研究科が開設するがん拠点病院における実習 4単位 

合計 31単位以上 
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○長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授会規程 
平成１６年４月１日 

医歯薬学総合研究科規程第２号 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は，長崎大学教授会規則(平成１６年規則第８号)第１３条の規定に基づき，長

崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織，運営等に関し必要

な事項を定めるものとする。 
（組織） 

第２条 教授会は，次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 医歯薬学総合研究科(以下「研究科」という。)の教授(研究科の教育を担当しない教授，

研究科教授を命じられている国立大学法人長崎大学の理事，客員教授並びに連携講座及び寄

附講座の教授を除く。) 
(2) 研究科の教育を担当する熱帯医学研究所，医学部・歯学部附属病院，保健・医療推進セン

ター及び先導生命科学研究支援センターの教授 
２ 前項の規定にかかわらず，研究科教授を命じられている国立大学法人長崎大学の理事及び連

携講座の教授については，次条に定める審議事項のうち教授会が認める事項に係る審議に限り

構成員とすることができる。 
３ 教授会には，事務部長を出席させるものとする。 
（審議事項） 

第３条 教授会は，次に掲げる事項について審議する。 
(1) 教育課程の編成に関する事項 
(2) 学生の入学，課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 
(3) 研究科長の採用並びに教員の採用及び昇任に係る選考に関する事項 
(4) その他研究科に係る教育又は研究に関する重要事項 
（議長） 

第４条 研究科長は，教授会の議長となる。 
２ 議長は，教授会を主宰する。 
３ 議長に事故があるときは，副研究科長のうち年長者がその職務を代行する。 
（開催） 

第５条 教授会は，原則として，偶数月並びに9月及び3月の第1水曜日を定例の開催日とする。

ただし，必要があるときは，臨時に開催することができる。 
２ 議長は，教授会の開催日の3日前までに議案を通知するものとする。ただし，緊急の場合は，

この限りでない。 
（定足数） 

第６条 教授会は，構成員(次に掲げる者を除く。)の３分の２以上が出席しなければ，議事を開

き，議決することができない。 
(1) 海外渡航中の者 
(2) 休職者 
(3) 出勤停止者又は停職者 
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(4) 育児休業者 
（議決） 

第７条 教授会の議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。ただし，学位の授与に関する事項に係る議決は，長崎大学学位規則(平成

１６年規則第１１号)第１２条第２項の定めるところによる。 
（意見の聴取） 

第８条 議長が必要と認めたときは，教授会に構成員以外の者を出席させ，意見を聴取すること

ができる。 
（関係職員の出席） 

第９条 議長は，必要に応じ，関係職員を教授会に出席させることができる。 
（教員の採用等の選考における研究科長の役割） 

第１０条 教授会が教員の採用及び昇任のための選考に関する審議を行う場合において，研究科

長は，長崎大学における教員人事の方針を踏まえ，その選考に関し，教授会に対して意見を述

べることができる。 
（代議員会） 

第１１条 長崎大学教授会規則第9条第1項の規定に基づく代議員会として，次に掲げる代議員会

を置き，第3条に掲げる事項の一部の審議を委ねる。 
(1) 運営代表者会議 
(2) 医学系会議 
(3) 歯学系会議 
(4) 薬学系会議 
(5) 保健学系会議 
(6) 熱帯医学専攻会議 
(7) 学位論文事前審査会 
ア 医学系事前審査会 
イ 歯学系事前審査会 
ウ 薬学系事前審査会 

２ 前項により審議を委ねた事項については，代議員会の議決をもって教授会の議決とする。 
３ 代議員会の組織，審議事項，運営等に関し必要な事項は，別に定める。 
（教授会への報告等） 

第１２条 教授会は，必要に応じ，代議員会に前条第1項による審議結果を報告させることがで

きる。 
２ 前条第2項の規定にかかわらず，教授会は，必要があると認めるときは，前条第1項により審

議を委ねた事項について，再審議を行い，議決することができる。 
（委員会） 

第１３条 教授会に，必要に応じ，委員会を置くことができる。 
２ 前項の委員会に関し必要な事項は，別に定める。 
（議事要録） 

第１４条 研究科長は，議事要録を作成し，保管するものとする。 
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（事務） 
第１５条 教授会の事務は，総務課において処理する。 
（補則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか，教授会の運営の細部等に関し必要な事項は，別に定め

ることができる。 
 

附 則 
この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成１８年３月２８日医歯薬学総合研究科規程第３号） 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２０年３月１９日医歯薬学総合研究科規程第２号） 
この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２０年４月１日医歯薬学総合研究科規程第５号） 
この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 設置の趣旨等を記載した書類 
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１．設置の趣旨及び必要性 

（１）設置の趣旨 

 日本の近代薬学の歴史は，長崎の出島を舞台としたオランダとの学術交流から始まっ

た。幕末から明治にかけて多くの外国人医師や薬剤師がオランダを経由して来日し，長

崎で教鞭をとった。長崎の地で化学や薬学の教育を受けた多くの日本人が各地で活躍す

ることにより，日本における薬学の基礎が築かれた。これを契機に，日本の薬学研究は

天然物化学や有機化学を核とし，衛生化学等の学術分野も加わることで独自の発展を遂

げてきた。その後，さらに分子生物学やゲノム科学等が薬学に加わり，薬学は生命科学

の総合的な担い手として現代の医療科学の維持・発展に不可欠なものとなっている。 

 このような背景のもと，長崎大学薬学部では「ヒトの健康を目指して」を標語に掲げ，

創薬研究者・技術者及び薬剤師の両者を育成することを基本方針としてきた。この方針

のもとに，研究及び人材育成の面でこれまで多くの成果を挙げてきており，平成 20 年

に薬学出身者として日本で初めてノーベル化学賞を受賞した下村 脩博士も本学薬学部

卒業生の一人である。 

一方，近年における薬学教育の複雑化・高度化に対応し，臨床現場からの強い要望に

応える形で，平成 18 年度から薬学部において６年制課程が開始された。この制度改革

により，既設及び新設の私立薬系大学の大部分は薬剤師の養成に軸足を移し，創薬研究

者・技術者の養成は国公立大学薬学部が主に担うという構造が出来上がった。長崎大学

薬学部においても従来の基本方針を継承し，薬科学科（４年制課程，定員 40 名）と薬

学科（６年制課程，定員 40 名）の２学科を併置した。この際に，カリキュラムの大幅

な改定を行い，薬科学科と薬学科におけるそれぞれの教育の特性化と充実を図り，効果

的な学部専門教育体制の再構築を行ったところである。 

 以上の背景を踏まえて，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科に薬科学科（４年制課程）

を基盤とする生命薬科学専攻（修士課程）を新たに設置し，医薬品の創製に関する高度

の専門的知識，研究能力と医薬品開発能力を習得させ，世界に通用する独創的な医薬品

の創製に貢献できる人材を育成することを目標とする。 

 なお，生命薬科学専攻（修士課程）の設置と共に，特別コースの設置も予定している。

これは，主にアジア地域等の発展途上国からの大学院学生に対して，統一的なカリキュ

ラムのもとに高度医療技術の知識，特に感染症，感染症創薬，生化学，衛生，環境に主

眼をおいて英語による教育・研究を行い，当該発展途上国において将来の政策立案に係

わるような影響力のある有為の人材を多く育てるためのコースであり，文部科学省によ
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る「国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」に基づき留学

生を受け入れるものである。この特別コースに関しては，「15.特別コース」においてそ

の概要を説明するが，平成 18 年度に設置した既設の特別コースの博士前期課程カリキ

ュラムをそのまま踏襲するものであることから，本専攻の趣旨説明においては特に言及

しないものとする。 

 

（２）設置の必要性 

１）社会的背景からみた必要性 

 近年，急速な高齢化，疾病構造の変化，健康意識の高まりや登録販売者制度に代表さ

れる医薬品販売制度の見直し等，薬学を取り巻く社会的環境の変化には著しいものがあ

る。これに歩調を合わせる形で，薬学研究・教育も急速に複雑かつ多様化し，高度化し

ている。また，医薬品産業に関わる世界情勢も大きく変化し，合併や提携等による再編

成，グローバル化が一層加速しつつある。このような背景のもと，急速に進展する社会

的変化に即応でき，かつ創薬研究・開発において独創性を発揮することで国際競争力を

維持し，発展させることのできる人材が強く求められている。しかしながら，平成 18

年度の薬学６年制課程の開始により，薬系大学において創薬研究者・技術者の養成を目

的とする教育課程を有する学科は相対的に減少し，今後の創薬科学研究や医薬品開発を

担う人材の育成に危機感が持たれている。 

このような社会の要請に応えるために，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科に生命薬

科学専攻（修士課程）を設置し，医薬品の創製に関わる生命科学分野で先進的かつ独創

的な研究を推進し，「ヒトの健康」の増進・維持に貢献できる人材を育成することで社

会貢献を目指すものである。（資料１） 

 

２）教育的背景からみた必要性 

 現在，長崎大学薬学部薬科学科では，製薬企業の医療情報担当者（MR）や学術職，医

薬品・健康食品・香粧品関連産業における製造・品質管理担当者，及び環境保全に携わ

る公務員等への就職を念頭に，「医薬品の創製，環境衛生等に関する専門的知識を習得

させ，主体性と科学的創造性を備えた研究者，技術者として社会に貢献しうる有為の人

材を育成すること」を目的として，薬学全般に関する基礎知識及び創薬科学に関する基

礎・専門的知識，技術の習得を目指した学部教育を行っている。 

 一方，医療・保健環境の高度化・複雑化に伴い，医薬品開発，食品衛生，環境保全や
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臨床開発等の多様な分野で能力を発揮できる人材など，さらに高度な専門的知識と能力

を有する創薬研究者及び指導的な高度専門職業人が求められている。 

しかしながら，学部教育では，薬学全般や創薬科学に関する基礎知識及び技術の習得

を中心にカリキュラムを編成しており，要求される高度な研究能力，専門知識，国際性

等を有する人材の育成は困難であり，４年制学士課程からつながる修士課程進学後の高

度な専門教育が必要である。 

また，薬学６年制課程の開始に先立って，製薬企業を中心に行ったアンケート調査で

も，回答した企業の 88％が採用条件として研究能力を第一に挙げ，94％の企業が学部

及びそれに続く修士課程での計６年間の教育を受けた人材が必要であると答えている

（資料２）。 

 そのため本専攻では，学部教育を土台とし，さらに創薬の過程を包括的に理解させ，

かつ医療現場の実態を把握し，総合的な見地から「ヒトの健康」の増進・維持に貢献で

きるための専門教育を行うものである。 

なお，これらの専門教育を習得した修了生の就職先としては，医薬品・健康食品・香

粧品及び環境関連産業における研究・開発職のほか，医薬品，農薬及び一般化学品の安

全性評価等に関わる職種，臨床開発試験業務に携わる治験コーディネーター（CRC）や

治験の監視を行う治験モニター（CRA）等を予定している（資料３）。 

 

（３）教育・研究の理念 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科の基本理念は「医学，歯学及び薬学の知を結集し，

生命・医療科学分野における教育研究内容の学際化・高度化・先端化及び国際化を図る

ことによって，高度の専門知識・技術を基盤にした医療科学の発展に資する。」となっ

ている。この研究科の構成組織である生命薬科学専攻（修士課程）においては，医歯薬

融合型の本研究科の理念を活かしつつ，「生命薬科学専攻分野に関する高度の専門的知

識及び能力を習得させるとともに，薬科学に関連する分野の基礎的素養を涵養し，高い

国際性と倫理観を備えた創薬研究者及び高度専門職業人の育成を行う。」ことを理念と

する。 

 

２．生命薬科学専攻(修士課程)の設置時期とその後の将来構想 

 本専攻の設置時期は，平成２２年４月１日を予定している。さらに，より高度な専門

的知識及び能力を身につけた創薬科学研究者及び高度専門職業人の養成を目的として，
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本専攻を基盤とする博士後期課程を平成２４年４月１日に設置することを計画してい

る。一方，同時期に博士課程の新たな設置も予定している。これは，平成１８年度に設

置した薬学科（６年制課程）を基盤とするものであり，臨床や薬剤師教育の場において

指導的な立場に立てる薬学研究者及び教育者を育成することを目的としている（資料

４）。 

 

３．専攻の名称及び学位の名称 

 薬学部４年制課程及びその上に位置する大学院の卒業者及び修了者に与える学位の

名称に関しては，文部科学省によって「薬科学」の名称を使用することが推奨されてい

る。本専攻においては，生命科学を基本とする創薬科学研究・教育の推進を目的とする

ことから，専攻及び学位の名称に関してそれぞれ以下に示す名称を用いることとする。 

 

（１）専攻の名称 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻（修士課程） 

英語名称：Nagasaki University, Graduate School of Biomedical Sciences, Course 

of Pharmaceutical Sciences 

 

（２）学位の名称 

 修士（薬科学） 

英語名称：Master of Pharmaceutical Science 

 

４．教育課程の編成の考え方及び特色 

（１）教育課程の特徴 

平成 18 年度に始まった薬学６年制教育以前の長崎大学薬学部においては，薬剤師と

創薬研究者の両者の育成を基本方針としており，これに基づいて薬学及び薬科学教育の

バランスに配慮した教育課程が編成されていた。しかし，いずれの教育課程も薬剤師国

家試験への対応に配慮したものであり，このような教育の結果，薬剤師国家試験は国立

大学薬学部において比較的高い合格率を維持してきた（新卒者対象：過去５年間で

81.71％以上）。この学士課程の上に設置された現行の博士前期課程には薬科学コースと

臨床薬学コースが存在している。薬科学コースは，創薬研究者・技術者の養成を主目的

とし，臨床薬学コースは高度薬剤師の養成を主な目的としている。従って，臨床薬学コ
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ースは，薬剤師免許の取得者であることを前提とし，病院・薬局での実務実習や臨床薬

学に関わる授業科目の取得を義務付けるものであった。現行の博士前期課程への進学希

望者はこのコースのどちらかを選択し，それぞれに特化した教育を受けたのち，就職あ

るいは博士後期課程への進学を選択していた。現行の博士前期課程の特徴として，いず

れのコースの大学院生もそのほとんどが薬剤師免許を有する状態で在籍していたこと

が挙げられる。カリキュラム的には，基本的に各研究室単位で講義科目を提供し，その

選択には所属のコースによって一定の制限が設けられていた（資料５）。 

 一方，薬学６年制開始後も長崎大学薬学部では，学部教育において薬剤師と創薬研究

者の両者を育成するという従来の基本方針を踏襲し，薬学科（６年制課程）及び薬科学

科（４年制課程）の定員をそれぞれ４０名に設定している。薬学新制度の導入によって

それぞれの学科に応じた教育課程の編成が可能になったことにより，薬科学科において

は創薬科学の教育に特化した講義科目（創薬科学Ⅰ～Ⅲ，実験計画法等）の導入が可能

になった。 

このような教育課程を経た卒業生を対象として設置される本専攻は，創薬研究者や高

度専門職業人の育成を主な目的としており，そのために特徴的な講義科目である創薬プ

ロセス特論の開設に加え，創薬基礎教育の系統化を図っている。また，医療薬学教育も

取り入れることで，創薬研究者や高度専門職業人としての資質を高め，広い視野，深い

見識と応用能力を醸成するカリキュラム編成となっている。これらの医療薬学に関する

教育は，修士課程修了後の臨床開発試験等に関わる研究者や治験コーディネーター

（CRC）等の高度専門職業人としての進路選択を支援するものでもあり，この就職分野

の開拓も目的としている（資料６）。 

 

以下に，修士課程の教育課程の構成を簡単に列挙する。 

① 講義科目：本専攻の特色である創薬プロセス特論により，創薬リード化合物の探索

から臨床試験に至る創薬の全過程に関する包括的知識を習得させるとともに，医療

倫理，薬事制度及び関連制度や知的財産権・先発権等に関する教育を行う。さらに，

特別薬科学演習によって，発表や討議に関わる能力の醸成を行う。生命薬科学トピ

ックスにおいては，創薬に関する最先端研究への理解を深めさせるとともに，外国

人招聘研究者等による英語での講義を導入し，国際性の涵養を行う。また，従来は

研究室単位で開設していた講義科目を，メディシナルケミストリー特論，メディカ

ルバイオ特論，天然薬物資源学特論，ヘルスサイエンス特論に統合・再編成し，そ
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れぞれが創薬科学に必要な教育を系統的に行えるようにした。これによって，創薬

科学及び生命科学の各領域に関する基礎的知識を効果的に習得させる。さらに，臨

床応用薬学特論（医療情報解析，薬物動態，薬物相互作用，遺伝子診断とテーラー

メイド医療等の教育内容が含まれる）を設け，創薬あるいは臨床開発に必要な基礎

知識及び倫理観を習得させる。 

② 演習：所属講座が開設する演習を通じて，発表能力や英語の読解力及び情報収集能

力を形成させる。 

③ 特別実験：所属講座が開設する特別実験を通じて，実験計画の立案・遂行能力，課

題発見能力，問題解決能力を涵養し，創薬の高度専門職業人に必要な実践力を形成

させる。 

授業科目 

単位数 
講座等区分 授業区分 

必修 選択 

標準履

修年次 

創薬プロセス特論Ⅰ  1 1・2 

創薬プロセス特論Ⅱ  1 1・2 

創薬プロセス特論Ⅲ  1 1・2 

創薬プロセス特論Ⅳ  1 1・2 

特別薬科学演習Ⅰ  1 1・2 

特別薬科学演習Ⅱ  1 1・2 

生命薬科学トピックスⅠ  1 1・2 

共通科目 

生命薬科学トピックスⅡ  1 1・2 

メディシナルケミストリー特論Ⅰ  1 1・2 

メディシナルケミストリー特論Ⅱ  1 1・2 

メディシナルケミストリー特論Ⅲ  1 1・2 

メディシナルケミストリー特論Ⅳ  1 1・2 

メディシナルケミストリー特論Ⅴ  1 1・2 

メディシナルケミストリー特論Ⅵ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅰ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅱ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅲ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅳ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅴ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅵ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅶ  1 1・2 

メディカルバイオ特論Ⅷ  1 1・2 

分子創薬科学演習Ⅰ 4  1～2 

分子創薬科学 

分子創薬科学特別実験 16  1～2 
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天然薬物資源学特論Ⅰ  1 1・2 

天然薬物資源学特論Ⅱ  1 1・2 

天然薬物資源学特論Ⅲ  1 1・2 

天然薬物資源学特論Ⅳ  1 1・2 

天然薬物資源学演習Ⅰ 4  1～2 

天然薬物学 

天然薬物資源学特別実験 16  1～2 

ヘルスサイエンス特論Ⅰ  1 1・2 

ヘルスサイエンス特論Ⅱ  1 1・2 

ヘルスサイエンス特論Ⅲ  1 1・2 

ヘルスサイエンス特論Ⅳ  1 1・2 

ヘルスサイエンス特論Ⅴ  1 1・2 

ヘルスサイエンス特論Ⅵ  1 1・2 

健康薬科学演習Ⅰ 4  1～2 

健康薬科学 

健康薬科学特別実験 16  1～2 

臨床応用薬学特論Ⅰ  1 1・2 

臨床応用薬学特論Ⅱ  1 1・2 

臨床応用薬学特論Ⅲ  1 1・2 

臨床応用薬学特論Ⅳ  1 1・2 

臨床薬学演習Ⅰ 4  1～2 

臨床薬学 

臨床薬学特別実験 16  1～2 

 

５．教員組織の編成の考え方及び特色 

（１）組織構成と名称 

生命薬科学専攻には，以下に示す講座及び専門分野を設ける。 

各講座の主な研究・教育内容は以下の通りである。 

・分子創薬科学講座：医薬品の開発に関わる分子・細胞生物学的研究，生化学的研

究，有機化学的研究。 

・天然薬物学講座：医薬品資源の探索及びその構造，機能解明に関する研究。 

・健康薬科学講座：医薬品の開発に関わる物理・分析化学的研究，衛生化学的研究。 

・臨床薬学講座：テーラーメイド医療，薬物送達，医薬品情報解析等に関する研究。 

 いずれの講座も医薬品の創製に関わる生命科学分野の根幹をなすものであり，薬科学

教育に必要な広範囲の学術領域を網羅している。各専門分野は有機的に連携して系統的

な基礎教育及び先端科学に関わる講義を行う。各教員はそれぞれの研究・教育領域にお

いて十分な業績を有しており，特別コースにおいて英語による講義や指導を行う能力も

有している。 

現在予定している教員の年齢構成は２０歳代から６０歳代までであり，バランスのと
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れた適切な構成となっている。 

 創薬プロセス特論の講義に関しては，製薬企業等で実務経験を有する研究者・技術者

を非常勤講師として採用し，創薬に関わる全過程をオムニバス形式により系統的に講義

する。 

 

講座 専門分野 

細胞制御学 

分子薬理学 

薬化学 

薬品製造化学 

医薬品合成化学 

薬品生物工学 

分子創薬科学 

感染分子薬学 

天然薬物学 天然物化学 

機能性分子化学 

衛生化学 健康薬科学 

薬品分析化学 

薬物治療学 

医療情報解析学 臨床薬学 

薬剤学 

医歯薬学総合研究科附属薬用植物園 薬用植物学 

 

（２）専攻の組織 

本専攻は，大学院医歯薬学総合研究科の教員で組織する。 

教員現員 
学生定員 

教授 准教授 講師 助教 計 
備考 

生命薬科学専攻 
３６ １２ １６ ０ ７ ３５  

 

６．教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

（１）授業科目 

授業科目は，特論１単位（１単位１５時間，特別薬科学演習を含む），演習４単位（１

単位３０時間），特別実験１６単位（１単位４５時間）からなる。これに加えて生命薬

科学の各専門分野にそった研究立案を行い，修士論文を作成する。なお，修士論文は公
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開審査を行うとともに，専攻において保管・管理し，随時閲覧可能とする。 

 

（２）履修方法 

 最低修得単位数 

授業区分 修得単位数 

特論（特別薬科学演習を含む） １０単位以上 

所属講座（専門分野）が開設する演習Ⅰ ４単位 

所属講座（専門分野）が開設する特別実験 １６単位 

合計 ３０単位以上 

 

（３）修了要件 

 本専攻に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

 

（４）履修例 

本専攻修了者の進路としては，前述した多様な職種が想定されるが，ここでは，①企

業において医薬品合成を通じて新薬開発に関わる創薬研究者を目指す学生（創薬科学全

般に関する包括的な知識と構造解析や有機合成化学に関する深い造詣が求められる），

②官公庁等で食品衛生管理や環境保全に関わる研究者を目指す学生（化合物の安全性や

代謝に関する知識や，計測法及び生体影響評価に関する深い造詣が求められる），③医

療・臨床開発分野で高度専門職業人を目指す学生（創薬過程全般に関する知識に加え，

臨床試験や承認審査等の薬事制度に関する深い造詣が求められる），を例にとった履修

モデルを示し，以下に履修に関する考え方の要点を記すこととする。 

 

・いずれの履修モデルにおいても創薬プロセス特論を受講させる。特に，①の学生は創

薬プロセス特論Ⅰ～Ⅳの履修によって有機化学に関する知識に加え，創薬研究者と

して必要な創薬過程全般に関わる知識と広い視野を得ることができる。また，創薬

プロセス特論Ⅱ及びⅢは動物や培養細胞を用いる医薬品・化学物質の安全性評価試

験や体内動態試験等を含んでおり，②の学生にとっても極めて有用である。さらに，

創薬プロセス特論Ⅲ及びⅣは③の学生にとって必須の知識となる臨床試験や承認審

査制度等を含んでいる。 

・①～③のすべての学生を対象に生命薬科学トピックスと特別薬科学演習を受講させる。
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生命薬科学トピックスは創薬や生命科学に関わる最先端情報を教授することに加え，

外国人招聘研究者等による英語での講義と討議を導入することで国際性の涵養を行

う。特別薬科学演習においては，学会等での研究成果発表という一連のプロセスを

通じて，研究の総括，発表，討議等に関わる能力を醸成する。 

・ ①の学生においては，有機化学的思考能力や知識及び応用力の習得をメディシナル

ケミストリー特論及び天然薬物資源学特論の履修によって行う。 

・②の学生においては，ヘルスサイエンス特論の履修を中心とした履修モデルによって，

化学物質の計測法及び人体や環境に与える影響の評価法等に関する知識と応用力を

習得する。 

・③の学生においては，臨床応用薬学特論の履修を中心とした履修モデルによって，医

療情報解析，薬物動態，安全性薬理等に関する知識と応用力を習得する。 

・①～③の学生は，所属講座が開設する演習Ⅰ及び特別実験の履修を通じて，関連分野

に関わる英語学術論文の読解力やプレゼンテーション能力を習得するとともに，研

究課題の遂行を通して，実験の立案，実施，実験結果の解析，問題解決等に関する

能力を身につける。 

 

① 企業で医薬品合成を通じて新薬開発に関わる創薬研究者を目指す学生のための

履修モデル 

１年次 ２年次 

授業区分 授業科目 前
期 

後
期 

前
期 

後
期 

創薬プロセス特論Ⅰ 1    

創薬プロセス特論Ⅱ  1   

創薬プロセス特論Ⅲ   1  

創薬プロセス特論Ⅳ    1 

生命薬科学トピックスⅠ  1   

メディシナルケミストリー特論Ⅰ 1    

メディシナルケミストリー特論Ⅱ 1    

メディシナルケミストリー特論Ⅲ  1   

天然薬物資源学特論Ⅰ 1    

講  義 

特別薬科学演習Ⅱ  1 

演  習 分子創薬科学演習Ⅰ ４ 

特別実験 分子創薬科学特別実験 １６ 

計  ３０ 
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② 官公庁等で食品衛生管理や環境保全に関わる研究者を目指す学生のための履修

モデル 
１年次 ２年次 

授業区分 授業科目 前
期 

後
期 

前
期 

後
期 

創薬プロセス特論Ⅱ  1   

創薬プロセス特論Ⅲ   1  

生命薬科学トピックスⅠ  1   

メディシナルケミストリー特論Ⅰ 1    

メディシナルケミストリー特論Ⅱ 1    

メディカルバイオ特論Ⅰ 1    

ヘルスサイエンス特論Ⅰ 1    

ヘルスサイエンス特論Ⅱ 1    

ヘルスサイエンス特論Ⅲ  1   

講  義 

特別薬科学演習Ⅱ  1 

演  習 健康薬科学演習Ⅰ ４ 

特別実験 健康薬科学特別実験 １６ 

計  ３０ 

 

③ 医療・臨床開発分野で高度専門職業人を目指す学生のための履修モデル 
１年次 ２年次 

授業区分 授業科目 前
期

後
期

前
期

後
期

創薬プロセス特論Ⅰ 1    

創薬プロセス特論Ⅱ  1   

創薬プロセス特論Ⅲ   1  

創薬プロセス特論Ⅳ    1 

生命薬科学トピックスⅠ  1   

メディシナルケミストリー特論Ⅰ 1    

メディカルバイオ特論Ⅰ 1    

臨床応用薬学特論Ⅰ 1    

臨床応用薬学特論Ⅱ  1   

講  義 

特別薬科学演習Ⅱ  1 

演  習 臨床薬学演習Ⅰ ４ 

特別実験 臨床薬学特別実験 １６ 

計  ３０ 
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（５）履修指導・研究指導の方法等 

大学院担当の教務委員は，授業科目の円滑な履修のために，学生に対してオリエンテ

ーションを行い，授業計画書（シラバス），履修の手引等を用いて履修に関する説明や

指導を行うとともに，長崎大学学位規則，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科規程等の

説明を行う。 

主任指導教員は，学生が履修する授業科目を選定する際に履修指導を行い，学位論文

を作成する際には必要な研究指導を行う。また，主任指導教員は，研究の進捗状況を常

に把握し，研究計画の円滑な進展を支援する。 

学位論文審査体制については，審査の厳格性，透明性を確保するため，教授会におい

て審査委員（主査１人，副査２人以上）を選出し論文の審査を行い，学生による学位論

文発表会を公開で行った上で，審査委員から論文審査の結果の要旨を書面により報告を

受けた後，教授会において合否の議決判定を行うこととしている（出席者の３分の２以

上の賛成が必要）。 

なお，本学における研究の倫理審査体制については，「長崎大学における研究活動の

不正行為防止等に関する規程」を制定し，研究活動の不正行為（研究者が発表した研究

成果の中に示されたデータ，調査結果等の捏造，改ざん，盗用）の防止及び研究活動の

不正活動に厳正かつ適切に対応するための措置等に関し必要な事項を定めており，不正

防止計画推進室において必要な措置を講ずるとともに，不正行為に関する申立て窓口を

設置して対応している。 

 

（６）指導教員の決定 

① ホームページ等により，各専門分野の教育・研究内容を開示する。 

② オフィスアワー等を利用して，学生が研究室を見学できる機会を設ける。 

③ 学生に各専門分野の受入れ体制を明示するとともに配属志望調査を行い，入学

試験の成績と併せて指導教員を決定する。 

 

（７）開設授業科目と担当教員 

 本専攻の特徴的な授業科目である創薬プロセス特論に関しては，創薬の高度専門職業

人の育成を目的とするため，実際の創薬に携わる現役の企業人や研究者を非常勤講師と

して採用する。その他，生命科学に関する基礎知識の習得を目的とする科目に関しては，

特論毎に複数の教員が連携して系統的な講義を行う。さらに，各分野の教員や外国人招
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聘研究者等が最先端技術に関する解説も担当する。 

 

７．施設・設備等の整備計画 

（１）講義室等の施設，機械・器具類の整備計画 

 講義室に関しては，薬学部の講義室１室（収容人数 100 名・126 ㎡）を確保する。ま

た，各専門分野の研究室内にスペースを設け，大学院学生の自習用に供する。セミナー

室（115 ㎡）等に関しては，学部学生との共用を考えている。さらに，厚生を目的とし

た既存のリフレッシュルーム（156 ㎡）にもインターネットに接続可能な無線 LAN 等が

設置されていることから，大学院学生の自習用としても活用する予定である。（資料７） 

なお，本専攻の定員は３６名を予定しており，現行の博士前期課程定員の５３名と比

較して減員となる。しかしながら，学部６年制課程の学年進行により，今後の教室等の

稼働率の増加や各研究室の狭隘化が予想されることから，効率的な施設運用と施設整備

に配慮する予定である。 

 

（２）図書室等の資料の整備計画 

 図書室に関しては，薬学部と共用の図書スペースを有しており，ここに使用頻度の高

い図書及び学術雑誌を整備する。また，必要に応じて同一キャンパス内に設置している

附属図書館及び坂本地区に設置されている附属図書館医学分室を利用することになる。 

 

（３）デジタルデータベース，電子ジャーナル等の整備計画 

 本学は附属図書館のホームページより，SCOPUS，ProQuest，メディカルオンライン，

ICI Journal Citation Reports，SciFinder Scholar 等のデジタルデータベース，電子ジャーナ

ル等を利用できるよう既に整備を行っている。今後は，これらの利用拡大を一層図るこ

とによって，迅速かつ広範な情報の取得を推進する予定である。 

 

８．既存の学士課程との関係 

長崎大学薬学部薬科学科では，薬学全般や創薬科学に関する基礎知識及び技術の習得

を中心にカリキュラムを編成している。本専攻においては，学部教育を土台とし，さら

に創薬の過程を包括的に理解させ，かつ医療現場の実態を把握し，総合的な見地から「ヒ

トの健康」の増進・維持に貢献できるための専門教育を行う。従って，より高度な研究

能力，専門知識，国際性等を有する人材の育成を目的としたカリキュラム編成となって
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いる。（図１） 

図 1 既存の学士課程との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．入学者選抜の概要 

（１）入学資格 

① 大学を卒業した者 

② 学校教育法第 104 条第４項第１号の規定により学士の学位を授与された者 

③ 外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者 

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに

より当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

⑤ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指

定するものの当該課程を修了した者 

⑥ 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学

大臣が定める日以後に修了した者 

⑦ 文部科学大臣の指定した者 

⑧ 大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における１５年の課程を修了

した者 

⑨ 本研究科において，個別の入学資格審査において，所定の単位を優れた成績をも
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って修得したものと認めた者 

 

（２）入学定員 

入学定員は３６名とする。 

 

（３）入学者選抜方法 

 本専攻においては，医薬品の創製に関わる生命科学分野で先進的かつ独創的な研究を

推進し，「ヒトの健康」の増進・維持に貢献できる人材を育成する。従って，生命科学

分野に興味を持ち，医薬品の開発や，医療，保健，環境保全等への関わりを通じてヒト

の健康増進に向けて積極的に取り組もうとする「意欲」と「夢」を持つ学生の入学を求

めている。 

このアドミッション・ポリシーに従い，入学者の選抜は，学力検査，成績証明書及び

面接等の結果を総合して行う。 

 

10．学生確保の見通しと修了後の進路 

資料２に平成18及び19年度薬科学科入学者が２年次になった際に行った進路アンケ

ートの結果を示す。その結果，博士後期課程への進学も含めて修士課程に入学すると回

答した学生の割合は平成 18 年度入学者（調査対象：44 名）で 41 名，平成 19 年度入学

者（調査対象：42 名）で 33 名であった。これらを平均すると 37 名となり，40 名の薬

科学科（学士課程）定員に対して換算すると 35 名が入学を希望していることになる。

さらに，過去５年間において，平均して毎年 3 名程度が他学部から現行の博士前期課程

に入学している（表１）。これらのことから判断して，入学者 36 名の確保は十分達成で

きる見込みである。 

 

表１ 現行の博士前期課程への他学部からの入学者数 

入学年度 他学部からの入学者数 

平成１６年度 ４ 

平成１７年度 ２ 

平成１８年度 ２ 

平成１９年度 １ 

平成２０年度 ５ 
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 資料８に過去４年間の現行の博士前期課程における入学者数のコース別内訳，修了者

の進路内訳を示す。入学者全体に占める臨床薬学コース入学者の割合は４年間の平均で

約 34％である。このコースの修了者のうち，59％は薬剤免許を必要とする病院・薬局

の薬剤師として就職し，10％が企業に就職している。 

 これに対して薬科学コース修了者の進路内訳においては，薬剤師免許を必要とする職

種への就職は 39％程度である。また，企業等への就職者は 32％であるが，これとさら

に高度な創薬研究者や専門職業人を目指す後期課程への進学者を合わせた場合の割合

は 49％となる。ここで，薬科学コース修了者において薬剤師免許を必要とする職種へ

の就職率が比較的高かった理由として，薬科学コース修了者の大半が免許を実際に有し

ており，これと比較的高い地元での就職志向が重なったことが考えられる。 

一方，平成 18 年度以降の薬科学科入学者は，免許の取得が前提ではないことを予め

十分に理解して入学してきていることから，今後企業等への就職志向が一層明確になる

ものと想定できる。また，創薬科学教育を基本としながらも医療薬学教育を含む幅広い

教育によって，治験コーディネーター（CRC）等の臨床開発試験分野への適性を深めた

学生を輩出することで，就職先の拡大と一層の多様化が期待できる。さらに，平成 18

年度の薬学６年制課程の開始に伴い既設及び新設の私立薬系大学の大部分は薬剤師の

養成に軸足を移し，創薬研究者・技術者の養成は国公立大学薬学部が主に担うという構

造が出来上がっている。従って，４年制課程を土台とする修士課程が全国的に減少する

ことも企業からの需要増加につながるものと見込んでいる。平成 21 年度に長崎大学薬

学部に新たに設置された就職支援委員会も，本専攻修了者の就職に対して積極的な支援

を行っていく予定である。 

なお，薬学６年制課程の開始に先立って，製薬企業を中心に 54 社の企業を対象とす

るアンケート調査を独自に行った結果（資料２）では，回答した企業（33 社）の 100％

が採用条件に薬剤師免許は必須ではないと考えており，また，88％の企業が採用条件と

して研究能力を第一に挙げている。さらに，学部及びそれに引き続く修士課程での計 6

年間の教育を受けた人材の必要性に関して，94％の企業が必要と答えている。以上の結

果から，今後，製薬企業の採用対象となる主な人物像は，創薬に精通し，研究能力に優

れた人材（薬剤師免許の必要はない）であり，今回設置予定の修士課程修了者は，上記

の条件に最適な人材と考えられる。また，アンケート結果より，受け入れ先企業の十分

な需要が見込めることから，就職先の確保に問題はないと考える。 
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11．管理運営 

（１）組織 

本研究科の管理運営は研究科教授会（２ヶ月に１～２度の頻度で開催）において行う

ことを原則とする。研究科教授会では，代議員会制度を導入しており，重要な事項(入

学選抜，合否判定，人事関連)以外は代議員会で協議，決議する。研究科教授会におい

ては研究科長が議長を務める。研究科教授会の下に，総務委員会，学務委員会，研究推

進委員会，国際交流委員会，評価委員会等を常置し，研究科の教育研究の適切な運営に

資するよう組織を編成している。 

 

（２）事務組織 

 本研究科の事務処理は，医歯薬学総合研究科事務部が行う。 

 

（３）管理運営 

研究科長の下，２名の副研究科長を置き，研究科の効率的運営が可能となるよう配慮

している。副研究科長は１名を教学担当，もう１名を管理運営担当とし，研究科長を補

佐している。 

研究科教授会の下には，総務委員会，学務委員会，評価委員会等を常置する。教務事

項，入学試験事項は学務委員会で議案を作成し，研究科教授会の議を経なければならな

い。なお，効率的な管理違営を実施するため，教務委員長は教学担当の副研究科長，評

価委員長は管理運営担当の副研究科長が努めている。 

 

12．自己点検・評価 

国立大学法人において，受審することが義務づけられた大学機関別認証評価及び法人

評価に際して，研究科及び学部評価委員会が，長崎大学全体の評価体制と密接に連携し

て，自己点検・評価を行う体制をとっている。すでに，平成 19 年度には，認証評価機

関である大学評価・学位授与機構が実施する認証評価を受審し，機構が定める大学評価

基準を満たしているという評価を得た。さらに，平成 20 年度に実施された法人評価（国

立大学法人長崎大学の中期目標期間の業務の実績に関する評価）に際しても，研究科及

び学部評価委員会を中心にした評価体制で，自己・点検評価（現況分析）を実施し，現

況調査表にまとめた。その現況調査表並びに分析結果は，本学ホームページ上に公表し

ている。今後も，同様の評価体制で研究科及び学部独自の自己点検･評価並びに外部評
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価を進めることができる。なお，研究科のホームページでは，大学全体の「教員等基礎

データベース」等を活用し，業績集を電子化して公表している。 

教員個人の活動状況についての自律的かつ定期的な点検及び評価を行うため，平成

14 年度に，第 1 回目の「教員の個人評価」を実施した。その後，評価方法等に改善を

加え，平成 19 年度には，平成 14 年から平成 18 年までの５年間の活動状況を基に，第

２回目の「教員の個人評価」を実施した。評価結果は，部局長等を通じて個人にフィー

ドバックし，指導助言を行うなど教員個人の教育研究活動の水準向上に活用することと

している。 

また，これとは別に，全学的な「インセンティブ付与のための教員の人事評価に関す

る方針」に基づき，年度ごとに業績評価を実施し，優れた業績を勤勉手当並びに反映す

る人事評価システムも構築している。 

 

13．情報の提供 

 薬学部及び医歯薬学総合研究科のホームページを通じて，基本理念・総合目標，研究

科組織・沿革，大学の基本的な情報（定員，職員数，学生数），施設情報，カリキュラ

ム，シラバス，学則等各種規程，専任教員のプロフィール，研究・教育業績，アドミッ

ションポリシー，入学試験情報等を公開する。また，ホームページ上で研究者・機器デ

ータベースによる各種情報公開も行う。さらに，情報メディア基盤センター情報メディ

ア部門が運用している，学生の予習・復習や自学自習をサポートするための eラーニン

グシステムである WebClass によっても学務情報の周知に努める。 

 ホームページ以外の情報提供手段として冊子体のシラバスを配布する。また，履修の

手引には学則，学位規則を始めとする学務情報や共同利用施設の情報を掲載する。さら

に，学生募集要項によって，アドミッションポリシーや入学試験情報等の周知を行う。 

 

14．教員の資質の維持向上の方策 

本学では，授業内容及び方法の改善を図るために大学教育機能開発センターを設置し

ている。同センターは，学内共同教育研究組織の一つとして設置され，全学教育研究部

門と評価･FD 研究部門の２部門から構成されており，全学からの支援を得ながら全学教

育の責任部局としてその実施の一翼を担うとともにその円滑な運営，カリキュラムの検

討をはじめとする全学教育の研究，また授業評価やファカルティ･ディベロップメント

(FD)の企画･運営を通して長崎大学における高等教育の在り方を研究していくことなど
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が主な役割である。 

また，上述の大学教育機能開発センター，教育改善委員会及び全学教務委員会が主体

となって，学生による授業評価を実施している。これは，学習に対する学生の自覚及び

意欲を引き出すとともに，教員個人又は学部等（各学部、各研究科等）による教育改善

を図り，もって本学における教育の質の向上に資することを目的とするものである。現

行の博士前期課程と同様に本専攻においても，全ての授業科目をこの評価対象とするこ

とで，この結果を大学院担当の教務委員が中心となって分析・点検し，何らかの手段で

結果を公表するとともに，必要な教育改善や FD の企画・実施に反映させる。 

 

15．特別コース 

特別コースは，主にアジア地域等の発展途上国からの大学院留学生に対して，本研究

科としての統一的なカリキュラムのもとに高度医療技術の知識，特に，感染症，感染症

創薬，生化学，衛生及び環境に主眼をおいて，英語による教育・研究を行い，当該発展

途上国において将来の政策立案に係わるような影響力のある有為の人材を多く育てる

ことを目的として，現行の博士前期課程・博士後期課程に設置されている。 

その前身は，Nagasaki University Postgraduate Special Program (NUPSP) for 

Foreign Students in Biomedical Sciences (Master Course)として私費留学生を対象

に平成１６年度に設置され，平成１７年には文部科学省によって「平成１７年度外国人

留学生のための英語による特別コースへの国費留学生の優先配置」が認められた（優先

配置数：修士課程３名）。 

さらに，平成１８年度には，Nagasaki University Priority Graduate Programs 

(NUPGP) for Foreign Students in Biomedical Sciences として文部科学省の「国費外

国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」に採択され，現在は，博

士前期課程５名（国費留学生３名，私費留学生２名），博士後期課程５名（国費留学生

４名，私費留学生１名）の学生を受け入れている。（資料９） 

本専攻の設置に当たっては，当該プログラムのうち，既存の博士前期課程の受け入れ

学生数及びカリキュラムをそのまま継続する形で「特別コース」を設置する予定である。 

なお，博士後期課程の「特別コース」に関しては，本専攻を基盤とする博士後期課程

を平成２４年４月１日に設置する際に新たに設置する予定である。 

 



資料 1 

生命薬科学専攻（修士課程）設置の必要性 

 －社会的背景－ 

 



資料 2 

アンケート調査結果 

 

 

①製薬企業等へのアンケート調査結果 

 

  

採用条件としての薬剤師免許の必要性 

  

採用にあたって重視する条件 

 

４+２制教育を受けた人材の必要性 

 

 

②薬科学科入学生に対する進路アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（10 名は後期課程まで進学） （5 名は後期課程まで進学） 

必須ではない（33 社） 

研究能力（29 社）  

必要である（31 社） 

その他 
（4社） 

薬剤師免許（0社） 

必要ない（2社） 

必須である（0社） 

    

 

（10 名は後期課程まで進学） （5 名は後期課程まで進学） 

88% 

94% 

100% 



資料 3 

生命薬科学専攻（修士課程）設置の必要性 

－教育的背景－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 4 

生命薬科学専攻(修士課程)の設置時期と 

その後の将来構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

資料 5 
 

現行の博士前期課程の授業科目 

単位数 
講座等区分 科目 

区分 授業区分 
必修 選択

標準履修年次 

Ａ 医薬知財特論  1 1・2 
共通科目 

Ａ 特別薬科学演習  1 1・2 
Ａ 生物有機化学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 生物有機化学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 細胞制御学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 細胞制御学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 分子薬理学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 分子薬理学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 薬品製造化学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 薬品製造化学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 医薬分子合成化学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 医薬分子合成化学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 天然物化学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 天然物化学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 薬品生物工学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 薬品生物工学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 分子病態学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 分子病態学特論Ⅱ  1 1・2 
 分子創薬科学演習Ⅰ 4  1～2 

分子創薬科学 

 分子創薬化学特別実験Ⅰ 16  1～2 
Ａ 機能分子計測学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 機能分子計測学特論Ⅱ  1 1・2 
Ａ 衛生化学特論Ⅰ 4  1・2 
Ａ 衛生化学特論Ⅱ 16  1・2 
Ａ 生体分析化学特論Ⅰ  1 1・2 
Ａ 生体分析化学特論Ⅱ  1 1・2 
 環境薬科学演習Ⅰ 4  1～2 

環境薬科学 

 環境薬科学特別実験Ⅰ 16  1～2 
Ｂ 薬物治療学特論  2 1・2 
Ｃ 薬物相互作用学特論  2 1・2 
Ｂ 医療情報解析学特論  2 1・2 
Ｃ 臨床薬理学特論  2 1・2 
Ｃ 臨床化学特論  2 1・2 
Ｃ 医療薬事行政論  1 1・2 
Ｃ 医療英語  1 1・2 
Ｂ 生物薬剤学特論  2 1・2 
Ｂ 臨床薬学特論  2 1・2 
Ｂ 病院薬学特論  2 1・2 
 臨床薬学演習Ⅰ 4  1～2 
 臨床薬学特別実験Ⅰ 8  1～2 

臨床薬学 

 臨床薬学実習 6  1～2 
Ａ 生薬資源学特論  1 1・2 
Ａ 薬品構造解析学特論  1 1・2 
 薬用資源学演習Ⅰ 4  1～2 

薬用資源学 

 薬用資源学特別実験Ⅰ 16  1～2 
Ｃ 臨床医学特論  2 1・2 
Ｂ 治療薬剤学特論  2 1・2 
Ｂ 感染症予防治療学特論  2 1・2 
 医療薬学演習Ⅰ 4  1～2 

医療薬学 

 医療薬学特別実験Ⅰ 8  1～2 



 

 

 
 
 

現行の博士前期課程〔がん専門薬剤師養成コースを除く〕の最低修得単位数 

コース 講座等区分 修得単位数 

科目区分Ａの授業科目 14 単位以上 

所属講座が開設する演習Ⅰ 4 単位 

所属講座が開設する特別実験Ⅰ 16 単位 
薬科学コース 

合計 34 単位以上 

科目区分Ａの授業科目 2 単位以上 

科目区分Ｂの授業科目 8 単位以上 

科目区分Ｃの授業科目 4 単位以上 

所属講座が開設する演習Ⅰ 4 単位 

所属講座が開設する特別実験Ⅰ 8 単位 

臨床薬学実習 6 単位 

臨床薬学コース 

合計 32 単位以上 

 

 



資料 6 

教育課程の編成の考え方 

 －現行の博士前期課程との相違点－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 8 

現行の博士前期課程入学者のコース別内訳， 

修了者の進路内訳 

 

 

修了年度 
平成 

１６年度

平成 

１７年度

平成 

１８年度

平成 

１９年度 
合計 

コース 
薬
科
学 

臨
床
薬
学

薬
科
学 

臨
床
薬
学

薬
科
学 

臨
床
薬
学

薬
科
学 

臨
床
薬
学

薬
科
学 

臨
床
薬
学

入学者数 51 22 40 25 34 22 41 17 166 86

修了者 44 20 34 24 28 20 39 14 145 78

留年者 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
内
訳 

退学者 7 2 6 1 6 2 2 1 21 6 

進学者（自大学） 6 4 4 3 3 1 8 2 21 10

進学者（他大学） 1 0 1 1 1 0 1 2 4 3 

就職（企業） 11 3 10 2 10 1 15 2 46 8 

就職（薬剤師） 18 10 14 12 9 16 15 8 56 46

修
了
者 

その他 8 3 5 6 5 2 0 0 18 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11 教員名簿〔学長の氏名等〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

- 学長

ｶﾀﾐﾈ　ｼｹﾞﾙ
片峰　茂

＜平成２０年１０月＞
医学博士

長崎大学長
（平成２０年１０月）

保有
学位等

月額基本給
（千円）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 教員名簿〔教員の氏名等〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディシナルケミストリー特論Ⅱ 1・2前 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅴ 1・2後 0.5 1

Pharmaceutical Organic Chemistry
for Infectious Diseases Ⅰ

1・2前 0.5 1

Pharmaceutical Organic Chemistry
for Infectious Diseases Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.4 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.4 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディカルバイオ特論Ⅱ 1・2前 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅵ 1・2前 0.5 1

Cell Biology for Health Science
Ⅰ

1・2前 0.4 1

Cell Biology for Health Science
Ⅱ

1・2前 0.4 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.4 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.4 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディカルバイオ特論Ⅳ 1・2後 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅷ 1・2後 0.5 1

Pharmacology of Pain and Drug
Abuse Ⅰ

1・2前 0.5 1

Pharmacology of Pain and Drug
Abuse Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディシナルケミストリー特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅳ 1・2前 0.5 1

Bioorganic Chemistry for
Environmental Science Ⅰ

1・2前 0.5 1

Bioorganic Chemistry for
Environmental Science Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.4 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.4 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.4 1

4 専 教授

ﾀﾅｶ　ﾏｻｶｽﾞ

田中　正一

＜平成２２年４月＞

3 専 教授

ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛｼ

植田　弘師

＜平成２２年４月＞

５日

薬学
博士

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

教授
(専攻
主任)

専
薬学
博士

５日

５日

現　職
(就任年月)

博士
(薬学)

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平20.10）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

調書
番号

担当授業科目の名称

ｺｳﾉ　ﾐﾁｱｷ

河野　通明

＜平成２２年４月＞

薬学
博士

教授

1

ﾊﾀｹﾔﾏ　ｽｽﾐ

畑山  範

＜平成２２年４月＞

職位

申請に係る
大学等の職
務に従事す
る週当たり
平均日数

配当
年次

2 専

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その２の１）

担当
単位数

年間
開講数

年齢
月額

基本給
(千円)

（医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻(修士課程)）

教 員 の 氏 名 等

専任
等

区分

保有
学位等

５日

－　1　-



特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディシナルケミストリー特論Ⅲ 1・2後 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅵ 1・2後 0.5 1

Synthesis of Drugs for
Infectious Diseases Ⅰ

1・2前 0.5 1

Synthesis of Drugs for
Infectious Diseases Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディカルバイオ特論Ⅲ 1・2後 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅶ 1・2後 0.5 1

Molecular Biology of Infectious
Agents Ⅰ

1・2前 0.5 1

Molecular Biology of Infectious
Agents Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.4 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.4 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

天然薬物資源学特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

天然薬物資源学特論Ⅲ 1・2前 0.5 1

Natural Product Chemistry for
Infectious Diseases Ⅰ

1・2前 0.5 1

Natural Product Chemistry for
Infectious Diseases Ⅱ

1・2前 0.5 1

天然薬物資源学演習Ⅰ 1～2通 1 1

天然薬物資源学特別実験 1～2通 4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

ヘルスサイエンス特論Ⅱ 1・2前 0.4 1

ヘルスサイエンス特論Ⅴ 1・2前 0.4 1

Chemistry of Biofunctional
Molecules for Infectious
Diseases Ⅰ

1・2後 0.5 1

Chemistry of Biofunctional
Molecules for Infectious
Diseases Ⅱ

1・2後 0.5 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.4 1

健康薬科学特別実験 1～2通 5.4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.4 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

ヘルスサイエンス特論Ⅲ 1・2後 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅵ 1・2後 0.5 1

Inorganic Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅰ

1・2前 0.5 1

Inorganic Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅱ

1・2前 0.5 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

健康薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

8

薬学
博士

薬学
博士

9 専

薬学
博士

教授

ﾅｶﾔﾏ　ﾓﾘｵ

中山　守雄

＜平成２２年４月＞

教授

ｶｲ　ﾏｻｱｷ

甲斐　雅亮

＜平成２２年４月＞

7 専 教授

ｺｳﾉ　ｲｻｵ

河野　功

＜平成２２年４月＞

6

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾉﾌﾞﾕｷ

小林　信之

＜平成２２年４月＞

教授専

5 専 教授

ｵﾉﾑﾗ　ｵｻﾑ

尾野村　治

＜平成２２年４月＞

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平20.1）

工学
博士

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

専

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

薬学
博士

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

５日

－　2　-



特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

ヘルスサイエンス特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅳ 1・2前 0.5 1

Analytical Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅰ

1・2前 0.5 1

Analytical Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅱ

1・2前 0.5 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

健康薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

臨床応用薬学特論Ⅲ 1・2前 0.5 1

臨床応用薬学特論Ⅳ 1・2後 0.5 1

臨床薬学演習Ⅰ 1～2通 2 1

臨床薬学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

臨床応用薬学特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

臨床薬学演習Ⅰ 1～2通 2 1

臨床薬学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅱ 1・2前 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅵ 1・2前 0.5 1

Cell Biology for Health Science
Ⅰ

1・2前 0.3 1

Cell Biology for Health Science
Ⅱ

1・2前 0.3 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅳ 1・2後 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅷ 1・2後 0.5 1

Pharmacology of Pain and Drug
Abuse Ⅰ

1・2前 0.5 1

Pharmacology of Pain and Drug
Abuse Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅳ 1・2前 0.5 1

Bioorganic Chemistry for
Environmental Science Ⅰ

1・2前 0.5 1

Bioorganic Chemistry for
Environmental Science Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.4）

理学博
士

(博字)
（中
国）

15 准教授

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平21.6）

５日

博士
(薬学)

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.4）

５日

12

薬学
博士

５日

10

教授専

13 専

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

専

ｵｻﾞｷ　ｹｲｲﾁ

尾﨑　惠一

＜平成２２年４月＞

専

ｴﾝ　ﾃﾞﾁ

袁　德其

＜平成２２年４月＞

専 准教授

ﾅｶｼﾏ　ｹﾝｲﾁﾛｳ

中島　憲一郎

＜平成２２年４月＞

ｸﾛﾀﾞ　ﾅｵﾀｶ

黒田　直敬

＜平成２２年４月＞

教授

11 専

14

教授

ﾂｶﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾛ

塚元　和弘

＜平成２２年４月＞

准教授

薬学
博士

博士
(医学)

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平16.12）

博士
(薬学)

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
教授
（平14.4）

ｸﾛｽ　ﾋﾛｼ

黒須　洋

＜平成２２年４月＞

－　3　-



特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅱ 1・2前 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅴ 1・2後 0.5 1

Pharmaceutical Organic Chemistry
for Infectious Diseases Ⅰ

1・2前 0.5 1

Pharmaceutical Organic Chemistry
for Infectious Diseases Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅲ 1・2後 0.5 1

メディシナルケミストリー特論Ⅵ 1・2後 0.5 1

Synthesis of Drugs for
Infectious Diseases Ⅰ

1・2前 0.5 1

Synthesis of Drugs for
Infectious Diseases Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 1 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 1 1

生命薬科学トピックスⅠ※ 1・2後 0.1 1

メディカルバイオ特論Ⅰ 1・2前 1 1

メディカルバイオ特論Ⅴ 1・2前 1 1

Biotechnology for Infectious
Diseases Ⅰ

1・2前 1 1

Biotechnology for Infectious
Diseases Ⅱ

1・2前 1 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅲ 1・2後 0.5 1

メディカルバイオ特論Ⅶ 1・2後 0.5 1

Molecular Biology of Infectious
Agents Ⅰ

1・2前 0.5 1

Molecular Biology of Infectious
Agents Ⅱ

1・2前 0.5 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

天然薬物資源学特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

天然薬物資源学特論Ⅲ 1・2前 0.5 1

Natural Product Chemistry for
Infectious Diseases Ⅰ

1・2前 0.5 1

Natural Product Chemistry for
Infectious Diseases Ⅱ

1・2前 0.5 1

天然薬物資源学演習Ⅰ 1～2通 1 1

天然薬物資源学特別実験 1～2通 4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 1 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 1 1

天然薬物資源学特論Ⅱ 1・2後 1 1

Resources of Marine Natural
Medicines for Infectious
Diseases

1・2後 0.5 1

天然薬物資源学演習Ⅰ 1～2通 1 1

天然薬物資源学特別実験 1～2通 4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 4 1

博士
(薬学)

ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳｼﾞ

山田　耕史

＜平成２２年４月＞

21 准教授専

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.4）

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平15.8）

20 専 准教授

18

19

専 准教授

准教授専

17

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平15.4）

ｲｼﾊﾗ　ｼﾞｭﾝ

石原　淳

＜平成２２年４月＞

博士
(工学)

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平15.11）

水産学
博士

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平20.11）

博士
(薬学)

16 専 准教授

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.4）

准教授専

ｸﾘﾔﾏ　ﾏｻﾐ

栗山　正巳

＜平成２２年４月＞

ｲﾄｳ　ｷﾖｼ

伊藤　潔

＜平成２２年４月＞

薬学
博士

薬学
博士

ﾀﾅｶ　ﾀｶｼ

田中　隆

＜平成２２年４月＞

ｷﾀｻﾞﾄ　ｶｲｵ

北里　海雄

＜平成２２年４月＞

－　4　-



特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 1 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 1 1

天然薬物資源学特論Ⅳ 1・2後 1 1

Resources of Natural Medicines
for Infectious Diseases

1・2後 0.5 1

天然薬物資源学演習Ⅰ 1～2通 1 1

天然薬物資源学特別実験 1～2通 4 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 4 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅱ 1・2前 0.3 1

ヘルスサイエンス特論Ⅴ 1・2前 0.3 1

Chemistry of Biofunctional
Molecules for Infectious
Diseases Ⅰ

1・2後 0.5 1

Chemistry of Biofunctional
Molecules for Infectious
Diseases Ⅱ

1・2後 0.5 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

健康薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅲ 1・2後 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅵ 1・2後 0.5 1

Inorganic Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅰ

1・2前 0.5 1

Inorganic Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅱ

1・2前 0.5 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

健康薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

ヘルスサイエンス特論Ⅳ 1・2前 0.5 1

Analytical Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅰ

1・2前 0.5 1

Analytical Chemistry in Health
and Environmental Sciences Ⅱ

1・2前 0.5 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

健康薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

臨床応用薬学特論Ⅲ 1・2前 0.5 1

臨床応用薬学特論Ⅳ 1・2後 0.5 1

臨床薬学演習Ⅰ 1～2通 2 1

臨床薬学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 0.5 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 0.5 1

臨床応用薬学特論Ⅰ 1・2前 0.5 1

臨床薬学演習Ⅰ 1～2通 2 1

臨床薬学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

特別薬科学演習Ⅰ 1・2通 1 1

特別薬科学演習Ⅱ 1・2通 1 1

生命薬科学トピックスⅡ※ 1・2後 0.1 1

臨床応用薬学特論Ⅱ 1・2後 0.5 1

臨床薬学演習Ⅰ 1～2通 2 1

臨床薬学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平20.4）

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平20.4）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.4）

薬学
博士

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.4）

24 専 准教授

ﾊﾗﾀｹ　ﾏﾓﾙ

原武　衛

＜平成２２年４月＞

25

５日

准教授
博士

(薬学)

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.9）

長崎大学共同
研究交流セン
ター
准教授
（平16.4）

准教授専

博士
(薬学)

博士
(薬学)

ｶﾊﾞｼﾏ　ﾂﾄﾑ

椛島　力

＜平成２２年４月＞

23

22 専 准教授

27 専 准教授

准教授専

専

博士
(医学)

ｺﾝﾄﾞｳ　ｼﾝｼﾞ

近藤　新二

＜平成２２年４月＞

ﾏｷ　ﾄｼﾋﾃﾞ

真木　俊英

＜平成２２年４月＞

ｷｼｶﾜ　ﾅｵﾔ

岸川　直哉

＜平成２２年４月＞

26

ﾜﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ

和田　光弘

＜平成２２年４月＞

博士
(薬学)

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
准教授
（平14.12）

28 専 准教授

ﾆｼﾀﾞ　ｺｳﾖｳ

西田　孝洋

＜平成２２年４月＞

薬学
博士

－　5　-



Cell Biology for Health Science
Ⅰ

1・2前 0.3 1

Cell Biology for Health Science
Ⅱ

1・2前 0.3 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 2 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

分子創薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

分子創薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

ヘルスサイエンス特論Ⅱ 1・2前 0.3 1

ヘルスサイエンス特論Ⅴ 1・2前 0.3 1

健康薬科学演習Ⅰ 1～2通 1.3 1

健康薬科学特別実験 1～2通 5.3 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 1.3 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 5.3 1

臨床応用薬学特論Ⅱ 1・2後 0.5 1

臨床薬学演習Ⅰ 1～2通 2 1

臨床薬学特別実験 1～2通 8 1

Exercise Biomedical Sciences 1～2通 2 1

Experiment Biomedical Sciences 1～2通 8 1

創薬プロセス特論Ⅳ※ 1.2後 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅰ※ 1.2前 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅰ※ 1.2前 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅰ※ 1.2前 0.4 1

創薬プロセス特論Ⅱ※ 1.2後 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅲ※ 1.2前 0.1 1

創薬プロセス特論Ⅳ※ 1.2後 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅱ※ 1.2後 0.4 1

Huntingdon
Life Science
Adviser
（平20.10）

５日

日本製薬工業
協会
理事長付部長
(兼薬事部長)
（平19.4）

薬学
博士

武田薬品工業
株式会社化学
研究所
主席研究員
（平16.4）

５日

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平14.4）

５日

中外製薬株式
会社領域戦略
第二部
部長
（平21.4）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平15.11）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平18.10）

31
博士

(薬学)

33 専 助教

専

専 助教

講師

助教

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹﾝ

渡邊　健

＜平成２２年４月＞

博士
(工学)

ﾃﾗｳﾁ　ｼﾞｭﾝ

寺内　淳

＜平成２２年４月＞

助教

博士
(工学)

ｸﾎﾞﾃﾞﾗ　ﾉﾎﾞﾙ

久保寺　登

＜平成２２年４月＞

博士
(薬学)

ﾔｽﾀﾞ　ﾋﾃﾞｶﾂ

安田　英且

＜平成２２年４月＞

ﾌﾓﾄ　ｼﾝﾀﾛｳ

麓　伸太郎

＜平成２２年４月＞

薬学
博士

ｻﾑﾗ　ｹｲｼﾞ

佐村　恵治

＜平成２２年４月＞

ｴｽﾐ　ｷﾐｵ

江角　公男

＜平成２２年４月＞

講師兼任

兼任40

兼任

39

講師

専

ｼﾊﾞﾀ　ﾀｶﾕｷ

柴田　孝之

＜平成２２年４月＞

博士
(薬学)

ﾀｶﾊｼ　ｹｲｽｹ

高橋　圭介

＜平成２２年４月＞

ﾀﾆﾑﾗ　ｽｽﾑ

谷村　進

＜平成２２年４月＞

30 専 助教

ﾌｸﾄﾞﾒ　ﾏｺﾄ

福留　誠

＜平成２２年４月＞

29

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平16.4）

32 専

35 専 助教

助教

博士
(薬学)

講師兼任

41 薬学士

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平14.4）

博士
(薬学)

34

ﾅｶｼﾞﾏ　ﾖｼﾀｶ

中嶋　義隆

＜平成２２年４月＞

５日

博士
(薬学)

５日

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平14.4）

５日

36 兼担 講師

小野薬品工業
株式会社研究
本部医薬品化
学研究所
次長
（平21.1）

講師37 兼任

38

ﾊﾊﾞｼﾀ　ﾋﾛﾑ

巾下　広

＜平成２２年４月＞

博士
(理学)

理学
学士

長崎大学知的
財産本部
教授
開発推進部
部長
（平19.4）

長崎大学大学
院医歯薬学総
合研究科
助教
（平16.4）

－　6　-



創薬プロセス特論Ⅱ※ 1.2後 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅲ※ 1.2前 0.6 1

創薬プロセス特論Ⅲ※ 1.2前 0.3 1

創薬プロセス特論Ⅳ※ 1.2後 0.1 1

創薬プロセス特論Ⅳ※ 1.2後 0.3 1

45

ｳﾒﾂﾞ　ﾃﾙﾋｺ

梅津　照彦

＜平成２２年４月＞

講師兼任

43

ｶﾄﾞ　ｸﾆｵ

角　邦男

＜平成２２年４月＞

44 兼任 講師

博士
(医学)

講師兼任

兼任 講師

ｱｾﾞ　ﾖｼﾔ

阿瀬　善也

＜平成２２年４月＞

１　教員の数に応じ，適宜枠を増やして記入すること。

薬学
博士

42

３　「申請に係る学部等に従事する週当たりの平均日数」の欄は，専任教員のみ記載すること。

（注）

株式会社ヤク
ルト本社医薬
開発部
参事
（平21.4）

２　私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合又は大学等の設置者
  の変更の認可を受けようとする場合は，この書類を作成する必要はない。

小野薬品工業
株式会社研究
本部創薬技術
部
主幹研究員
（平17.10）

テバファーマ
スーティカル
株式会社開発
部門開発推進
部
部長
（平19.10）

株式会社長崎
ＴＬＯ
技術移転スペ
シャリスト
（平17.3）

ﾊﾏﾁﾞ　ﾖｳｿﾞｳ

濱地　洋三

＜平成２２年４月＞

博士
(薬学)

農学
博士

－　7　-




